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招待論文

国連海洋科学の10年における海洋データ・情報管理の充実に向けて

Suggestions for Future Enhanced Oceanographic Data and  
Information Management in Implementing the UN Decade of Ocean Science  

for Sustainable Development

道田　豊1

Yutaka Michida1

2021年に持続可能な開発のための国連海洋科学の10 年（2021-2030）（「海洋科学の10 年」）が

開始された。本稿では、同10 年の実施に当たっての基盤と位置付けられ、共通課題でもある海洋デー

タ・情報管理に焦点を当て、関連する国内外の情勢を踏まえ、わが国も対応を要すると思われる課題に

ついて検討を加える。海洋科学の10 年の実施に伴って、管理されるべき海洋データ・情報が質、量と

もに大きく変化することが見込まれること、過去約 20 年間の技術革新等を背景としてユネスコ政府間

海洋学委員会（IOC）の海洋データ交換原則が改定されようとしていること、海洋科学の10 年におけ

る海洋データ・情報の管理にあたっては、IOCの国際海洋データ・情報交換（IODE）などの従来の枠

組みを超えて幅広いステークホルダーとの連携が必要であることなどが課題として挙げられる。わが国

においては、海洋基本法の成立以降、海洋データ・情報の管理の高度化が着実に進展していることか

ら、それを基礎として、海洋科学の10 年が実施されるこの先10 年の間に、海洋空間計画の導入など

を含め、海洋データ・情報を海洋に関連する社会的課題の解決に生かすよう施策を進めることが必要で

ある。

キーワード：�国連海洋科学の10 年、海洋データ・情報管理、政府間海洋学委員会、IODE

The�United�Nations�Decade�of�Ocean�Science�for�Sustainable�Development�(2021-2030)�(“the�Decade”)�
was�launched�in�2021.�The�present�paper�describes�possible�challenges�related�to�oceanographic�data�and�
information�management,�which�is�a�fundamental�component�for�implementation�of�the�Decade,�as�
common�issues�that�may�need�to�be�addressed�by�Japan�considering�the�related�national�and�international�
circumstances.�These�challenges�include�the�following:�(i)�With�implementation�of�the�Decade,�it�is�
anticipated�that�the�oceanographic�data�and�information�management�will�change�significantly�in�both�
qualitative�and�quantitative�aspects.�(ii)�Given�the�background�of�technological�innovation�through�the�past�
20�years,�the�Intergovernmental�Oceanographic�Commission�(IOC)�of�UNESCO�intends�to�revise�its�
Oceanographic�Data�Exchange�Policy.�(iii)�The�oceanographic�data�and�information�management�for�
effective�implementation�of�the�Decade�requires�closer�collaboration�among�a�wide�range�of�stakeholders�
beyond�the�conventional�framework�such�as�the�International�Oceanographic�Data�and�Information�
Exchange�(IODE)�within�the�IOC.�In�Japan,�since�the�enactment�of�the�Basic�Act�on�Ocean�Policy,�
oceanographic�data�and�information�management�has�been�steadily�enhanced�to�improve�its�sophistication;�
and�based�on�this�improvement,�it�is�necessary�to�take�measures�during�the�period�of�the�Decade�to�utilize�

1 東京大学大気海洋研究所／Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo

原稿受付日：2021年8月2日、受理日：2021年8月20日
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１　はじめに
　2020年 12月 31日、第 75回国連総会は、海洋及び海洋法に関するオムニバス決議（A/

RES/75/239）を採択した。その中に、「持続可能な開発のための国連海洋科学の 10年（2021-2030）」
（以下、「海洋科学の 10年」という。）の実施計画について、これを感謝とともに認知する（takes note 

with appreciation）という一節が含まれており、これを受けて当初予定通り2021年から海洋科学の 10

年が開始された。
　海洋科学の 10年は、2017年の第 72回国連総会にユネスコから提案されたもので、同総会で海洋
科学の 10年の実施が宣言され、提案の素案を作成したユネスコ政府間海洋学委員会
（Intergovernmental Oceanographic Commission：IOC）を中心として、上記実施計画の策定が進め
られた。海洋科学の 10年の基本コンセプトは、さらに遡り2017年 6月に開催された第 29回 IOC総会
に提出された会議文書（IOC, 2017）にその原型を見ることができる。2015年に国連において設定され
た持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）を受け、海洋に直接関係する
SDG-14の実現に向けて、海洋科学の面からどのようにこれを推進していくか IOCにおいて議論が進めら
れる中、従来の取り組みの延長線上の努力では達成がおぼつかないということが IOC関係者の間で共通
の認識となった。2016年に公表された世界海洋評価（First World Ocean Assessment：WOA-I）
（UN, 2016）では、人類の諸活動とその存続、全球生態系の維持において海洋が本質的に重要である
ことを示す一方、海洋に対する人為起源ストレスの影響が拡大していることについて、海洋の持続的な管
理の実現には時間的余裕が無くなりつつあると警鐘を鳴らした（UNESCO-IOC, 2021）。海洋の重要性
の反面、科学的に未解明の部分や調査の行き届いていない領域が多く残されていることを踏まえ、重要
課題を示しつつ海洋科学の推進に力を入れるべきという指摘も多数出された（例えば、Rudd（2014）な
ど）。また、海洋科学に対する世界各国の取り組みに関して、IOCが取りまとめた世界海洋科学報告
（Global Ocean Science Report：GOSR）（IOC-UNESCO, 2017）は、「科学全体への投資のうち海
洋科学の占める割合は数％以下」と指摘した。これらのことを背景として、IOCにおいて海洋科学の 10

年の構想が固められた。
　この間、国内でも海洋科学の 10年の実施に向けた準備が進んだ。計画策定の主体である IOCへの
対応については、主として日本ユネスコ国内委員会 IOC分科会における議論をもとに行われ、日本海洋
学会や日本海洋政策学会をはじめとする学術研究コミュニティへの浸透は、それら学会の大会の機会に
関連セッションを組むといった活動が行われた。2018年 5月に閣議決定された第 3期海洋基本計画
（総合海洋政策本部 , 2018）にも、「『国連持続可能な開発のための海洋科学の 10年』（2021-

2030）の宣言を踏まえ、当該 10年の実行計画策定及びその実施に積極的に関与し、SDGsの達成に
向けて我が国として貢献する」（第 1部 2.2（5））と、海洋科学の 10年への貢献が記載されたほか、
2019年 10月のユネスコ国内委員会建議でもユネスコ活動の活性化に向けた活動の一つとして「『国

oceanographic�data�and�information�further�for�better�solutions�to�societal�issues�related�to�the�ocean,�
including�the�introduction�of�marine�spatial�planning.

Key�words:��UN�Decade�of�Ocean�Science,�oceanographic�data�and�information�management,�
Intergovernmental�Oceanographic�Commission�of�UNESCO,�International�Oceanographic�Data�and�
Information�Exchange�(IODE)
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連海洋科学の 10年』に向けた活動の活性化」が盛り込まれた。こうした動きを受けて、わが国は、IOC

の西太平洋小委員会（IOC/WESTPAC）と北太平洋海洋科学機構（PICES）の共催により2019年 7

月 31日～ 8月 2日に東京で開催された「北太平洋地域計画国際ワークショップ」をホストし、国内関係機
関の参画、協力の下で海洋科学の 10年の実施計画策定に貢献した（道田 , 2021; 植松 , 2021; 安
藤 , 2021）。
　海洋科学の 10年では、達成すべき社会的目標（societal outcomes）を７項目定めている。すなわち、
「清浄な海（clean ocean）」「健康で強靭な海（healthy and resilient ocean）」「生産的な海
（productive ocean）」「予測できる海（predicted ocean）」「安全な海（safe ocean）」「誰でも利
用できる海（accessible ocean）」「夢のある魅力的な海（inspiring and engaging ocean）」である。
そして、これらを達成するための課題（challenges）を 10項目挙げた（UNESCO-IOC, 2021）。例え
ば、課題１として挙げられているものは、汚染物質の分布と挙動の理解およびそれらの生態系等への影響
さらには解決策の開発といった内容である。その他の課題も含めいずれも海洋科学の 10年の目標達成の
鍵を握る課題群であると言える。中でも、共通基盤としての課題に「海洋全体にわたる継続的な海洋観
測網の構築と、あらゆるユーザーに対する適時的確なデータおよび情報の提供」がある。
　以上のようなことを背景として、本稿では、海洋科学の 10年が開始された機会をとらえ、その実施に当
たって、海洋科学の 10年の実施のための共通課題とされているもののうち、「海洋データ・情報の管理」
に焦点を当て、この課題に係るこれまでの経緯、とりわけ IOCとそれに関連する国内の活動を中心として
簡単に俯瞰したうえで、今後の課題などに関する考察を試みる。

２　IOC の海洋データ・情報管理
　IOCにおける海洋データ・情報管理の歴史は、1961年の「国際海洋データ・情報交換
（International Oceanographic Data and Information Exchange：IODE）」の開始にさかのぼる。
1960年に設立された IOCにとって、IOCが主導する最初のプロジェクトと位置付けられる。
　現行の設置規程（IOC statute）において「海洋の状態についてよりよく知るために、海洋に関する研
究、サービス、能力開発について国際協力を推進し、国際間の調整を行う」ことを目的に掲げる IOC

（UNESCO, 2000）としては、その初期の活動として、すでに各加盟国等において取得された、あるいは
取得される見込みの海洋に関するデータや情報について、その価値を認識して二次利用に供するために
国際交換を行うというIODEを推進することは必然であったものと推定される。設置されたばかりで財政基
盤も十分でない IOCにとって、IODEは、新たに大規模な資源の投入を行わなくとも設置目的に沿った活
動を行うことが可能だからである。
　IODEでは、IOC加盟各国に対して、各国内の海洋データ・情報の取りまとめを行うとともに国際交換
の窓口となるデータセンター（National Oceanographic Data Center：NODC）の設置が推奨された。
これを受けてわが国では、1965年、海上保安庁水路部（現　海洋情報部）の中に「日本海洋データセ
ンター（Japan Oceanographic Data Center：JODC）」が設置された（設置から 1983年までは「海
洋資料センター」と称した）。JODCは、IODEに対する日本の窓口機関として順調に業務を展開し、
1990年代までには有力なNODCの一つになった。例えば、責任海洋データセンター（Responsible 

National Oceanographic Data Center：RNODC）制度への貢献がある。これは、IODEの枠組みの
中で、特定のデータ項目やプロジェクト、特定の地域等の海洋データ管理について、有力なNODCにそ
の主導的役割を担わせるという制度で、1970年代後半から 2000年代初めまで運用されていた。IOCの
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主要な地域活動の一つとして西太平洋海域における海洋科学や海洋サービスを幅広く展開する
WESTPACがあるが、これに関するRNODCをはじめ、特定データ項目として船舶搭載型音響ドップラー
流速計（Acoustic Doppler Current Profiler：ADCP）データに関する管理の中核となるRNODCな
ど、JODCは４項目の RNODC機能を担った。2000年以前の IODEおよび JODCの活動については、
1970年代までに関しては二谷（1975）、その後はMichida（1997）および道田（1999）に詳しい。
　2000年代に入ると、海洋データ・情報管理の分野でもデジタル化、ネットワーク化が急速に進み、
IODEでも技術革新が進んだ。IODEの活動を担うデータセンター群の多くでオンラインによるデータ提供
サービスが行われ、科学研究をはじめとする海洋に関する諸活動の基盤となっている。インターネットによる
オンラインのデータ提供にいち早く乗り出したデータセンターの一つが JODCである。1995年、JODCは、
J-DOSS（JODC Data Online Service System）と呼ばれるオンラインデータシステムの運用を開始した。
これは、カタログ情報の検索にとどまらず、必要なデータをダウンロードできる機能も具備しており、当時とし
ては最先端のものであった。その後もJ-DOSSはシステム改良されつつ順調に運用され、現在に至る（岡
野ほか , 2006; 岩淵 , 2012）。
　こうした技術的な進展と並行して、2000年代以降、IODEは、質的にも量的にも大きく変化する海洋
データ・情報へのニーズに対応することが求められ、これに的確に対処するため、自己点検（IODE 

Review）が実施され（Kohnke, et. al ., 2005）、さらに 2007年には外部評価も行われた。前者は 17

項、後者は 12項の勧告を提示し、IODEに対して改革を求めた。これら多くの勧告は、気候変動関連
のデータの増大やデジタル技術の進展といった、IODEを取り巻く環境が 1961年の開始当時の想定と大
きく異なってきていることに対して、各地域の体制を含む組織や運営方式の改善を示唆するものであった。
しかしいくつかの勧告には、次節以降で述べる海洋科学の 10年の的確な実施のための海洋データ・情
報管理につながるような視点の萌芽を見ることができる。例えば、IOC外の関連コミュニティとの連携のあり
方や、途上国の海洋データ・情報に対するアクセスの確保方策といったポイントである。
　勧告に基づいて IODEの組織改編、プロジェクト管理方式の改善、NODCの評価基準の設定など
様々な改革が行われたが、2017年に行われた IOC全体に対する外部評価の結果、15の勧告の一つと
して IODEに関するものが盛り込まれた。それは、「IOC加盟国の協力の下で、汎用の情報システムと
データポータルを構築すべし」というものであった。その必要性、趣旨は容易に理解されるもので、IOCの
総会においても受け入れられた。しかし、この勧告は IODEの目的そのものに直結するものであり、この時
点まで 50年以上もこのことを目指してきた IODEにとって、見方によってはその存在意義を問われたものと
受け止められる。海洋データ・情報に対する「ワンストップサービス」の実現を求めたこの勧告は、一種永
遠の課題でもある。その実現には、データの仕様や交換に関するプロトコルの面で一定程度の標準化が
必要となるが、時間をかけてある水準の標準化が実現できる段階になったとしても、当該標準化の前提と
なった基盤技術等がすでに陳腐化するといった事態がしばしば起こる。日進月歩の情報関連技術の発展
スピードに鑑みてやむを得ないことでもある。ここで技術的側面を深く掘り下げることは本稿の趣旨を逸脱す
るため差し控えることとするが、IODEにおいてもこうした事態が繰り返されてきたことは事実である。
　上記の勧告が出された 2017年は、ちょうど海洋科学の 10年の実施計画の策定が開始される時期に
当たっていたことから、IODEでは、この勧告への対応を検討するにあたって、海洋科学の 10年に対す
る海洋データ・情報管理の面からの貢献ということが強く意識されることとなった。
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３　海洋科学の 10 年における海洋データ・情報の意義
　海洋科学の 10年実施計画（UNESCO-IOC, 2021）における海洋データ・情報の位置づけ等につい
てここで簡単に整理し、それをわが国の現状と照らし合わせてみる。
　まず、海洋科学の 10年の社会的目標の達成には海洋データ・情報の活用が不可欠であることは言うま
でもないが、7つの目標のうち直接に海洋データ・情報に関係するものが、6番目のものである。すなわち、
「データ、情報、技術、技術革新に自由かつ公平にアクセスできる誰もが利用できる海」である。そこで
は、データや知識、技術へのアクセスを改善することによって海洋科学に関する能力の不均衡を是正する
ことが必要であるとされ、そのことを通じてあらゆる関連セクターにおける持続可能な社会に向けた意思決
定等を改善することとされている。
　目標達成に向けた課題が 10項目挙げられているうち、課題８が直接的に海洋データ・情報に言及して
いる。具体的には、時間変動するような情報も対象とした海洋に関する動的なマップを作成し、それらで
構成されるデジタル海洋を開発することにより、過去、現在、未来の海洋の状態に関する情報について、
自由なアクセスを確保することが必要とされている。
　さらに、海洋科学の 10年実施計画では、海洋データ・情報管理に関する具体的な活動について 1節
をあてて詳しく記述している。すでにあるもの及び今後生産される大量の海洋データ・情報は、海洋科学
の 10年成功の基礎であるとされ、それらのデータや情報をもとに過去から現在の海洋の様々な状態を記
述し、数値モデルによる将来予測情報を含む、意思決定に貢献するようなプロダクツの提供を行うことが鍵
となっている。ここで、対象となる海洋データ・情報としては、物理や化学的なデータのみならず、生物関
係、さらには社会的、経済的なものも視野に入っており、それらを分散型データセンター群のネットワークに
よって海洋科学の 10年の目標達成に寄与することが求められている。
　海洋科学の 10年の実施に当たって、これに貢献する様々な活動の公募（Call for Actions）が行わ
れるが、公募に応じる各提案の中で、海洋データ・情報の管理方策、それらへの自由なアクセス確保に
関して記述することが求められている。つまり、海洋科学の 10年に関連する活動の実施に当たっては、
海洋データ・情報の自由な交換が前提となっている。ただし、海洋科学の 10年実施計画では原則論に
留まっていることから、この点に関してより実効性のある戦略について検討するため、IOCのもとに IODE

関係者を中核メンバーとする「国連海洋科学の 10年のための海洋データ・情報管理（stewardship）
戦略検討作業部会（IWG-SODIS）」が設置され、海洋科学の 10年の初期の段階で提言を出すことに
なっている。海洋科学の 10年において期待される海洋データ・情報管理は、対象となるデータ・情報の
範囲、関係するステークホルダーの多様性、期待されるデータセットや加工品の内容などの点で、従来の
IODEの活動範囲を大きく超えるものであることから、IWG-SODISの議論を通じて、こうした課題に応えう
る戦略を打ち出すことができるか、それが海洋科学の 10年における海洋データ・情報システム構築の成
否の鍵であると言える。
　さて、こうした情勢の中、関連するわが国の状況について振り返る。海洋科学の 10年において構築が
期待される海洋データ・情報システムについて、わが国では一部先取りするような活動が進められてきた。
　2007年に海洋基本法が成立し、それを受けて策定された海洋基本計画（総合海洋政策本部 , 

2008）では、重要な施策の一つとして「海洋に関する情報の一元的管理・提供」が取り上げられた。第
２期海洋基本計画（総合海洋政策本部 , 2013）においても、「海洋に関する情報の一元的管理及び公
開」が取り上げられ、少し表現は異なるものの、引き続き海洋情報がわが国の海洋政策における重要な課
題の一つと位置付けられた。この施策を具体的に進めるものとして「海洋情報クリアリングハウス
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（Marine Information Clearing House：MICH）」が立案され、内閣府の総合海洋政策推進事務局
（2017年までは、内閣官房に置かれた総合海洋政策本部事務局）の調整のもと、実務を海上保安庁海
洋情報部が担う形で構築が進められた（勢田ほか , 2011; 山尾ほか , 2011; 三宅 , 2012）。これは、
「海洋に関する情報の一元化」の端緒として、まずは各関係機関等で実施される海洋調査計画およびそ
の結果に関する情報を集約し、インターネットを介してその情報を広く利用可能にするものである。実は、ほ
ぼ同様の発想による仕組みが IODEにおいても古くから進められており、日本国内では、実施予定の調査
計画に関する情報として「国内海洋調査計画（National Oceanographic Program：NOP）」、調査
航海実施後の情報として「航海概要報告（Cruise Summary Report：CSR）」をJODCが収集して公
開しており、MICHはそれらの進化形とも位置付けることができる。
　「海洋に関する情報の一元化」の本来の目的は、一元化した情報を、海洋活動に関する様々な局面に
おける意思決定に役立てるということであり、引き続きそれを指向したシステム整備が行われ、2012年には
「海洋台帳」の運用が開始された（吉川ほか , 2014; 林王 , 2014）。このシステムでは、長年 JODCが
管理してきた海洋に関する自然科学的データに加え、漁業権区域、船舶通航量など、社会的情報も含
め、目的に応じて利用者が取捨選択の上、ウェブ GIS技術を用いてデジタル地図情報と重畳表示するこ
とが可能となっている。さらに、2018年の第 3期海洋基本計画（総合海洋政策本部 , 2018）では、
「総合的な海洋の安全保障」が施策の柱と位置付けられ、それを支えるため海洋状況把握（Maritime 

Domain Awareness：MDA）の能力強化を進めることとされた。MDAを実務面で支える情報システムとし
て、「海洋状況表示システム」の概念が提示され、関係各省庁の連携により運用を海上保安庁が担う形
で、気象関連情報など時間変化する情報も含め、多くの海洋関連情報をウェブ GIS上で表示するシステ
ムの構築が進んだ。同システムの概念については、2016年の総合海洋政策本部決定「我が国の海洋
状況把握（MDA）の能力強化に向けた取組」にすでに示されており、第３期海洋基本計画策定以前か
ら整備が進められていた。このシステムは愛称を「海しる」とし、2019年に運用が開始された（足立 , 

2019; 浅原ほか , 2021）。
　海洋情報クリアリングハウス、海洋台帳、海洋状況表示システムという一連の海洋に関する情報システ
ムの構築が 10年以上にわたって進められてきたが、これらは、より的確に海洋政策を推進するためという
目的に向かってきたものである。海洋政策、すなわち海洋に関する社会的課題の解決のため、必要な海
洋データ・情報について、多岐にわたる意思決定に用いることができるようなシステムを指向してきたといえ
る。このことは、海洋科学の 10年で求められている海洋データ・情報システムの目的とほとんどの部分で
軌を一にする。
　こうした情報システム整備の目的のうち、海洋政策に関する意思決定支援の観点から重要と思われるも
のとして海洋空間計画（Marine Spatial Planning：MSP）を挙げることができる。海洋科学の 10年の
実施計画では特に強調されているわけではないが、同一の海洋空間を複数の目的で適切に利用するとい
う場面において、意思決定に必要な多様な海洋データ・情報を的確に分析するシステムが求められること
は明らかであるし、海洋科学の 10年の目的に関する議論において繰り返しMSPに言及があることもまた
事実である。海洋状況表示システムの設計思想や提供されている情報をみると、MSPの基盤ツールとし
て潜在的な活用可能性は高い。欧米諸国を中心に諸外国で構築されている同様のシステムの多くもMSP

への活用を意識したものとなっており、代表的なものとして欧州連合（EU）が推進しているシステム
（European Marine Observation and Data Network：EMODnet）を挙げることができる。一方わが
国では、第３期海洋基本計画の中で、MSPについてMDAまたは海洋状況表示システムとは全く独立の
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文脈で、「実態の把握に努め、（中略）その必要性と課題及び活用可能性につき検討」という表現にとど
まっている。もちろん、MSPの有効性とわが国での導入可能性等に関する研究は多く行われており、例え
ば、太田（2013）はMSPの基盤となる情報に関する課題にも言及しているほか、森田（2013）は、最
初の海洋基本計画（2008）で強調された「海洋情報の一元化」についてMSP策定過程の一部と位置
付けた検討を行った。また、ハッサンと瀬田（2016）はより明示的に、わが国がMSPを導入すべきである
という論を展開した。これらと並行して、東京大学海洋アライアンス（2017）は、わが国におけるMSPの
導入を視野に入れて、海域利用に関する合意形成について検討を行った。
　こうした動きを踏まえたうえで海洋科学の 10年における海洋データ・情報の意義を考える時、MSPへの
活用という視点を含めて海洋状況表示システムの運用と今後の機能向上を検討する必要があると思われ
る。

４　海洋科学の 10 年における海洋データ・情報に関する課題
　海洋科学の 10年の実施にあたり、これを的確に推進して所期の社会的目標を達成するためには、前
節までに述べてきたとおり、基盤として海洋データ・情報の充実と効果的な管理提供が不可欠である。海
洋科学の 10年の実施計画に明示的に述べられている課題のほか、IODEのコミュニティ、あるいは IOC

における関連議論の中で指摘のある課題が多数ある。ここでは、わが国の関係者等への影響の観点も含
め重要と思われるものをいくつか取り上げて述べることとする。
　2020年 12月、IOCの設立 60周年イベントがオンラインで開催された。その機会に、「世界海洋科学
報告（Global Ocean Science Report：GOSR）」の第 2版（IOC-UNESCO, 2020）（GOSR2020）
の完成が報告され、公表された。GOSRは、世界の海洋科学の現状を整理することを目的として IOCが
企画したもので、最初の報告は 2017年に公開された（IOC-UNESCO, 2017）（GOSR2017）。
GOSR2017、GOSR2020いずれにおいても、海洋データ・情報管理に関して１章を充てて現状の分析を
行い、課題が整理されている。GOSR2017では、IODEの活動を中心として、各国における実施状況を
含め海洋データ・情報管理について、関係先に対するアンケート調査の結果をもとに分析が行われた
（Garcia et al ., 2017）。海洋に関して顕在化する問題や SDGsに向けた対応、後述する「海洋データ
交換原則」の適用などの点について、課題が整理された。GOSR2020においても同様に、海洋データ・
情報管理に関して、アンケート調査結果に基づく分析等が行われたが、同時に、海洋科学の 10年に対
する海洋データ・情報管理からの貢献を強く意識した課題の整理となっている（Michida et al ., 2020）。
例えば、海洋科学の 10年が進むということは、そこから生み出される海洋データ・情報が大幅に増えるこ
とを意味する。これは量的な問題にとどまらず、これまで IOC-IODEが取り扱ってこなかった種類の海洋
データ・情報についても管理対象を拡大することも期待されることから、質的変化が必至であるだろうし、
それは海洋データ・情報管理を担う人材について専門性の拡充が要求されることにもなると思われる。ま
た、質、量とも変化させる要素としては、海洋科学の 10年の実施期間中に、おそらく技術革新によってこ
れまでにない観測手法、測定器、技術が開発されることが見込まれ、そうした新技術が普及していくいず
れかの段階で、海洋データ・情報管理の変革も要請されることとなる。さらに、海洋科学の 10年の実施
計画では、土着または地域の知見（indigenous and local knowledge）の重要性が繰り返し強調され
ている。この点は、海洋データ・情報管理のコミュニティではほとんど考慮されてこなかったものであり、
Michida et al .（2020）でも当該観点に関する言及はない。つまり、関係者にとって真の意味で新規の取
り扱い対象であり、極めて大きな課題といえる。
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　課題の二点目として、海洋データ交換原則を取り上げる。IOCでは、IOCに関係するプロジェクト等に
よって生み出される海洋データ・情報は、適時、無償、無制限の交換を原則としている。現行の交換原則
（IOC Oceanographic Data Exchange Policy）は、2003年に採択されたもので、各国に対してその
適用を求めている（佐藤 , 2003）。この原則は、2000年の第 33回 IOC執行理事会で設置が決まった
政府間作業部会において議論が重ねられ、2003年、第 22回 IOC総会で採択された。作業部会で成
案として合意に至るまでには、意見分布の幅が大きい論点もあり、注意を要する議論が行われた。特に議
論となったのは、「無制限の交換」という原則と「データ生産者の権利」とのバランスをいかにとるか、とい
う点であった（道田 , 2002）。最終的な交換原則では、前文及び第 1条で、「データに適時性のある、
無償、無制限のアクセスを与える」とする一方で、第 4条では「海のデータを収集する政府及び非政府
機関が海洋データ国際交換に参加することを促進し、あらゆる出所からの海洋データの貢献を最大化する
ため、この原則は、加盟国及びデータ生産者が交換に関する条件を決定する権利を認める。」としており、
ここが前述のバランスに関する妥協点となっている。前節で述べた通り、海洋科学の 10年では、IOCの
データ交換原則の理念を踏まえて海洋データ・情報の自由な交換を原則としており、この原則の実効性を
いかに担保するかが課題である。2021年の第 31回 IOC総会では、採択から約 20年を経過した現行
のデータ交換原則について、FAIR（Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable）原則
（Wilkinson et al ., 2016; Tanhua et al ., 2019）の浸透や、クリエイティブ・コモンズ　ライセンスの登場
など、近年のデータ共有に関する環境の変化を踏まえて改定することが提案され、そのための作業部会
（IWG-DATAPOLICY）の設置が決まった。現行の原則に関する議論の動向を思い起こせば、今般の改
定に関する議論も合意形成は容易ではないものと推定される。わが国の海洋コミュニティとしても要注意の
課題である。
　三点目は、IOC以外の関係機関等との連携を挙げることができる。海洋科学の 10年は IOCが運営の
中核を担い、IOC関係者が中心となって推進するとしても、IOC以外の国連機関はもとより、国連以外の
国際機関、研究機関、さらには非政府組織や市民といった幅広い層からの参画が見込まれ、またそのよ
うに期待される。海洋データ・情報管理の面では、これまで基本的に IOCの枠内で IODEが扱ってきた
範囲を超えるものも対象となることから、IOC以外の関係先といかに連携するかがポイントとなる。従来か
ら、例えば世界気象機関（World Meteorological Organization：WMO）とは密接かつ良好な協力関
係が構築されており、海洋データ・情報管理についても、合同で委員会を設置するなどして推進してきて
いる。また、国際学術会議（International Science Council：ISC）とは、前身の国際学術連合会議
（International Council for Scientific Unions：ICSU）の時代から、海洋データ・情報管理の面でも
IOCとは密な連携が維持されている。ISCのもとで運営される世界データシステム（World Data 

System：WDS）は、以前の世界データセンター制度の時代から、IODEで管理される海洋データ・情報
に関して、特に長期保管の役割を担っている。その他、海洋関係機関とはプロジェクトベース、あるいは
個別案件に関する専門家グループを共管するなどの協力関係はあるが、海洋データ・情報の管理の面で
の連携は十分とは言い難い。海洋科学の 10年の実施を契機として、連携の強化が期待される。

５　おわりに―今後の展望
　IODEでは、海洋科学の 10年が開始され、その実施にあたっての共通基盤として海洋データ・情報
管理が極めて重要であることを認識し、海洋科学の 10年の発案以前から IOC外部評価等で指摘されて
いた海洋データ・情報管理に関する課題を踏まえ、これらに対応する方策として、海洋データ・情報シス
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テム（Oceanographic Data and Information System：ODIS）の構築を急いでいる。ODISの概念設
計はすでに 2016年ごろから始まっており、IODE内および関係機関との議論を踏まえた検討を経て作成さ
れた設計が 2021年の第 31回 IOC総会に提出され、本格的に構築に取り掛かることが承認された。こ
こでは技術的な面に深入りすることは避けることとするが、IOC内外ですでに運用されている多数の海洋
データ・情報システムを仮想的に統合することが基本的な設計思想となっている。今後 1、2年のうちに運
用開始になる見込みであるが、並行して議論が進むと見込まれる、海洋科学の 10年のための海洋デー
タ・情報戦略作業部会（IWG-SODIS）やデータ交換原則作業部会（IWG-DATAPOLICY）における検
討状況によっては、ODISの設計や運用に修正がありうる。
　今から約 50年前、海洋科学の 10年と類似の発想により、1970年代に IOCが主導した 10年計画が
あった。国際海洋研究 10カ年計画（International Decade for Ocean Exploration：IDOE）であ
る。1971年～ 1980年の 10年間、世界で集中的に海洋研究に取組むという計画で、主として欧米諸
国が参加して進められた。この時期には、わが国においても、海洋科学に関する重要な進展はあった。
例えば、海洋科学技術センター（現　海洋研究開発機構）が 1971年に設立され、科学技術庁（当
時）の主導による「黒潮の開発利用調査研究（Kuroshio Exploitation and utilization Research：
KER）」が 1977年に開始されるなどした。しかし、IDOEへの直接的な関与となると、日本学術会議はよ
うやく1974年になって「国際海洋研究 10カ年計画（IDOE）の実施について」という勧告を行うなど
（道田 , 2021; 山形 , 2021）、わが国全体としての対応は鈍かったと言わざるを得ない。
　しかし、2021年に開始された海洋科学の 10年については、50年前とは大きく様相が異なり、準備段
階から政府レベルで積極的に関与してきている。海洋科学の 10年実施計画では、国内における関連活
動の推進のため各国に国内委員会を設置することを求めているが、わが国は諸外国と比べて早い段階に
設置に至った。本稿の主題である海洋データ・情報管理については、IDOEの時代には発足から 10年
に満たなかった JODCも、すでに 50年以上の歴史を積み重ね、IODEの中で有力なデータセンターとなっ
た。また、JODCを擁する海上保安庁海洋情報部では、一連の海洋基本計画に基づいて、海洋情報ク
リアリングハウス、海洋台帳、海洋状況表示システムの開発が進められ、海洋データ・情報を社会的課題
の解決に生かすための技術的基盤は整ってきている。
　一方、IDOEの時代、わが国は末期に差し掛かっていたとはいえ高度成長が続いていたが、現在は当
時のような経済成長は見込めず、人口は減少フェーズに入った。また、脱炭素社会に向けて海洋再生可
能エネルギーの重要性が相対的に高まりつつあるなど、社会環境は大きく異なる。そうした我が国の社会
情勢の中で開始された海洋科学の 10年は、「持続可能な海洋経済構築に向けたハイレベル・パネル」
（2020年 12月）でも、「2030年の達成を呼びかける分野」の一つに取り上げられた。国内では、「海洋
科学の 10年への日本の貢献」といった面からの議論が行われがちである。海洋科学に関する先進国の
一人としてそれが重要であることは言うまでもないが、むしろ海洋科学の 10年を機にわが国の海洋科学お
よび海洋政策を推進するという視点の活動が期待される。海洋データ・情報管理は、そうした活動を支え
る不可欠の基盤である。
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日本において一般海域を管理する法令が整備されない要因についての考察

A Study on the Background against Which an Ocean Management Act Has 
Not Been Established in Japan

諏訪　達郎1

Tatsuro Suwa1

1  内閣府総合海洋政策推進事務局／National Ocean Policy Secretariat Cabinet Office, Government of Japan
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海洋空間の利用が高度に複雑化、重層化してきている現状において、持続可能性に配慮しつつ海洋空

間をより効率的かつ公平に利活用していく必要性が一層高まっており、同一の海洋空間において競合す

る利用相互の調整が重要となりうる。このような状況を踏まえて、海洋基本法に基づく海洋基本計画に

おいても、沿岸域の海面の利用調整ルールづくりや排他的経済水域等の開発を推進するための海域管

理に係る包括的な法体系の整備が明記されているが、現状において、管理権者が存在しない海域（一

般海域）が広く存在している。本稿は一般海域管理法を整備する必要性が、学界において従前から指

摘されており、関係省庁が数次にわたり整備を試みてきたものの現在まで制定に至っていない要因につ

いて、法制化に成功した関連法令と対比して関係省庁におけるセクショナリズムに注目してその検討過

程を検証することにより、考察するものである。

キーワード：海洋基本計画、沿岸域総合管理、一般海域管理法、省庁セクショナリズム

As�the�use�of�marine�space�is�becoming�complex�and�reduplicated,�it�is�necessary�to�make�use�of�it�more�
efficiently�and�fairly�by�taking�sustainability�into�consideration.�It�is�increasingly�important�to�coordinate�
incompatible�uses�of�the�same�marine�space.�In�this�situation,�rulemaking�to�coordinate�the�use�of�the�
surface�of�coastal�zones�and�the�establishment�of�a�comprehensive�act�of�ocean�management�to�promote�
the�development�of�the�Exclusive�Economic�Zone�have�been�added�in�the�Basic�Plan�on�Ocean�Policy,�
which�is�based�on�the�Basic�Act�of�Ocean�Policy.�However,�much�of�the�oceanic�area�in�Japan�remains�
without�an�administrator,�which�is�based�on�the�national�law.�The�necessity�to�establish�an�ocean�
management�act�has�been�discussed�in�academia,�and�the�ministries�have�already�attempted,�several�
times,�to�draft�legislation.�This�article�covers�the�background�that�inhibits�the�establishment�of�such�an�act�
by�focusing�on�sectionalism�among�the�ministries.

Key�words:��Basic�Plan�on�Ocean�Policy,�Integrated�management�of�coastal�zones,�Ocean�management�act,�
Sectionalism�among�governmental�ministries
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論文

１．はじめに
　海洋空間は従前から海上交通、水産資源採取等に利用されてきたが、近年の経済及び科学技術の
発展に伴う、海上貨物輸送量、食料需要、エネルギー需要等の増大に対処すべく、航路、港湾等の整
備、水産資源の確保及び洋上風力発電設備の設置等、海洋空間の利用が高度に複雑化、重層化して
きている。このように海洋空間の重要性が増大する現状において、持続可能性に配慮しつつ海洋空間をよ
り効率的かつ公平に利活用していく必要性が一層高まっており、同一の海洋空間において競合する利用
相互の調整が重要となりうる。
　この点に関連して、海洋基本法は海洋及び沿岸域の総合的管理に係る規定を設けており（第 6条、
第 25条）、同法に基づく第 1期海洋基本計画（2008年策定）において、沿岸域における地域の実態
も考慮した海面の利用調整ルールづくりの推進等が明記されてきた（総合海洋政策本部 2008:35）。第
1期計画に基づき沿岸海域における利用調整の実態調査が行われたが、この点について、ローカル・
ルールの実例を集積することは重要であるが、この段階では、必ずしも法律の制定を視野に入れているわ
けではなく、確固たる利用ルールを確立するためには立法は不可欠であるとする見解もある（三浦 

2015:177）。この点に関しては、第 2期計画（2013年策定）及び第 3期計画（2018年策定）におい
ても同様の内容が明記されている（総合海洋政策本部 2013:42,2018:56）。
　さらに、第 2期計画において、排他的経済水域等の開発等を推進するための基盤・環境整備の一環
として、海域の適切な管理の在り方に関する方針を策定し、同方針に基づき海域管理に係る包括的な法
体系の整備を進めることが明記された（総合海洋政策本部 2013:23）。第 3期計画（2018年策定）に
おいては、第 2期における検討も踏まえて、海域管理に係る包括的な法体系の整備を進めることと、「海
洋空間計画 1」の実態把握と必要性と課題及び活用可能性に係る検討を進めることが明記された（総合
海洋政策本部 2018:68）。
　海洋空間計画については既に、米国、EU、英国、豪州、中国をはじめとする国々において策定されて
いる 2。また、国際的には、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC-UNESCO）が 2009年に海洋空間計
画導入のためのガイドライン 3を公表した後、2017年にはEUと共同で海洋空間計画策定を加速するた
めのロードマップ 4を採択し、海洋空間計画の策定を推奨している。
　対照的に、日本においては、海域の管理と資源の利用を目的とした海洋空間計画の策定への動きが具
体化されていないが、当該海域の開発・利用計画を定める権限に加え施設設置や占用の許可に係る権
限等を有する管理権者が存在しない一般海域が広く存在し（來生 2016:186）これらの海域を管理する
ための法制度が未制定であることもその一因と考えられる。
　前述のとおり、海域の管理に係る法制度を整備する必要性は、海洋基本計画において明記されている
が、従前、個別の法令に基づく管理の対象となっていない一般海域を対象とした、沿岸海域管理法の制
定が旧建設省及び国土交通省の下で複数回検討されたが、他省庁との調整がつかず日の目を見なかっ
たことが指摘されている（三浦 2015:212）。他方で、既に多くの個別の管理法が熟度を上げて展開され
ていることが一因であるとする見解もある（日高 2018:2）。
　本稿は、従前から一般海域を管理する法案の制定が試みられたものの現在まで法制化に至っていない
要因を、立法過程、特に関係省庁における調整過程に着目して分析することを意図している。その際、
関係する海洋空間の管理に係る法令のうち立法化に成功した港湾法、海岸法等と対比することを通じて、
どのような場合に関係省庁間における法案に係る調整を経て立法化が可能となるかという点に着目する。
具体的には、関連する沿岸域総合管理、海洋空間管理の法制度の整備、省庁セクショナリズムの各分



17

日本海洋政策学会誌　第11号

野に係る先行研究、海洋空間の管理に係る法制度を整理した後、関係省庁における海洋空間の管理に
係る法制度の検討、調整の過程を立法化に成功した事案と失敗した事案を対比して検証することにより、
現在まで一般海域管理に係る法制度が整備されていない要因について考察することとした。

２．関連する先行研究
2.1　沿岸域総合管理に係る研究
　沿岸域総合管理の概念を整理した上で、管理の対象、主体、目的、手法とは何かを分析する中で現
行の法制度に欠けているものが挙げられている（來生 2016:184-207）。このうち、管理の対象である空
間については、特定の目的を実現するために、ある海洋空間における施設配置等の空間管理と当該空間
における人間活動の管理を行う権限を明示する公物法が制定された空間と、それ以外の一般海域に区分
される。また、漁業、鉱業、砂利採取等特定の人間の活動が許認可の対象として管理される。
　このような海洋空間の管理については、特定の海洋空間を他の空間と区別し、当該空間の管理主体を
明示して、当該空間について管理主体がとる管理原則及び管理手法を規定するアプローチ（直接的空
間管理アプローチ）と海における人間の活動の自由の一部を規制することにより、結果的にその活動が行
われる特定空間の活動相互の調整を行うアプローチ（活動規制による間接的空間管理アプローチ）に区
分される（來生 2018:24）。
　なお、計画行政、計画的管理の視点からすれば、縦割りの規制主体の存在とそれを前提にした空間
管理は矛盾するものではないとされており、その具体例として、陸域では海以上に濃密な縦割り管理が行
われていることが挙げられている。陸域は地方公共団体の区域に明確に区分され、首長が統括する地方
公共団体の区域内における様々な空間管理と活動管理から構成される部分管理を統合する、所管区域
についてのメタ管理権を持つ構造になっている（來生 2018:26）。
　管理者不在の海洋空間である一般海域においても、一定海域を排他的に経済的に利用して経済活動
を行う現実の可能性が生じつつあることから、一般海域管理条例を定め、条例で同海域を管理する地方
公共団体も少なくない。その範囲は管理の影響が専ら地方公共団体の沿岸陸域にのみ及ぶ範囲に限定
されるべきであり、沖合一定距離以遠の海域は、国法により国が管理すべきとの主張がある（來生 

2016:186-188）。
　この点に関して、陸域と同様に、一般海域全体の利用を計画的に考えるアプローチを採ろうとすると、
日本の現在の体制で、一般海域の全体を計画的に、単独で管理する主体を設置することについて、省
庁間の合意を形成することは実質的にはほとんど不可能であり、それが縦割りの海洋管理が今日まで続く
原因とされている（來生 2018:26）。

2.2　沿岸域総合管理制度の構築に係る研究
　近年、海域一般についての環境保全・適正利用を正面から規律する法律が制定されていない現状に
おいて、森・川・海の連続した空間を「沿岸域」として捉え、主にその自然環境保護を図るための「総
合的管理」法制度の構築が提唱されている（三浦 2015:1）。同制度は、森・川・海の総合的管理を考
察する際に、沿岸域の環境保全と災害の防御それぞれに係る現行の法制度の問題点を把握したうえで、
森・川・海のネットワーク法制を意識した、沿岸域総合管理のあり方を考察するものである（三浦 

2015:21）。



18

論文

2.3　港湾及び海岸を管理する法令の整備過程に係る歴史的分析
　戦前の海港整備と港湾法の制定に向けた省庁間調整に着目し、経時的な歴史的分析が行われてい
る。明治時代において既に港湾法の整備が企図されていながら、戦前は、港湾法案の策定が 5度に亘
り試みられたものの海港修築を所掌する内務省、税関を所掌する大蔵省、海運行政を所掌する逓信省の
間で調整がつかず立法化に至らなかった。このうち、1901年の逓信省案に対しては土木工事の許可権
を内務省から逓信省に移管しようとして内務省が反対し（稲吉 2014:118-119）、1914年の内務省案に
対しては当時鉄道院、税関等に分散していた土木工事に係る権限を内務省に一元化しようとしたことに大
蔵省が反対した（稲吉 2014:171-175）。その後 1921年に内務省が作成した法案に対しては、港湾の
管理主体、管理者の権限、費用負担等を内務省が一元的に規定することに逓信省が反発し（稲吉 

2014:227-228）、1928年に内務省主導で設置した港湾協会が作成した同様の法案に対しても中央省
庁が港湾を直接的に管理することに大蔵省が反対した（稲吉 2014:243-246）。1943年に運輸通信省
が作成した法案は、港湾を地方 9ブロックに分けて管理する制度であったため、府県を地方行政の基本
単位と考える内務省が反対した（稲吉 2014:303-305）。
　漸く戦後 1950年に現行港湾法が制定されたが、同法制定の契機として、戦前とは異なり公物管理に
おいて法的根拠が必要となったこと及び GHQに接収されていた横浜港及び神戸港の港湾施設の返還が
迫っていて、GHQからそれぞれの港湾の運営計画及び運営組織を設置することが求められたこと等が挙
げられる（稲吉 2014:306-313）。その際、港湾の運営を都道府県主体とする内務省の構想を受け継い
だ運輸省港湾局の案が GHQの構想に親和的であったことから、税関を主体とする大蔵省案よりも優位に
立つことになった（稲吉 2014:309）。
　海岸については、戦後の海岸管理制度が、防災機能の強化や環境への配慮等の政策目的にどのよう
に対処してきたかという観点から、制度の変遷の歴史を経時的に整理した海岸工学的観点から分析され
ている（岸田 2011）。終戦直後、干拓地において台風災害が頻発し国土を災害から防護することへの
世論が高まったことを踏まえて、1950年に建設省が海岸保全法案を作成したが、建設省主導で法目的
（国土保全）と管理主体と主務大臣を設定したために、法目的に農地の保全を追加し、干拓地・漁港に
ついては農林大臣を主務大臣とすることを主張する農林省及び港湾法に基づく港湾管理との整合性を確
保すべく港湾区域については運輸大臣を主務大臣とすべきと主張する運輸省から同意を得られなかった。
1953年に愛知・三重両県の海岸を中心に大災害が発生し、砂利採取により海岸が荒廃する中で国土を
災害から防護することへの世論は一層高まった（岸田 2011:42-44）。このような状況を踏まえて、各省が
相互に譲歩し、各省が実施する行政を考慮して調整を図ることで 3省が合意し 1956年に海岸法の制定
が実現した（岸田 2011:42-46）。

2.4　省庁セクショナリズムに係る研究
　海洋空間の利用においては、競合する他の利用に関係する機関との調整が不可避となるが、前項で
述べたように、港湾法及び海岸法を整備する過程において、関係省庁間の調整が難航したことにより法
案の整備が遅れた点に着目して、本項においては、省庁セクショナリズムに係る先行研究を取り上げたい。
日本の行政官僚制に特徴的な点として、辻は、外見上は、組織の頂点にある長官または上級官吏の決
定・命令が、そのまま組織のあらゆる職位を通過して末端にまで到達するピラミッド的な体系である階統制
構造であるが、実体的には強い割拠性を内在させていることを指摘していた（辻 1969:163）。
　この先行研究を踏まえて、省庁セクショナリズムについて、歴史過程、政治過程、組織過程の観点か
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ら研究されている（今村 2006:14）。具体的には、戦前の行政官僚制の形成と戦後も引き継がれた各省
分立体制について分析した上で、1950年代の国土省設置構想及び内政省設置構想、環境影響評価
の法制化、第 1次・第 2次 VAN戦争（通産省・郵政省）、容器包装リサイクル法の法制化（厚生省・
環境庁）の 4事例を踏まえて「戦後型行政の問題点」といわれるものの実態を分析している（今村 

2006:119-144）。
　本研究は、官僚組織は不断に組織的緊張や紛争が生み出される組織形態であるとの認識に立つもの
であり、セクショナリズムの弊害を打破する上で、セクショナリズムが組織の問題であり、組織管理的見地
から組織紛争の必然性をとらえることが肝要であるとしている（今村 2006:215,222-223）。

３．海域管理に係る法制度について
3.1　現行の海域管理法制
　日本の法令で、一般的に沿岸域における海域の管理権を規定したものはなく、港湾、漁港、海岸それ
ぞれの海域を管理する個別の法令により、区域及び管理権者が規定されており、区域内の水域を占用す
る行為等に対しては、管理者の許可が必要と規定されている（諏訪 2018:72）。
　これら個別法令に基づいて管理される海域以外の地方公共団体の沿岸の海域の管理権限について
は、国有財産法の規定に基づき旧建設省（国土交通省水管理・国土保全局）が所掌するとの見解と、
地方公共団体の自治事務との見解があり、必ずしも明確な整理がされていない（來生 2016:188）。
1999年の地方自治法改正により機関委任事務制度が廃止される以前は、前者の見解に基づき、海浜や
海の管理を旧建設省所管の国有地の機関委任事務として規則を制定して行う地方公共団体と、後者の
見解に基づき、条例を制定して海の管理を行う地方公共団体が併存していた（來生 2016:189）。機関
委任事務制度の廃止後、海域管理条例を定めて海の管理を行う地方公共団体も増加しつつある（中原 

2015:8）。

3.2　港湾における洋上風力発電設備の設置を円滑化するための法令の整備
　再生可能エネルギーに対する社会的な要請が高まる中、第 2期海洋基本計画（2013年策定）にお
いて、海洋再生可能エネルギーの利用促進に向けて、既に管理者が明確な港湾区域等の海域におい
て、先導的な取組として関係者による連携体制を整えて推進することとされていた（総合海洋政策本部 

2013:8）。さらに、管理者不在の海面を含む海域利用に関し、法整備を含めた協調・調整の枠組みを検
討するなどの環境整備を行うこと及び海域利用に係るルールを明確にするため、必要となる法制度の整備
も含めて検討することがそれぞれ明記されていた。
　このうち、港湾法の規定に基づいて設定される港湾区域内において洋上風力発電設備を設置する場
合、港湾法の規定に基づき、港湾管理者から水域の占用許可を受ける必要があるが、従前の占用許可
制度は、占用期間の上限を規定してはいないものの、長期間に亘る水域の占用を必ずしも想定した制度
ではなかった。このため、港湾区域内における洋上風力発電施設等の設置を円滑化すべく、2016年 7

月 1日から港湾法の一部を改正する法律が施行された。具体的には、港湾管理者が策定する公募占用
指針に基づき、事業者が公募占用計画を提出し、港湾管理者は最も適切な計画の提出者を選定し、当
該計画を認定（認定の有効期限は 20年以内）することとなった（港湾法第 37条の 3～ 11）。
　同改正法施行当初の 2016年 7月に国土交通省港湾局海洋・環境課課長補佐にヒアリングしたとこ
ろ、省庁間調整は円滑に行われたとの回答を得た。その要因として、港湾区域内における水域の占用許
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可に係る港湾管理者の権限が港湾法で既に規定されていて、特段他省庁との利害調整を要しなかったこ
とが考えられる。

3.3　一般海域における洋上風力発電設備の設置を円滑化するための法令の整備
　3.2で前述した海洋基本計画における管理者不在の海面を対象とした、海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）が、2018年 12月 7日に公
布され、2019年 4月 1日から施行された。同法は、内閣府総合海洋政策推進事務局、経済産業省資
源エネルギー庁、国土交通省港湾局の共管であり、洋上風力発電施設の設置に係る占用許可に至る手
続は以下のとおりである。
a）  内閣総理大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するための基
本方針案を作成し、政府が閣議決定する（第 7条）。

b）  経済産業大臣及び国土交通大臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、関係者を構成員とする
協議会等の意見を聴取したうえで、促進区域を指定し（8条）、公募占用指針を策定する（第 13条）。

c）  事業者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に公募占用計画を提出する（第 14条）。
d）  経済産業大臣及び国土交通大臣は、最も適切な計画の提出者を選定し、当該計画を認定する 

（第 17条）。
e）  事業者は、認定された計画の内容に基づき固定価格買取制度（FIT）認定を申請し、経済産業大臣
は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT法）に基づき認定する
（FIT法第 9条）。 

f）  事業者は、認定された公募占用計画に基づき占用許可を申請し、国土交通大臣は 30年を超えない
範囲内で占用を許可する（第 19条）。

　2018年 4月の国土交通省港湾局の同法担当室長へのヒアリングにおいて、同法の制定が関係省庁
に新規の権限を付与することになり得るため、どのように省庁間調整を行ったか質問した。これに対して、
洋上風力発電設備の設置に当たっては維持管理、補修等のために当該設備に作業船等が着岸できる設
備を設けることが必要になるため、これらの設備を港湾に類するものとみなすことで、港湾局の所掌事務で
ある「港湾の整備、利用、保全及び管理」（国土交通省設置法第 4条第 101号）に含まれると整理し
たとの回答を得た。本法は、一般海域の管理権限について明確な整理がされていない現状において、既
存の省庁の所掌事務を変更せずに、政府内部での役割分担について合意できた内容を法制化したものと
推測される。本法に関しては、一般海域において本法に基づく公募占用許可制度と3.1で前述した各県
海域管理条例に基づく占用許可制度が並存することによる両制度の運用の整合性が問題となり得る。
　なお、2019年に港湾法が一部改正され、国土交通大臣が基地港湾に適した港湾を指定できる制度を
創設するとともに、基地港湾において、国土交通大臣及び港湾管理者が洋上風力発電事業者に埠頭を
貸し付けることができる特例が新設された。併せて前述の 2016年一部改正法において 20年間とされて
いた公募占用計画に係る認定の有効期間が、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の
利用の促進に関する法律における同制度と整合性を図るべく30年に延長された（増田 2020:27-28）。
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4．一般海域における海域管理法制度の整備に向けた取組
4.1　関係省庁における検討
　3.3で前述した新法は、一般海域における洋上風力発電施設の設置手続を規定するものであり、一般
海域の管理者の設定、行為の規制等を伴うものではない。この点に関し、海洋基本法第 25条及び海洋
基本計画において、沿岸域の総合的管理が基本的施策の一つに位置付けられているが、そもそも、従
前から指摘されていた海域管理法制度に空白域が存在することに対して、関係省庁においてどのような対
応策がとられてきたか検証したい。
　一般海域は、行政法実務において、公衆の用に供される物でありながら管理するための法制度が制定
されていない法定外公共用物（三浦 2015:26）の 1つとされ、管理体制が不十分かつ曖昧であること、
特に海については、海底の砂利や鉱物資源の採取、埋立て、海中公園の設置等のための開発や利用
の必要から、管理や規制の在り方について法的規制の必要性が痛感されていた（寶金 1995:16）。海
岸法制定時には、海岸保全区域のみが海岸法による管理の対象とされ、それ以外の海岸は法定外公共
物とされ、管理権の所在、規制内容等が明確にされないままであった 5。この点については、1962年、
1967年、1972年の行政管理庁の勧告、1966年、1977年の会計検査院の指摘に加え、国会におい
ても指摘されており、管理者、管理方法、管理費用の負担等一般的な管理方法を定める必要性が高まっ
ていたため、以下のとおり、関係省庁等により法案が作成され検討されてきた。
①公共物管理法案（1963年、建設省）
　建設省は、1963年 2月 1日、公共物管理法の試案を提示した。同法案は、市町村を公共物の管理
主体（第 3条第 1項）とし、協議による境界画定（第 10条第 1項）、占用許可（第 17条第 1項）、
原状回復（第 18条第 1項）、不法占用者に対する処分（第 19条）、公共物の損傷等の行為の制限
（第 21条）等を規定しており、河川法、海岸法等と対比されるべき公物管理権を新たに創設することを意
図していた（成田 1996:157-158,161-171）。
　同法案を巡って、建設省は大蔵省や自治省、地方公共団体と協議したものの、国有財産でない法定
外公共用物の取扱い、市町村と都道府県との事務分配、費用負担、不用物権の譲与等を巡って折り合
いがつかなかった（寶金 1995:17-18,河井 1996:16,成田 1996:154-155）。
②沿岸海域の公共的管理に関する法律案要綱（1973年、建設省）
　前述の海洋水産資源開発促進法に規定する指定海域の指定に係る関係各省間の折衝を経て、1972

年 4月の中央漁業調整審議会において、建設省が沿岸海域管理法案を検討している旨言及されていた
（田中水産庁漁政部長発言、新井 1975:149）。標記要綱は、港湾区域、海岸保全区域等の指定され
ていない沿岸を沿岸区域に指定し、その管理者を定め、沿岸区域の占用、土砂採取、工作物設置等を
規制しようとするものであったが、①同様に立法化に至らなかった（成田 1983:154-155）
③公物財産管理法案要綱案（1977年、全国知事会）
　1977年 7月には全国知事会が組織した臨時地方行財政基本問題研究会が公物財産管理法案要綱
を提示した。同案は上記①の内容を絞って簡素化したものであった。同要綱案の作成を踏まえて、同年
の国会質問、地方公共団体関係者から立法化への要望が増大し、大蔵省、建設省、自治省 3省により
公共用財産管理制度調査会が設置された。同調査会は 1979年に基本的な考え方を示したものの、最
終報告には至らなかった（河井 1996:26-27,成田 1996:158-159,寶金 1995:17-18）。
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④海洋管理のための法律（試案）骨子
　①～③の法案は、いずれも法定外公共用物を管理することを意図していたが、運輸省及び国土庁も内
部の研究会を設置して、海域利用が多様化する中で海洋環境の保全を図るため、総合的な利用計画に
基づく海洋管理のための法案が検討されていた（運輸経済研究センター 1979:序）。上記の検討におい
ては、海域における開発、利用及び保全に係る法制度及び社会慣習が陸上と異なり定着していないとの
問題意識を踏まえ、以下の 4点の問題点が指摘されている（運輸経済研究センター 1979:1）。
a） 海域空間及び資源に係る管理責任主体の不明確さ
b） 海域空間及び資源に係る権利の範囲と性格及びその帰属等の不明確さ
c） 海域に関する基本的情報の欠如
d） 国としての総合的かつ基本的な施策の方向性の欠如
　その結果、現実の最大の問題点として利用調整の困難性が生じているため、調整メカニズムを発揮しう
る新たな総合的な法制度が必要であると結論付けている。その際、現行の法令の問題点として以下の 3

点が挙げられている（運輸経済研究センター 1979:2）。
a） 海域利用に関する諸法が相互独立的
b） 法令上規定されている利害調整機構が諸利益を調整する上で不十分
c）  個別法の適用対象海域が不明確であり、沖合海域の行政区画も不明確であることが通例であるため、
どの行政主体にその海域が帰属するか明確にできず、具体的な権利義務が設定不可能

　上記の問題意識に基づき、統一的な海域管理のための法制度を確立すべく、海域利用計画策定の必
要性、管理主体、利用調整等の論点を検討し、標記試案「海洋管理のための法律（試案）骨子」を
提示した（運輸経済研究センター 1979:3）。
a） 目的
b）  海洋利用計画（国による海洋利用基本計画の策定、海洋利用基本計画の内容、海洋利用基本計
画の策定等に関する調査、他の計画との関係、都道府県による海洋利用計画の策定）

c）  海洋の管理（海洋管理の主体、海洋の利用区分の指定、海洋利用行為の制限、許可基準、海洋
利用の調整、海洋利用促進のための事業）

　上記試案は、海洋における行政区分は明確ではないこと、既存の法令が国の管理権を前提としている
ことから、海洋の管理権が国に帰属することを前提としているが、省庁及び部署については言及されてい
ない（運輸経済研究センター 1979:3-6）。
　また、地域的な計画については、領海はこれに接続する地方公共団体の区域に属すると解されている
こと（地方自治法 5条 1項）、地方公共団体の事務に港湾の設置、運営、漁場の経営、公有水面埋
立事業等（同法 2条 3項 4,11,12号（1999年地方分権一括法による改正前の規定））が規定されて
いることから、都道府県が策定することとされていた（運輸経済研究センター 1979:10）。本検討はその
後法案の作成等で具体化されるには至らなかった。
⑤第 2次臨時行政改革推進審議会答申（1989年）
　上記①～③に続き、標記審議会による「国と地方の関係等に関する答申」（1989年 12月）において
も、法定外公共物の管理の実態を踏まえ、管理の仕組み、敷地に係る権原の帰属のあり方等に関し、早
急に関係者間での協議を促進し措置を検討すべきと指摘された（河井 1996:27,成田 1996:159）。
　上記①～⑤のうち、①及び③については省庁間調整が行われていたが、合意が得られなかった背景とし
て、3.1で前述した一般海域の管理権限の帰属主体に係る建設省と自治省の見解の対立も考えられる。
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4.2　海洋基本法制定後における沿岸域管理法案の検討
　海洋基本法制定後の国土交通省河川局（現・水管理・国土保全局）水政課の担当者の記憶による
と、海洋基本法の制定を機に、同局は一般海域管理法案を検討していた 6。同法第 25条（沿岸域の
総合的管理）の規定において、沿岸の陸域及び海域が適切に管理されるよう国が必要な措置を講ずると
規定されていることから、国土交通省の所掌の範囲内のものと判断されたようである。
　その結果、既存の個別法で対処できない分野が主に自然環境保護（海洋生物保護法の欠如）である
ものの、国土交通省所管分野では、一般海域における座礁船の撤去や海面に流出した油、廃棄物の回
収、利用調整（既存法と重複）等に限られるが、自然環境保護は環境省との調整が困難であり、それ以
外については引き続き検討すると結論付けられたようである。
　この検討と前後して、水政課は 2007年 11月～ 2008年 2月に海岸管理者である以下の各県及び市
の海岸管理担当課長等へ匿名を条件に沿岸域管理に係る問題点についてヒアリングを行い、以下のよう
な問題点を把握した。
a） 内灘町への洋上風力発電設備の設置（石川県）。
　県は、洋上風力発電設備の設置は、景観の悪化や沿岸漂砂への影響を懸念して洋上風力発電設備
の設置に消極的であり、県公共用財産管理条例に基づく行政財産の使用収益許可事由に該当しないこ
とを理由に不許可とした。同条例には洋上風力発電設備の設置を想定した規定が設けられていなかった
が、一般海域における行為規制に係る法制度を整備する必要があるのではないか。
b） 松島湾内の水質改善の推進及び座礁船に係る補償交渉への支援（宮城県）
　県河川・海岸部局は水質改善事業の事業に注力したいと考えているが、本来の業務は国土保全であ
るため、同事業に注力できるよう、水質改善に係る新法を制定すべきではないか。漁港区域内における外
国籍座礁船の撤去に係る費用及び漁業補償のため、海外の保険会社と交渉しているが、県が交渉の要
領を得ていないため、代わりに国が保険会社と交渉する部局の設置は可能か。
c） 地先水面や相模川河口における漁業とレジャーの利用調整ルール（神奈川県平塚市）
　2000年に関係者が参画する委員会での議論を経て、漁業操業と水上バイクの利用調整に係るルール
を策定した。海洋レジャー全般にわたる利用調整に係るルールを策定するためには協議会等の設立を制
度化する必要性があるのではないか、その際ルール策定主体は都道府県か市町村のいずれにすべきか。
d）  漂流・漂着ゴミに係る海外の発生源対策、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における海岸清掃
責任（長崎県）

　清掃活動を行うボランティア、NPOへの支援制度が必要ではないか。また、同法における廃棄物処理
の包括的責任を負う市町村と管理地の清潔維持責任を負う海岸管理者の役割分担の明確化が必要では
ないか。
e） 総合的土砂管理に係るガイドラインの実効性確保（鳥取県）
　2005年に河川、港湾、海岸等各管理者が連携した総合的な土砂管理に係るガイドラインを策定した
が、同ガイドラインに実効性を持たせるためには法的拘束力の付与と関係者による協議会設置の制度化
が必要ではないか。
　これらの事案からは、いずれも沿岸域管理法案の検討を具体化させるものは得られず、その後特段の
検討は行われていないとのことであった。さらに、一般海域の管理者、境界、帰属する地方公共団体、
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利用調整、行為規制等について、排他的経済水域の利用及び管理と関連付けた検討がされなかったの
は、国土交通省内の他の関連する部局、他省庁、内閣官房等と連携せずに河川局内部だけでの検討
に止まったことに因るものであると考えられる。
　その背景として、前年に「国土交通省海洋・沿岸域政策大綱 7」（2006年 6月公表）を省内で検討
した際に、個別法の空白域（空間、規制）が指摘され、法制化の必要性を訴える意見も挙がっていたも
のの、法制度の不備による具体的な弊害に対する問題意識が国土交通省内全体で共有されなかったこと
も考えられる。

5．一般海域における管理法制度の整備に関する考察
　これまでの検討を踏まえ、本稿で取り上げた法制化に成功した事案と失敗した事案を比較することを通
じて、海洋空間管理に係る法令の整備に必要な要素としては、以下の 3点が挙げられると思われる。
　1点目として、港湾法及び海岸法が法制化に成功した要因に着目する。港湾法の制定に際しては、戦
前とは異なり公物管理において法的根拠が必要となったこと及び GHQに接収されていた横浜港及び神戸
港の港湾施設の返還が迫っていたことが制定の契機となった。海岸法については、1950年代前半に台
風に伴う高潮により多大な被害が発生したことから、防潮堤等による海岸防災が早急に必要とされていた
ことが制定の契機となった。これらの事案においては、経済情勢、自然災害等制度を所掌する主体が影
響を及ぼせない外部の要因により制度を整備せざるを得ない事態に追い込まれたことで制度の整備が進展
したと考えられることから、政策的な必要性及び切迫性が法制化を可能とした要因であると考えられる。
他方で、一般海域管理法案については、港湾法及び海岸法の事例に類するような、法案の整備に係る
必要性及び切迫性が生じていたとはいいがたい。
　2点目として、港湾区域及び一般海域において洋上風力発電設備の設置を円滑化することを目的とし
た港湾法改正（2016年）及び再エネ海域利用法（2018年制定）の事案を検討したい。これらの法制
度は、再生可能エネルギーに対する社会的な必要性の高まりに応えるべく整備されたものである。このた
め政策的に必要不可欠とまではいえず 1点目の要素の要素が認められない事案であっても、法制化を実
現したどのような制度を所掌する主体が自身にとって政策的な実益があると判断する場合には、当該主体
が自主的に制度を整備すると考えられることから政策的な実益を挙げることが可能となる。一般海域管理
法の事案においては、関係省庁において繰り返し検討が行われた点で、何らかの政策的な実益があると
見込まれてはいたものの、4.2で前述した国土交通省水政課における検討の中で、海岸管理者への調査
の中で法制度の整備が必要とされる具体的な事案を得られなかった点で政策的な実益は不十分であった
と認められる。
　3点目として、法制化に成功した 4事例及び数次に亘る試みを経てなお法制化が実現していない一般
海域管理法案いずれにおいても、省庁間調整が課題となっていたため、この点に着目して検討したい。
港湾法制定に係る事例、海岸法制定に係る事例、洋上風力発電設備の設置の円滑化に係る港湾法改
正及び再エネ海域利用法の事案はいずれも省庁間調整に成功した事案であり、その要因として、関係省
庁間における譲歩（海岸法）、調整に多大な時間と労力を要すると見込まれる論点の先送り（再エネ海
域利用法）等が考えられる。他方で、一般海域管理法案の整備を試みた事例のうち実際に省庁間調整
を試みた事案（4.1①③）についてはいずれも調整が失敗に終わった事案であると考えられる。また、国
土交通省水政課における検討の事例は環境省等の関係省庁との協議が難航することを見越して、他省
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庁に法制度の整備を提案することなく検討を終えた事案であると考えられる。このような消極的な対応は、
先行研究で取り上げた、関係省庁が積極的に権益拡大を図ろうとする通常の省庁間セクショナリズム（積
極的セクショナリズム）の事案とは対照的であり、いわば消極的セクショナリズムの事案に該当すると考えら
れる。
　現時点においては、一般海域管理法案の制定に向けた動きが現実化しているとはいいがたいが、上記
の分析を踏まえると、今後、関係省庁において同法案に係る検討を行う場合に、前述の政策的な必要性
及び切迫性、あるいは政策的な実益の何れかに加えて、省庁間の利害調整を経た上での合意形成が、
法制度の整備を可能にする要素として考えられる。
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洋上風力発電事業の地域経済への貢献については、その規模・方途について、利害関係者間で議論の

土台が共有されていないことが散見される。この土台提供を目的として、本稿では洋上風力発電に関わ

る拠点港の分析枠組みを提示し、秋田県の事例を対象として分析する。具体的には、点検・保守を中

心とする「梅」型、そこに風車各部それぞれの最終組み立てを付加する「竹」型、全ての部品製造を拠

点港周辺で行う「松」型に分類し、型ごとの必要条件を先行研究より導出した。その上で、秋田におい

ては「梅」型を目指すのが望ましいと試論し、その前提で4つの提言を導出した。第1に、投資リスク

の大きい工業団地の整備と比して、拠点港の対荷重性強化や用地確保の重要性が公共投資対象として

その優先度が高い。第 2に、技術者・技能者に関して、短期的には県外から調達するための労働環境

整備が求められる一方、長期的な視点で地元の工業高校・高専の充実が必須である。第 3 に、洋上風

力事業と地域経済の関係性の長期のビジョンを、利害関係者間で共有するためのプラットフォームが希

求される。第 4に、前項におけるビジョニングをより広域で共有し各地域の比較優位を活かすことであ

る。

キーワード：洋上風力発電事業、拠点港、秋田県、地域経済

A�vision�of�relationships�between�offshore�windfarm�projects�and�regional�economies�is�rarely�shared�among�
stakeholders.�In�order�to�provide�a�basis�for�this�common�vision�for�Akita�Prefecture,�this�study�analyses�the�
functions�expected�from�its�base�ports.�Previous�studies�have�shown�three�types�of�base�ports�in�terms�of�
function�levels:�(i)�operation�and�management�as�the�primary�function�(Level�1);�(ii)�an�additional�assemble�
function�for�each�component�such�as�blades,�hubs,�nacelles,�and�towers�(Level�2);�and�(iii)�a�further�
manufacturing�function�involving�the�entire�industry�(Level�3).�This�study�examined�the�necessary�conditions�
for�each�level�based�on�local�interviews,�statistics,�and�secondary�data,�tentatively�concluding�that�Level�1�
is�preferable�for�base�ports�in�Akita�Prefecture.�The�results�implied�the�following:�First,�compared�to�the�
development�of�industrial�estates,�the�withstand�load�of�base�ports�and�vast�land�acquisition�are�prioritized.�
Second,�although�skilled�and�unskilled�workers�can�be�provided�from�outside�the�prefecture�in�the�short-
term,�it�is�essential�from�a�long-term�perspective�to�improve�the�local�educational�institutions�such�as�
technical�high�schools�and�colleges.�Third,�to�attain�a�shared�long-term�vision�of�the�relationships�between�
offshore�windfarm�projects�and�regional�economies,�a�visioning�platform�among�stakeholders�is�significant�
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1．はじめに
　2020年以降の地球温暖化対策の国際枠組みを定めるパリ協定が 2015年 12月に採択された。同協
定は、産業革命期からの世界の平均気温上昇を 2度未満に抑えることを目的とし、加えて 1.5度未満をも
目指す野心的なものである。その下で、各締結国は、削減目標（Nationally Determined 

Contribution：NDC）の作成、提出、維持する義務、及びその目的達成のために国内対策を行う義務
を負っている。締結国として我が国も、2030年までに 2013年比で温室効果ガス排出量を 26%削減する
ことや 2020年までに自然エネルギーの発電量を 8%に引き上げることをNDCとして明記している。これを
踏まえて、2018年に定められた第 5次エネルギー基本計画では 2050年の温室効果ガス 80%削減を目
指し、それまでの再生可能エネルギーの主力電源化が明記された。2020年 11月の菅首相による
「2050年カーボンニュートラル」に関する所信表明演説を踏まえて、より具体的な 2050年までの長期的方
策が今後探られていくこととなる。
　他方、2030年に向けた電源構成に関する具体的な目標は、2015年の「長期エネルギー需給見通
し」で提示され大きく変わっていない。同見通しでは徹底した省エネを見込んで 2030年時点での電力需
要を約 9808億 kWh、総発電電力量を約 10650億 kWhとして計画している。このうち、再エネが占め
る割合は 22%から 24%とされ、特に風力は総発電量の 1.7%程度が目指されている。電源規模に換算
すると、2030年断面で 1000万 kW程度の風力発電が見込まれ、2019年 3月時点では 370万 kWが
導入済みである。すなわち、今後 10年間で 630万 kW、原子力発電 6基分相当もの増設が求められて
いることになる。洋上風力は 1）土地の制約を受けず、賦存量が大きい、2）環境影響被害が相対的に小
さい、3）大型化によるコストの低廉化が期待できる、などの理由から大規模増設可能な電源として注目が
高まっている。これを受けて、一般海域での洋上風力促進のボトルネックと従来指摘されてきた、海域利
用のルールや先行利用者との調整枠組みを定めた「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海
域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）」が 2019年 4月に施行された。今後、同法の枠
組みで洋上風力の大規模な事業展開が行われる見込みである。
　今後の洋上風力展開において、地球温暖化対策と同時に期待されるのが地域経済への貢献である。
洋上風力発電は 1万点から 2万点と部品数が多く、とりわけ大規模化して事業規模が大きくなれば、風
力発電関連メーカーにとどまらず、建設、運転、保守、点検などを通じて地域経済への実効的な裨益を
見込むことができる。諸外国においても、エスビアウ市（デンマーク）における 8000人の雇用創出や、
ウェスタメア発電施設（オランダ）など、数多くの「成功」事例が存在する。そこで、先述の再エネ海域
利用法における事業者選定プロセスでも地域経済への裨益は考慮項目の一つとして明記されている。こう
した地域経済への裨益を見込んで、再エネ海域利用法の枠内で現在最も活発な動きを見せているのが
秋田県である。2021年現在、経済産業省および国土交通省から再エネ海域利用法における促進区域と
して指定されている４区域のうち実に２区域は秋田県内のものである。さらに 2020年 7月、今後の促進
区域の指定に向けて両省が整理・公表した、「既に一定の準備段階に進んでいる区域」及び「有望な

on�a�prefectural�scale.�Finally,�this�shared�vision�should�involve�adjacent�regions,�aiming�to�exploit�
comparative�advantages�of�each�community�while�optimizing�them�as�a�whole.

Key�words:��Offshore�windfarm�project,�Base�port,�Akita�Prefecture,�Regional�economy
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区域」の 10区域についても、その２区域が同県のものである（図 1）。同県の一人当たり県民所得は東
京の半分ほどであり、全国的に見ても下位にランクする。この傾向は 2000年に入り顕著で、若年層を中
心とした離県と相俟って、今後さらなる経済不振が予想されている。こうしたコンテクストのなか、洋上風
力産業は地域経済振興の切り札として着目され、同県では産・官・学が一体となって同産業を推進してい
る。

図 1．再エネ海域利用法における「促進区域」、「有望な区域」ならびに「一定の準備が進んでいる区域」 1

　他方で、洋上風力産業の地域経済への貢献の具体的なあり方については、規模・方策ともに必ずしも
利害関係者間で共有されているものとは思われない。例えば、地元民間事業者の試算する地域経済へ
の裨益の程度は、秋田県が試算するものとは必ずしも一致しない。こうした不一致は、様々な利害関係者
間で散見され、生産的な対話の阻害要因となっているとも言えよう。ここを乗り越えるためには、将来ビジョ
ンを共有する議論の土台が必要となる。そこで、秋田県のインタビュー及び公開されている統計データ等を
論拠として、今後の議論の土台の糧を提供することを本稿の目的とする。第 2章では、地元経済への貢
献を考察するための拠点港への着目、その分析視角を既存文献より提示する。第 3章では、提示した分
析視角を用いて秋田県が目指すべきビジョンについて試論を展開する。第 4章では、分析結果として析出
された目指すべき方向について、地域経済への実効的な裨益という観点から吟味する。第５章では、本
稿の試論的分析についてまとめ、その上で今後の提言を導出する。

2．洋上風力事業の特色および拠点港の分析の枠組み
2.1．洋上風車の部品構成
　まず、洋上風車を構成する部品についてまとめる。Petrini et al.（2010）は、洋上風力システムを構
成する部品を、その階層に応じて“macro-level”、“meso-level”、“micro-level”の３つに分類してい
る 2。図 2、3にその分類を示す。まず、“macro-level”の構成要素のうち代表的なものが、洋上風車本
体であり、風車と支持構造物で構成されている。これらは“meso-level”の部品に分解でき、風車はナセ
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ル、ローター、ブレード 、また支持構造物はタワー、下部構造、基礎部からなる。さらにこれらの部品は
“micro-level”とされる二次以降の部品からなり、ナセルに用いられるギアボックス（増速機）や主軸など
がこれにあたる。

図 2．着床式洋上風車の構成要素の概要（Petrini et al ., 2010）2

 

図 3．着床式洋上風車の構造と主な部品（Petrini et al ., 2010）2

　洋上風力事業におけるサプライチェーンの構造を図 4に示す 3, 4。洋上風力事業の最初の段階として、
まずmicro-levelの部品を製造することが挙げられる。これらは、ナセルやローターなどのmeso-levelの
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部品を構成するさらに小さな部品である。図 4では、このプロセスは「部品製造」として示されている。
次に、これらのmicro-levelの部品を組み立て、meso-levelの部品を製造する（「組立」）。その後、
これらを風車の設置現場で組み立てることにより、風車本体や基礎部といったmacro-levelの構造物の
建設が行われる（「最終組立・建設」）。これに並行して、送電ケーブルの敷設や洋上変電所の建設と
いった、macro-levelの二次構造物の建設も行われる。風車本体や基礎部の建設が終了し、風車の稼
働が開始した後も、定期検査や部品の交換などの保守作業、また緊急時の対応などが行われる（「保
守」）。
　発電事業そのものによる地元の雇用創出効果は限定的であることから、洋上風力に伴う地域経済の活
性化を目指すためには、地域の実情に見合った拠点港を地元で整備することが望まれる 3。ここで、拠点
港の役割を図 5に示す。洋上風力に特徴的なスピード工法 5では、供給されたmicro-levelの部品を拠
点港もしくは別の場所で組み立て、meso-levelの部品を製造する。完成したmeso-levelの部品は拠点
港にストックされる。これらの部品がある程度揃ったら船に乗せられ、洋上での風車の建設が行われる。ま
た、meso-levelの部品の一部は交換用部品として拠点港にストックされ、保守段階において利用される。
ここで重要な点は、小部品の製造を外部で行うことができれば、拠点港周辺では大規模な組立工場は必
要ない点である 6。

図 4．洋上風力事業におけるサプライチェーンの構造

図 5．洋上風力事業において拠点港に求められる役割

　「拠点港」には、具備する機能の観点から、様々なタイプに分類することができる。最終組立・建設以
降のプロセスにはプロジェクト地の拠点港が関わるが、そのほかのプロセスについてどの程度当該の拠点
港とその後背地が受け持つかによって、本稿では 3つのタイプに大別して考えたい 6, 7。(図 6)。
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図 6．拠点港のタイプ分け 6

　まず、最終組立・建設と保守という最低限の部分のみを受け持つ拠点港を、本稿では「梅」型拠点港
と定義する。次に、それに加えて、meso-levelの部品の組み立ても受け持つものを「竹」型の拠点港と
定義する。最後に、上記に加えてmicro-levelの部品の製造までも受け持つものを「松」型の拠点港と
定義する。この「松」型の拠点港の一例としては、デンマークのエスビアウ港が挙げられる 3。また、台湾
の台中港は現在「竹」型の拠点港として機能しているが、将来的には小部品の製造まで周辺で行う
「松」型の拠点港を目指していると整理できる 8。

2.2．拠点港の分析視角
　岩本（2016）は、洋上風力事業の拠点港が具備すべき条件として以下の 3点を述べている 3。

1. 拠点港から出荷可能な範囲内に、一定規模の洋上風力市場が見込まれること
2. 「スピード工法」に対応可能な土地の広さ、地耐力、水深、岸壁の長さがあること
3. 部品・サービスが供給可能な中小企業の産業集積が後背地に立地すること

　しかし、岩本（2016）では拠点港のタイプ分けを前提とした条件の検討がなされていない 3。本節で
は、これらの条件を拠点港のタイプごとに分けて吟味し、表 1に示すように再定義した。その上でこれらの
条件の必要性について検討した。まず、岩本らの第 1の商圏に関する条件に対して述べる。macro-

levelである最終組立・建設に着目した場合、あらゆるタイプの拠点港においてプロジェクト地と拠点港との
近接性が必要である。一方、micro-levelないしmeso-levelの部品に着目した場合は、部品生産地と
プロジェクト地の拠点港が異なる可能性がある。「松」型や「竹」型の拠点港はmicro-levelないし
meso-levelの部品をある程度現地で調達することを選択できるが、「梅」型の拠点港は外部の「松」型
や「竹」型の拠点港から部品を輸入する必要がある。ここでは、国際分業による調達可能性という観点
で、商圏に関する条件を再定義した。もちろん、国際分業による調達可能性があるからといって必ず
「梅」型の拠点港を目指さなければいけないわけではなく、その必要条件として理解される。
　2つ目の条件については、最終組立・建設や保守の際に大規模な部品をストックしておくための港湾設
備だけでなく、部品を組み立てるための工業団地や運送のための道路、また電力や水の安定供給といっ
た要素も含んだ「基盤インフラ」の整備として説明できる。建設費・保守費といったコストもこの基盤インフ
ラの整備状況に左右される 3。「松」型や「竹」型の拠点港では、最終組立・建設や保守に加え、部品
の組み立ても行うため、「梅」型の拠点港よりさらに進んだ基盤インフラの整備が必要である。
　3つ目の条件、後背地の産業集積については、後背地からのmicro-levelの部品の供給を受ける
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「松」型の拠点港については、その必要条件であるといえる。「竹」型や「梅」型の拠点港の役割はこれ
らの部品を組み立てることであり、micro-levelの部品は輸入に頼ることも一つの選択肢となる。したがっ
て、後背地における裾野産業の集積は必ずしも必要としない。

表 1．拠点港のタイプごとに具備すべき条件（◎で必要条件を明示）

松 竹 梅
国際分業による調達可能性 〇 〇 ◎
港湾や工業団地などの基盤インフラ ◎ ◎ 〇
後背地における産業集積 ◎ ○ ○

　以上に示した通り、拠点港のタイプごとに具備すべき条件、その必要性は異なる。とりわけ各タイプに関
する必要条件は、目指すべき拠点港のタイプに示唆深いものとなる。この点も踏まえ、次章以降では秋田
における 3条件——国際分業による調達可能性、港湾や工業団地などの基盤インフラ、後背地における
産業集積——を検討し、それを基に秋田の拠点港が目指すべき拠点港のタイプについて試論する。

３．秋田における拠点港に関わる条件の分析
3.1．国際分業による調達可能性
　近年、洋上風力関連の部品産業ではグローバルな比較優位が重要となってきている 9。風車本体の価
格は 1-10億円のオーダーで高価であり、また供用期間が 2、30年にもわたるため部品の品質性能の重
要性は大きい。また、土木構造物と違って国際規格（International Electrotechnical Commission：
IEC）などと発電合理性に倣うほぼ統一されたデザインに従うため、生産・研究開発における規模の経済
性の影響が大きい。図 7に示すように、洋上風力の先進地域である欧州における技術段階は、もはやコ
スト競争が熾烈化する「競争期」にある。

図 7．欧州における洋上風力発電のコスト低減のトレンド 10
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　2005年頃までには既にデンマークを中心として成長期を克服し、その後各国で本格的な競争入札を伴
う拡大期・成熟期が訪れた。さらに、2015年にパリ協定が採択されたことにより再エネ分野への投資が
加速し、また規模の経済と学習効果によりサプライチェーンが成熟した。発電コストは、評価方法として標
準的な指標である「均等化発電原価（Levelized Cost of Electricity：LCOE）」ベースで 10円／
kWhを切る水準にまで低下しており、現在では電力卸市場価格での（補助金なしの）落札も相次いでい
る 11。しかし、この「競争期」の状況はメーカーの収益性の悪化を意味し、拠点港の後背地産業が劣勢
となる事例も出現している。その一例が、かつて地方創生の成功事例として注目を集めたブレーマーハー
ウェンの事例である。主に北海の洋上風力事業をかけたシーメンス・ガメサ (SGRE)を擁するエスビアウ
港などとの競争の中、2019年には風力発電機大手のセンビオン社が経営破綻し、一部事業が同社に買
収された。部品産業はその商圏が広い分、品質とコストのバランスにおいて国際的比較優位が保ち続け
られなければ淘汰されうるのである。
　一方、東アジアの洋上風力部品市場においては、中国企業の成長が顕著である。洋上風力発電の歴
史の浅い中国では、莫大な風力発電の建設ラッシュと、欧州からの技術移転とが彼らの事業の成長を加
速させてきた。建設ラッシュの面では、2014年の固定価格買取制度の開始以降、中国における洋上風
力事業への投資が本格化した 12。World Forum Offshore Wind（WFO）のレポートによれば、中国の
洋上風力発電設備の 2020年の新設容量は国別で世界最大の 2.1 GWに達し、全世界の４割を占めた
（図 8）13。技術移転の面では、堀井（2011）が指摘するように、中国では陸上風力の導入を加速させ
た 2000年代から、欧州の技術を移転して国産体制を築き上げる施策がとられてきた。洋上風力において
も、市場を拡大したい欧州のメーカーと技術を活用したい中国メーカーの思惑が一致し、洋上風力でも
シーメンスガメサ―上海電力（2018年）14やEquinor（ノルウェー）とCPIH（中国）（2019年）15など
提携の動きが加速している。こうして豊かな国内市場に風車を供給することに成功し、洋上風力市場に占
める中国メーカーの割合は世界の 40％（2019年）に上った 16。
　さらに、日本が既往プロジェクトで取引のあるGEら欧米大手メーカーも自ら中国に大規模な製造拠点を
設置する動きを見せている。Rechargeの記事によれば、GEは 2019年に中国広東省の掲陽市にある洋
上風力発電専用の工業団地に敷地面積 71,000m2の大規模な工場を新設し、また広州市にOperation 

and Development Centerを新設することを発表した 17。2021年後半には工場での組立生産が開始さ
れる予定である。現在 GEなど欧米メーカーの風車を輸入している日本にとって、中国に部品の大規模な
生産拠点ができることがロジスティック・コストに与える影響は大きい。大規模な市場に支えられた中国の組
立工場の成長は、周辺アジア諸国への輸出にも転じていくことが容易に予想される。



35

日本海洋政策学会誌　第11号

図 8．現在の洋上風力発電容量及び 2020年の新設容量 18

3.2．港湾や工業団地などの基盤インフラ
　洋上風力事業においては、まず最終組立・維持管理のために全ての拠点港に要求されるインフラが存
在する。国土交通省資料（2020）19では、図 9に示すように大型貨物船を用いた部材搬入とSEP船に
よる部材積出に対応できる岸壁と、後背地でのタワー仮組立時などのための強い地耐力を持った用地など
が必要であるとされている。秋田港は 2020年に、港湾法第２条の４第１項の規定に基づく海洋再生可能
エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）に指定された。同年中に秋田港内の飯島地区において、
海外の拠点港の最終組立・維持管理拠点の先例をもとに 8 haの埠頭用地が整備され、一部タワー仮組
立を行うエリアで 3 t/m2から 35 t/m2への地耐力の強化が行われた。これらは、近年中のプロジェクトに
て活用される予定である。今後市場拡大に伴い、さらなる用地の地耐力向上や岸壁の改良が見込まれて
いる。

図 9．最終組立・維持管理に必要な基地港湾インフラのイメージ 21
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　しかし、meso-levelの部品の生産を行う場合は、港湾インフラ整備の範囲を製造業用に拡大させる必
要がある。岩本（2014）20が指摘するように、洋上風力用ナセルの重量は 300～ 400 t、ブレードは数
十mと大重量・長尺である。路上の運搬は非常に困難であり、クレーンなどを用いた港湾内の移動も短
距離に限定されるため、立地条件の制約が大きい。さらに、工業団地への電力等の安定供給、鉄道を
用いた導線整備など、より広範囲でのインフラ計画も求められる。これらの基盤インフラ整備に関わる投資
コストの回収を洋上風力産業の便益のみで賄うことはたやすくない。ここに、meso-levelの部品生産の必
要条件となる基盤インフラ整備が限定的にとどまる隘路が存することとなる。

3.3．後背地における産業集積
　“Micro-level”の産業、すなわちギアボックスやその中の歯車やベアリングなど多数の２次部品、鋼板な
ど部材を生産する産業が、しばしば「後背地」として拠点港に組み込まれる事例が見られる。工場・ヤー
ドなどの用地、港湾の荷扱から陸上の運送などインフラ面の計画が重要となる。欧州や中国では、拠点
港のインフラと後背地の工業団地を一体的に計画する事例が見られる。
　一方、秋田の地元企業の製造業の構成は、風力関連部品に求められる部品産業に適していない。図
10に示すように、秋田県の製造業の特徴として、まず付加価値額に占める製造業の割合が 17.4%と全国
（23.1%）に比べて低い。秋田県は、さらなる特徴として次の４点を挙げている 22。
　①電子部品・デバイス・電子回路製造業の割合が高いこと（秋田県：27.1％　全国：4.5％）
　②木材・木製品製造業の割合が高いこと（秋田県：8.4％　全国：0.7％）
　③全国ではシェアトップの輸送機械の割合が極めて低いこと（秋田県：3.0％　全国：15.5％）
　④ 鉄鋼、石油製品など基礎素材型業種の割合が低いこと（鉄鋼・秋田県：2.2％　全国：5.3％、石

油・秋田県：0.4％ 全国：3.9％）
　TDK秋田株式会社など、秋田県が強みとする電子部品製造業は洋上風力部品産業に関連を持つこと
は確かである。実際、TDKグループのパワーコンデンサは欧州の洋上風力発電の高圧送電に採用されて
いる 23。しかしながら、比較的軽量な製品を扱う電子部品工場群は幹線道路沿いに広がっており、港を
中心としたインフラ・産業基盤形成には結びついてこなかった。一方、輸送機械や基礎材料など、港湾
中心に形成される産業基盤は強いとは言えない。ギアボックスなどを作るのに必要な電気炉やモックを作る
設備を持っている会社自体がほとんどなく9、現地で金属加工業を営む企業の関係者も現在の関心の的は
風車部品でなくメンテナンス用の治具にあると述べる 24。既存の秋田の中小企業の間では、国際的なマー
ケットの中で風車部品を軸に勝負しようという機運は高まっているとはいえない。
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図 10．秋田県における売上高の産業別割合と、全国との比較 25

４．秋田が目指すべき拠点港の姿と課題
　本章では、秋田が目指すべき拠点港のタイプについて試論する。まず、前章３節で述べたように、秋田
においては後背地における部品製造のためのリソースは現状では小さい。他方で、モノパイル生産大手の
Sif社が鋼加工の佐藤鉄工（富山県立山市）と提携するなど、リソースのある他地域ではこうした後背地
が育ちつつある。その意味で、後発の秋田で後背地育成を必要条件とする「松」型を目指すことの合理
性は小さいと思われる。
　次に、前章２節で見たように、ナセル等の部品製造にあたって必要となる、安定的な電力供給等の基
盤インフラも秋田では現状不足している。工業団地等へのインフラ投資に関して、洋上風力関連産業以
外の投資誘致が未知数である現状では、大規模な開発を望むのは困難であろう。ここに、ナセル等
meso-levelの部品組み立てを含む「竹」型の拠点港展開についても、秋田ではボトルネックが存在する
と言えよう。
　このように見てみると、「梅」型が残ることになる。前章第１節で見たように、部品製造で急速に成長す
る中国があり、そことサプライチェーンを構築することで、「梅」型の必要条件である「国際分業による調
達可能性」も満たすと思われる。諸外国の成功事例を基として、「松」や「竹」型が喧伝されがちである
が、本稿で以上の分析を踏まえて敢えて「梅」型に着目してみたい。
　ここで地元産業への貢献という観点から一つの論点となりうるのが、部品製造を伴わない「梅」型とし
て拠点港を整備した場合、投資に見合った経済効果が地元で見込めるか否かであろう。洋上風力事業
のサプライチェーンの構造を図 4に示したが、この中で建設および保守にかかるコストは全体の 40%以上
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を占めることが明らかになっている 3, 4。特に建設事業に関しては、例えば土木工事など現地調達性の高
い部分も多く、地元事業者にとって有利となる可能性がある 6。また、保守事業に関しても、電気事業法
により単機出力 500 kW以上の風力発電設備については、定期事業者検査が 3年に一度義務付けられ
ており、継続的な需要が見込まれている 26。「梅」型の拠点港を整備した場合でも、十分な経済効果が
見込めうると考えられる。
　経済効果の地元への還元を担保する上で、留意すべき4点を付言する。1点目は、保守事業に関し
て海外の事業者が独占する懸念点である。EUや中国といった洋上風力事業において先進的な国々は、
すでに定期的な修理や補修に関してのノウハウを持っており27、こうした国々の企業に保守事業を独占的
に行われ、地元事業者の入る余地がなくなるなどということがないよう留意する必要がある。保守事業に関
するライセンスについても詳細な検討が必要である。
　2点目は、非常時の対応に関する準備が必要な点である。例えば、個々のタービンに対して故障が発
生した場合、予定外のメンテナンスが必要となる 27。これはコストが高く物流的にも困難であるため 30、故
障箇所の診断を行ってから修理をするという、柔軟な対応が必要とされている 27。EUや中国といった国々
は定期的な保守事業に関するノウハウは持っているものの、不定期的な保守作業についてはまだ十分なノ
ウハウを持っていない 27。そのため、秋田の洋上風力事業についても、風車の予期せぬ故障といった非
常時において、どのような対応を取るべきか事前に想定をしておく必要があるといえる。
　3点目は、建設事業に関して、地元への経済効果に十分配慮する必要がある点である。先述のとお
り、建設事業は現地調達性が高いものもあるため、地元事業者にとっての事業機会となりうる。一方、洋
上風力事業に特徴的な経済的・物理的なスケールの大きさを踏まえると、実態としては地元事業者はゼネ
コンなどの下請けとして小規模な工事を行う場合が多く、地元企業への経済効果は限定的であるという報
道がなされている 27。さらに、建設過程の中でもSEP船を用いた海上施工で行われる特殊な部分が多く、
これまで陸上事業をターゲットとしてきた地元企業にできることは一部の陸上設備の配線工事などにとどま
る。今後、地元事業者にいかに経済効果として取り込むかという課題を、秋田の力で解決する必要があ
る。
　4点目は、洋上風力発電事業による副次的な経済効果を確実に取り込むことである。漁業分野との連
携はその１つの可能性である。一般に、洋上風車を起点とした魚礁の形成や海象情報の収集、漁船の
巡視船としての活用のほか、洋上でもバッテリー交換の必要性なく電力が供給できることを生かした養殖事
業などのコンセプトが提唱されている。また、新たな産業の出現に伴う流入人口の確保についても取り組む
べきである。地元中小企業が参入できないような大規模・専門的な事業があることを認めた上で、それら
に携わる外資系企業や大手ゼネコンに勤める人材が、他の地域・国から秋田県に転入して長期間滞在
し、経済活動を行えるような事業拠点・住まいの誘致などを行っていくという視点が重要となるだろう。

５．おわりに
　本稿では、洋上風力産業の地域経済への貢献に関して利害関係者間で共有する議論の土台を提供
することを目的として、先行研究に基づいて拠点港の分析枠組みを提示した上で、それを用いて秋田県で
目指すべき拠点港のあり方について試論した。具体的には第２節で示した枠組みにもとづき、秋田県では
建設・保守を中心とした「梅」型の拠点港を前提にすべきことが示された。第３節の分析で用いたデータ
は限られたヒアリングデータと公開されている統計データであるため、より具体的な「梅」のイメージは今後
の調査を待つほかない。しかし、少なくとも裾野産業の集積を前提とする「松」型拠点港やナセル・ブレー
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ド・タワー等の大型部品製造業者の誘致を前提とする「竹」型拠点港は、今後の秋田での拠点港展開
を考える際、一定程度スコープの外に置くことができると思われる。例えば北九州市と比較して後背地の
産業集積の不足を指摘する議論や、中国製のナセル等大型部品へのコスト競争力などの議論について
は、取り急ぎは相対化して考えることができる。むしろ第４節で論じたような観点から地元経済に貢献する
「梅」のイメージが今後の優先的な議論事案として位置付けることができるのではないだろうか。
　以上を前提として、最後に今後への提言を 4点行いたい。第 1にハード面として、港湾整備のための
長期的な事業計画が挙げられる。建設・保守を中心とした拠点港の機能を求めるにしても、洋上風力発
電施設に必要な巨大な部品・資材を留置くには、一定の土地の規模と頑健な港湾施設が必要となる。
土地については港湾に近接しアクセスが良いところに、必要な規模の土地の利用を複数の所有権者等と
調整することが必要となる。また、頑健さを示す一つの指標として地耐力を比較すると、海外の拠点港が
50 t/m2以上なのに対して日本の一般的な港湾では 5 t/m2未満が大半であり、実際のインフラ投資は大
規模なものとなる。例えばドイツのニーダーザクセン州クックスハーフェン市の港湾は世界有数の 90 t/m2を
現在誇るが、そのために（年間 80 基の風車の出荷を目標として）EU、州、市、民間合わせて 1.25 億
ユーロの投資を 2003年に行ったことが知られている。秋田県においては一部港湾整備が進んでいるが、
必ずしも将来の風車の大型化や北日本の市場拡大、浮体式の導入などを見据えた長期的な拠点港整備
に位置付けられた施策とはなっていないと思われる。一方で、今年、将来の秋田での浮体式の導入に向
けて発電事業者らが歩みはじめた 31。浮体式の導入は、洋上風力事業における港湾の役割の変化を意
味する。彼らのコンセプトに示されるような喫水の浅い浮体では、SEP船を使わず港で組み立てを行い設
置地点まで曳航することが可能である。陸上施工の幅が広がることを踏まえ、地元企業の事業機会をデ
ザインする道が広がるといえる。今後さらなる整備のために港湾インフラに関わる予算措置を長期的視点か
ら国交省と折衝していくことが必要となる。
　第 2にソフト面として、労働市場の最適化のための情報開示・市場整備・教育課程の充実を行政が
積極的に行うことが重要となる。長年の製造業の不振から、不足している技術者・技能者については、
県外もしくは国外から調達してくることが当面必要であろう。そのための国際労働者も含めた労働環境整備
が必須となる。地元コミュニティの受け入れなどの社会面も看過できない。また長期的には、県内の技能
者のレベルを上げることで、労働の質・量もより持続的な確保が望めると思われる。こうした技能者のレベ
ル向上のためには地元の工業高校や工業高等専門学校（高専）などの充実が欠かせない。現在秋田県
には、前者は全国工業高等学校長協会（全工協）に加盟している公立工業高校が 15校、後者は国立
秋田工業高等専門学校がある。風力発電の技能者は、一つの技術に特化しない複数の技術・知見を有
していることが求められる。そうした観点で、現在の工業高校・高専の教育体制で十分か、不十分であ
れば文科省、全工協、関連の（地元）民間企業とも適宜連携してどのように充実させるのかを、公立工
業高校・国立高専に分けて具体的な方策・予算措置を講じる必要があろう。
　第 3に、上記ハードとソフトの両側面を貫いて重要となるのは、洋上風力拠点港の長期的なビジョンを
行政、民間、市民が共有することである。現在中央レベルでは「洋上風力の産業競争力強化に向けた
官民協議会」が行われ 2020年には 2回開催されたが、こうしたビジョニングのための協議会を県レベル
でも行い、将来の絵姿についてコンセンサスを作ることが重要であろう。ここで課題となりがちなのが利害
関係者間のファシリテーションであるが、新規技術の研究開発のウェートが比較的小さい当該事業の場
合、地域の大学・研究機関以上に、行政が果たしうる役割の幅が大きいのではないだろうか。拙速に例
えばシリコンバレー型の地域イノベーションのコピーが目指されるべきではない。秋田県では、県のエネル
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ギー資源産業課が中心となって「あきた洋上風力発電関連産業フォーラム」を 2015年から定期的に開催
している。こうした既存のプラットフォームにおいて、秋田県の洋上風力産業のビジョンを利害関係者間です
り合わせ、その上で年度ごとの予算計画・折衝に着実に活かしていく作業が必要になるのではないだろう
か。
　第 4に、3点目においてふれたビジョニングを、北日本などより広域でも共有し、全体としての最適化を目
指すことである。いうまでもなく、現状において、北日本では秋田が他の地域より拠点港整備で進んでい
る。ところが、政府の脱炭素化計画の下で、多くの近隣地域で拠点港は整備されてくることが想定され、
それぞれの地域で地域特性に基づく比較優位は異なる。ここでは、地域ごとの比較優位を活かしながら、
地域と地域が繋がり全体最適を目指す発想が長期的に重要となる。上記提案した秋田内でのビジョニング
は、北日本程度のより広域のビジョニングと調整されることが今後希求されるだろう。
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海洋保護区目標設定を巡る国際的動向
セーシェルの事例と30×30目標案に関する国際合意形成と実施に向けた課題

International Processes for Expanding Marine Protected Areas: 
The Case of Seychelles and Challenges to International Agreements and 

Implementation of the 30% Target Proposal

小林　正典1

Masanori Kobayashi1

海洋保護区（MPA）の拡大を志向する国際的な動きが活発化する中で、生物多様性条約第15 回締約

国会議において2030 年を目標年とするMPA設定の数値目標がどの程度の水準で設定されるのかが

注目されている。2030 年までに世界の海域の 30%を海洋保護区化すべきとの提案が提唱され、島嶼

国などを中心に排他的経済水域（EEZ）内での海洋保護区拡大が進められている例が見られる。セー

シェルでは、海洋保護区拡大の目標を掲げ、債務交換やブルーボンドなどの金融措置を含め 2020 年

に海洋保護区を15%から 30%にまで拡大したが、その効果や経済社会的便益共有をどのように監

視、評価、報告していくのかについては課題が残る。海洋資源の保全と利用の最適化を図り、持続可

能な開発を志向する海洋空間利用の実践や能力構築強化に向けた国際協力の推進が実効性ある目標

設定とその実現に向け重要となる。

キーワード：�海洋保護区（MPA）、海洋空間計画、海洋生物多様性、共通便益、能力構築

International�processes�have�facilitated�the�increased�coverage�of�marine�protected�areas�(MPAs).�
At�the�same�time,�increasing�attention�is�paid�to�the�proposals�of�the�target�on�MPAs�by�2030,�it�
is�proposed�to�determine�this�target�at�the�15th�meeting�of�the�Conference�of�the�Parties�to�the�
Convention�on�Biological�Diversity.�A�target�of�expanding�MPA�coverage�by�30%�worldwide�has�
been�proposed.�Several�island�countries�have�been�expanding�MPAs�within�their�exclusive�
economic�zones�(EEZs),�and�Seychelles�has�expanded�its�MPA�coverage�from�16�–�30%�through�
debt�swaps�and�blue�bonds�in�2020.�However,�monitoring,�evaluating,�and�reporting�the�effects�of�
MPAs�and�their�socio-economic�benefit�sharing,�remain�challenging.�Promoting�marine�spatial�
planning�and�international�cooperation�on�capacity�development,�is�essential�for�effectively�setting�
a�target�and�implementing�policies�for�conserving�and�sustainably�using�marine�resources.

Key�words:��marine�protected�areas,�marine�spatial�planning,�marine�biodiversity,�co-benefit,�capacity�
development

1 笹川平和財団海洋政策研究所／Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Foundation
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1．はじめに ― 地球環境問題を巡る国際的政策転換
　2021年 10月に延期となっている第 15回生物多様性締約国会議（CBD/COP15）に向け、愛知目標
の後継となるポスト2020年目標の交渉が進められている 1。2010年に名古屋で開かれた第 10回生物
多様性締約国会議で合意された「愛知目標」では、その目標 11で、2020年までに陸域及び内陸水域
の 17%、また沿岸域および海域の 10%を保全する目標を掲げたが、2020年 8月時点で保護された沿
岸域および海域は 7.5%に留まり、目標を実現することはできていない。この保護区目標については、
「2030年までに世界の陸域および海域の［50%］に空間計画を設け、保護区およびその他の区域型保
全措置により構成される良好に連結され効果的なシステムを通じて、地球上の少なくとも30%を保護および
保全する」との文案が提案されている。本稿では、海洋保護区（MPA）の数値目標設定に関する主要
国や関係機関、および主要な国際・地域会合等での声明や提言、合意文書等を検討し、共通項や相
違点等を明らかにするとともに、セーシェルの事例を分析し、COP15における合意形成や合意された政策
目標の効果的実現に向け重要視される施策についての視座を提示することを試みる。

2．海洋保護区を巡る実践と動向
2.1　海洋保護区設定に関する国際動向
　海洋環境や生態系の劣化の防止や回復は国際社会にとり重要な政策課題として位置付けられている。
2012年に開催された国連持続可能な開発会議で採択された行動計画「私たちの望む未来」では、
2020年までに沿岸・海域の 10%を保護区化するとの目標を再確認し、2015年 9月に世界の首脳が採
択した「持続可能な開発目標」のターゲット14.2において、2020年までに海洋沿岸生態系を持続可能
な形で管理し保護することが目標として掲げられた 2, 3。その後、MPAを拡大する動きが活発化したもの
の、近年そうした拡大の動きは鈍化している（図１）4。

2.2　主要国における MPA 設定の動向
　主要国におけるMPA設定の動きは特に欧米において顕著となっている。領海やEEZに対しMPAが占
める割合は、Protected Planetが公表するデータによれば、イギリスが最も高く、海外領土を含めた数値
は 58.39％、本土のみでも44.20％と高水準となっている（図２、表１）。同様に海外領土を有するフラン
スは、本土のみの数値の方が高く、50.36％、海外領土を含めると23.62％となっている。この他、ドイツ
（45.39％）、チリ（41.33％）、オーストラリア（40.84%）と高水準でMPAが設定されており、アメリカ
（21.61%）、カナダ（13.81%）が続いている。日本のMPAは、2020年 12月まで 8.3％の水準であった
が、改正自然環境保全法が 2018年 4月に成立し、これに基づき、2020年 12月 3日に環境省が小笠
原諸島周辺の 4カ所の海洋区域をMPAの一つである「沖合海底自然環境保全地域」に指定したこと
で、領海・EEZに占めるMPAの割合が 13.3％に増加し、2020年までに 10%の目標が掲げられていた
愛知目標 11が達成されたこととなった 5。
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表１　主要国の MPA設定実績

出典 Protected Planet FAO
Marine 
Regions

各国政府

項目 海洋保護区 
の割合（％）

海洋保護区 
の面積 (km2)

領海・排他的経済 
水域の面積（km2)

EEZの面積  
(km2)

EEZの面積 
（km2）

領海・EEZの面積
（km2)

イギリス（含む海外領土） 58.39 3,943,977 6,755,082 --- --- ---

イギリス（本土のみ） 44.20 319,795 723,405 3,224,820 731,309 885,430 

フランス（本土のみ） 50.36 173,159 343,866 782,918 345,240 354,346 

フランス（含む海外領土） 23.62 1,756,169 7,435,755 --- --- 10,911,823 

ドイツ 45.39 25,580 56,358 56,512 56,763 56,400 

チリ 41.33 1,511,390 3,657,313 3,150,739 2,488,052 5,000,000 

オーストラリア 40.84 3,035,630 7,432,133 8,569,150 6,871,622 8,148,250 

アメリカ 21.61 1,856,667 8,591,493 10,566,290 2,451,023 11,447,756 

カナダ 13.81 504,723 5,698,083 2,900,000 5,740,544 3,100,000 

日本 13.30 332,691 4,040,612 4,050,000 4,066,513 4,650,000 

イタリア 9.74 52,465 538,881 536,134 536,654 120,867 

インドネシア 3.06 181,865 5,947,954 6,051,529 6,020,917 5,807,483 

ロシア 2.24 172,139 7,573,314 7,686,381 7,734,809 ---

参照：以下のURLは2021年10月31日に参照
 Protected Planet. https://www.protectedplanet.net/
 FAO. http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en
 Marine Regions. https://www.marineregions.org
 イギリス. https://jncc.gov.uk/our-work/uk-marine-protected-area-network-statistics/
 フランス. https://maritimelimits.gouv.fr/resources/areas-frances-maritime-spaces-sovereignty-and-jurisdiction
 ドイツ. https://www.msp-platform.eu/countries/germany
 チリ. https://www.armada.cl/armada/geographical-location/2017-04-04/151445.html
 オーストラリア. http://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/oceans-and-seas
 アメリカ. https://www.gc.noaa.gov/documents/2011/012711_gcil_maritime_eez_map.pdf
 カナダ. https://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.html
 海上保安庁. https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html
 環境省. http://www.env.go.jp/press/108741.html
 イタリア. https://www.msp-platform.eu/countries/italy
 インドネシア. https://chm.cbd.int/database/record?documentID=248211

2.3　2030 年 30% 目標を支える科学的知見
　MPA拡大の目標案に込められた 30%という数値は、学術・科学的研究の成果から提唱されたという経
緯がある。2013年 11月に国際自然保護連合（IUCN）が環境省と共に仙台でアジア公園会議を、翌
2014年にシドニーで世界公園会議を開催した。そうした会議の議論の中で、生物圏の何パーセントを保
護すれば、保護の目的実現に資するのかという議論がなされていた。その後、専門家グループが 144件
の生物圏保護の事例研究を検証し、生物多様性保全、生息地の連結性の確保、魚類・海洋生物枯渇
の回避、漁業がもたらす生物進化への影響の緩和、漁業資源の保全、多様なステークホルダーの便益
確保といった目的実現の度合いを分析した 6。その結果、海洋については、海洋区域の 37%が保全され
ることが上記目的の最適実現を図る上で必要となるとの結果が見いだされた 7。こうした研究成果が、保
護区の数値目標を 30%と設定する案の科学的根拠としてあげられている 8。



46

研究ノート

2.4　2030 年 30% 目標を巡る国際的議論
2.4.1　ミクロネシア・チャレンジ
　MPAの数値目標をいち早く打ち出したのは、パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島共和国 3か国
およびグアム、サイパンを含む北マリアナ諸島連邦が構成するミクロネシア首席行政官（Chief 

Executive）サミットである。これらの国、地域はその後、沿岸海域 30%のMPA化を進め、2020年時
点では、パラオが 70%、ミクロネシア連邦が 39%と30%の目標を達成している（表 2）9。

表 2　ミクロネシア諸国・地域の MPA

沿岸域内の 

MPAの割合（％）

領海・EEZ 内の 

MPAの割合（%）

領海・EEZ MPA 

面積（km2）

領海・EEZ 

面積（km2）
パラオ 70 100 608,173 608,152

ミクロネシア連邦 39 0.02 475 3,011,917

マーシャル諸島 18 0.27 5,388 2,004,587

キリバス --- 11.82 408,797 3,459,130

ナウル --- 0 0 310,565

グアム 15 0.02 37 202,535

北マリアナ諸島連邦 13 33.15 256,437 773,668

Micronesia Challenge（2020）およびProtected Planetより著者作成

2.4.2　欧州連合
　欧州委員会は 2020年 1月に自然再生目標に関する協議を開始し、2020年に「EU2030年生物多
様性戦略」を発表した。規定の対象は自然保護区以外に、農業、水産業、林業、河川、外交、貿易、
海外援助と多岐に渡る（表 3）10。MPAの数値目標については、これまでの「生物多様性及び生態系
サービスに関する政府間科学 -政策プラットフォーム（IPBES）」等の議論を踏まえ、少なくとも30%を保
護、そのうち 10%を厳正保護区とすると規定している。2020年 10月 23日、欧州理事会は、この 2030

年生物多様性戦略を承認し、2021年に開催が予定されているCBD/COP15におけるポスト2020年生
物多様性目標に関する交渉を牽引し、合意確保に努めることを再確認している 11。

2.4.3　アメリカ
　バイデン大統領は 2021年 4月 22―23日にオンラインで各国首脳と気候リーダーサミットを開催し、地球
を救う行動が雇用を生み出し、経済成長を実現し、世界の人々の生活水準を引き上げるとの考えを示し
た 12。注目すべき点は、このサミット開催の根拠となった「国内・海外気候危機対策に関する行政命令」
が陸域・海域保護区の目標についても規定している点である 13。216条 (i)では、2030年までにアメリカ
の陸域および水域の 30%を保全する目的に幅広い参加を奨励するための戦略を特定するために、内務
長官、農務長官、商務長官は国家海洋大気局長官および環境基準諮問委員会議長を通じて、適宜、
州、自治体、部族、領土政府職員、農用地・森林地権者、漁業者およびその他の重要なステークホル
ダーから知見の提供を受けると規定している。
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表 3　EU 2030年生物多様性戦略の概要

ページ数 項目 数値目標・指針

4 陸域 少なくとも30%を保護、そのうち10%を厳正保護区とする。

海域 少なくとも30%を保護、そのうち10%を厳正保護区とする。

6
欧州横断自然 
ネットワーク 整合性があり回復力ある欧州横断自然ネットワークの実現のために、生態回廊を構築する。

8, 15 花粉媒介生物 花粉媒介生物の減少を食い止め、反転させる。

8 農薬 2030年までに化学肥料の利用を半減する。

8 農業生物多様性 少なくとも10％の農地を高度な多様性陸域生態空間とする。

8 無農薬農業 2030年までに少なくともEUの25%の農地を有機農業とする。

9 森林 2030年までに少なくとも30億本の植林をする。

12 違法漁業 違法漁業を廃絶する。

12 保全計画 2021年にすべてのEU諸国が海洋空間計画を策定し、区域型保全管理措置を立案する。

13 河川 2030年までに少なくとも25,000kmの河川を障害物のない流水河川に回復する。

19 2050年目標 2050年までに世界の生態系のすべてが修復され、回復力があり、十分に保護される。

20 南大洋 南極周辺の南大洋で提案されている2つの海洋保護区案が合意されるよう外交努力を行う。

20 IUU漁業 違法、無規制、無報告（IUU）漁業の廃絶する。

20 有害漁業補助金 有害漁業補助金の禁止する。

20 海底鉱物資源採掘 環境・社会的影響評価なき国家管轄権外区域の鉱物資源採掘を禁止する。

20 貿易 違法野生動物取引摘発、象牙取引規制の強化を図る。

20 国際協力 生物多様性分野への資金協力を倍増する。

EU 2030年生物多様性戦略より著者作成

2.4.4　持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル
　2018年、ノルウェー政府の主導の下、14か国の首脳と国連事務総長海洋特使をメンバーとする「持
続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル（海洋パネル、表 4）」が立ち上げられた。海洋パ
ネルは、2年半の作業の成果を踏まえ、2020年 12月に「持続可能な海洋経済のための変革」と題する
政策提言を発表した 14, 15。この政策提言は、海洋の豊かさ、健全性、衡平性、知見、資金の 5つの項
目を中心に計 76の網羅的な提言を提示している。提言では、「私たちは 2030年までに海洋の 30%を
保護する世界的目標を支持」すると述べている 。MPA設定の 30%目標を各国海域内の目標ではなく、
世界の海洋の 30%が保護区化されるよう国際協力を進めていくというのがこの提言の文意と解される。

表 4　持続可能な海洋経済構築に向けたハイレベル・パネル（海洋パネル）メンバー一覧
欧州 2 アフリカ 3 西アジア0 東・南アジア 2 オセアニア3 中南米 2 北米2

ノルウェー ケニア --- 日本 オーストラリア ジャマイカ カナダ
ポルトガル ガーナ インドネシア フィジー チリ メキシコ

ナミビア パラオ

Ocean Panelより著者作成  https://www.oceanpanel.org/about#members （2021年10月31日参照）
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表 5　グローバル・オーシャン・アライアンスのメンバー一覧
欧州 14 アフリカ 9 西アジア 2 東・南アジア 3 オセアニア 4 中南米 9 北米 1

アルメニア ベナン ヨルダン バングラデシュ オーストラリア ベリーズ カナダ

ベルギー カーボベルデ アラブ首長国連邦 カンボジア フィジー チリ

デンマーク ガボン モルジブ パラオ コスタリカ
フィンランド ケニア バヌアツ エクアドル
フランス モーリシャス グアテマラ
ドイツ ナイジェリア ホンジュラス
イタリア セネガル ニカラグア
ルクセンブルグ セイシェル パナマ
モナコ トーゴ セントクリスファー・ネービス
ノルウェー

ポルトガル

スペイン
スウェーデン
イギリス

GovUKより著者作成  https://www.gov.uk/government/topical-events/global-ocean-alliance-30by30-initiative/about （2021年

10月31日参照）

注：太字は海洋パネルメンバー国

2.4.5　その他の取組
　イギリス政府は、2017年に「ブルーベルト・プログラム」を発表し、4百万 km2に及ぶイギリスおよび海
外領土の海洋環境の長期的な保護を目指し、2020年までに 2千万ポンドの予算の下で、海洋環境の科
学的理解の改善、事実に基づく個々の海域別の監視と法執行を含む海洋管理戦略の策定と実施、その
長期的な拡充を図る政策を打ち出した 16。2019年には、「改訂イギリス海洋戦略」を発表している 17。
　ジョンソン首相は 2020年 9月の国連総会に関連して開催された「生物多様性に関するハイレベルサ
ミット」において、「国際的に、イギリスは意欲的なグローバル・オーシャン・アライアンス（表 5）を運営し、
2030年までに世界の海洋の少なくとも30%の保護にコミットしている」と述べた 18。
　上記の取組以外にも、政府やNGOが主導し、2030年までに世界の海洋の 30%の保護を目指す目標
案に関する合意形成を促す動きが多々見られる。フランス政府は 2021年 1月 11日に「ワン・プラネット・
サミット」を開催し、マクロン大統領は、2030年までに地球の少なくとも30%を保護する目標設定を目指し
て 2019年にコスタリカ、フランス、イギリスが共同で立ち上げた「自然と人のためのハイ・アンビション・コ
アリッション（高度な野心連合、表 6）」を推進し、その実現を図るために 2022年にはフランスの管轄海
域で少なくとも30%のMPAの設定を図ることを表明している 19。
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表 6　自然と人のためのハイ・アンビション・コアリッション参加国一覧
欧州 19 アフリカ 15 西アジア 1 東・南アジア 3 オセアニア 1 中南米 10 北米 2

アルメニア アンゴラ アラブ首長国連邦 日本 マーシャル諸島 チリ カナダ

チェコ共和国 ベナン モンゴル コロンビア メキシコ

デンマーク ボツワナ パキスタン コスタリカ
欧州委員会 コートジボアール ドミニカ共和国
フィンランド コンゴ民主共和

国
エクアドル

フランス エチオピア グレナダ
ギリシャ ガボン グアテマラ
アイルランド ケニア ニカラグア
イタリア モザンビーク パナマ
ルクセンブルク ナイジェリア ペルー
モナコ コンゴ共和国
オランダ ルワンダ
ポルトガル セネガル
ルーマニア セイシェル
スロバキア ウガンダ
スロベニア
スペイン
スイス
イギリス

Campaign for Natureより著者作成 https://www.campaignfornature.org/50-countries-announce-bold-commitment-to-

protect-at-least-30-of-the-worlds-land-and-ocean-by-2030 （2021年10月31日参照）

注：太字は海洋パネルメンバー国

2.4.6　30×30 に関する提言の特徴と課題
　2030年までのMPA設定の数値目標については、欧州や北米諸国および団体が 30%を提唱している。
ミクロネシア諸国は地の利を活かし、50%を提唱している。欧州連合は 10%の厳正保護区の数値目標を
追加している点では注目される。海洋パネルの領海・EEZを 100%持続可能な形で管理するとの提言
は、国家管轄権内での施策の徹底を示し、首脳や関係者の決意が現れる。フランスは 30%目標を海陸
含めた全球的なものとし、アメリカの保全施策とも通じる施策となっている。各々の提案の特徴は表 7に示
される。欧州の資金供与の倍増方針、イギリスのブルー・プラネット基金構想は資金供与に関するより具
体的な資金数値目標を掲げている点で重要視できる。

3．MPA の実践と課題
　2030年までに世界の海洋の 30%をMPA等により保全していくという30×30目標案を巡る国際的な動
向を議論してきた。更に、この案を検討する上で、2020年 3月に 30%のMPA設定を発表したセーシェ
ルの事例から、重要となる側面の抽出を試みる。
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表 7　主要国・団体の 30× 30目標に関する提言の概要
関係国・組織 名称 内容 資金供与

ミクロネシア諸国 ミクロネシア・チャレンジ 2030年までに海域の50%、陸域の
30%を効果的に管理ずる。 ミクロネシア保全トラスト

欧州連合 2030年生物多様性戦略 2030年までに少なくとも30%を保護、
そのうち10%を厳正保護区とする。 資金供与を倍増

アメリカ 国内・海外気候危機対策に 
関する行政命令

2030年までにアメリカの陸域および水
域の少なくとも30%を保全する。 気候ファイナンス計画

ノルウェー 海洋パネル

2030年までに海洋の30%を保護す
る世界目標を支持する。世界で2025
年までに持続可能な海洋計画に従い
国家管轄権内の海洋を100%持続
可能な形で管理する。

公共資金の持続可能な海洋 
経済への投資支援

イギリス グローバル・オーシャン・ 
アライアンス

イギリスは世界の海洋の30%の保護
を実現するために、イギリス本国および
海外領土を含め、自国においてもこの
30%保護区の実現を目指す。

5億ポンドのブルー・プラネット 
基金の創設

フランス 自然と人のためのハイ・ 
アンビション・コアリッション

2030年までに地球の少なくとも30%
を保護する。その実現を図るために
2022年にはフランスの管轄海域で少
なくとも30%の海洋保護区の設定を図
る。

プロジェクト型資金供与から依拠
できる長期的資金供与への転換

モナコ財団 モナコ・ブルー・イニシアチブ 2030年までに30%の海洋を保全す
る。 ---

アズール財団他 ライズ・アップ 2030年までに海洋の30%を保護す
る。

投資促進のための資金の流れの
変更、革新的ファイナンス・保険商
品の創出、

コンサベーション・ 
インターナショナル他 ブルー・ネイチャー・アライアンス 2030年までに国際社会が30%の海

洋保全を実現する。 ---

オーシャン・ユナイト オーシャン・ユナイト
2030年までに海洋の少なくとも30%を
高度に保護し、海洋の回復力（レジリ
アンス）を高める。

海洋の健全性と回復力の構築に
資金を供与する

各団体公開情報より著者作成。文献については各取り組み紹介の箇所に記載。太字で着眼点を著者が強調。

3.1　セーシェルにおける MPA の設定
　海洋に関する国際会議において、MPA設定に関し最も先進的な取り組みを推進する途上国として頻繁
に取り上げられるのがアフリカ大陸東部のインド洋に位置するセーシェルである 20。過去、セーシェル政府
は観光業を推進する一方で、社会主義的政策を推し進め、手厚い社会福祉やインフラ投資などによる財
政支出により債務が累積し、2008年末には、債務残高が 8億ドル、GDPの 87%に達し、そのうちの
42%にあたる 3億 3300万ドルが返済不能となり、国家財政破綻に直面した 21。
　2009年、パリクラブ（債権国）がこの債務の 45%を帳消しにし、残り55%を 5年の猶予期間とその
後の 18年の期間で返済するとの債務救済計画に合意した。
　2015年にセーシェル政府は、領海・EEZの 3分の 1をMPAとするとの方針を明らかにし、国際自然
保護 NGOであるネイチャー・コンサーバンシー（TNC）と海洋保護のための債務交換（スワップ）プログ
ラムを開始した 22。具体的には、TNCが内部にネイチャー・ベスト（Nature Vest）というインパクト投資
（社会課題解決型投資）の部署を設置し、ネイチャー・ベストは民間金融市場で 1,520万ドルの資金を調
達した。その上更に、ネイチャー・ベストは、オーシャン 5という別の自然保護を推進する財団グループか
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ら 500万ドルの寄付を得て総額 2,020万ドルを確保した。一方で、パリクラブ債権国がセーシェル政府に
対して有する 2,160万ドルの債権をセーシェル政府に 6.5％の割引率の値段となる 2,020万ドルで買い取
らせた 23。同時期、この債務救済と自然保護のための資金管理を行う団体として「セーシェル保全・気
候適応トラスト（SeyCCAT）」が新たに設立され、この SeyCATTに対し、セーシェル政府は 10年間に
渡って 3%の利子で 1,520万ドルにNature Vestに返済する第 1約束手形と自然保護と将来の基金の
原資創設のために 640万ドルを支払う第 2約束手形を発行させた。この取引により、SeyCATTは「ブ
ルー・グラント基金（BGF）」を通じて 160万ドルの資金を気候変動適応策の支援として沿岸環境やサン
ゴ礁保全およびマングローブの管理の改善活動に提供している 24。
　2018年、世界銀行は海洋保全活動に特化した世界初の国債となるセーシェル政府による「ブルーボン
ド」の発行を支援した。総額 1500万ドルとなる国債発行に対し、5百万ドルを世界銀行が債務保証し、
これに併せて世界環境ファシリティ（GEF）が 5百万ドルの低利融資を行った。これにより、セーシェル政
府の利払い率が 6.5％から 2.8%に減少し、投資家の投資リスク軽減に寄与した。国債で確保された資
金は、ブルーエコノミー推進に向け、流通における水産物の品質保持・改善、観光利用を可能にする漁
船の改修、養殖業の改善、海洋保全や海洋空間計画の改善などの活動に活用されている 25。2020年
3月 26日、ダニー・フォール セーシェル大統領は新たに 41万 km2におよぶ海洋区域をMPAとする法令
に署名し、セーシェルのMPAはEEZの 30%に達したと発表すると共に、ブルーエコノミー推進等を進め
ていく姿勢を強調した（図 3）26。

3.2　セーシェルにおける MPA 設定に見られる重要な側面
　2020年 3月に設置が発表されたMPAの生態学的な効果を分析するには時期尚早であるが、隣国
モーリシャスやマダガスカルとの比較を通じて、ここでその意義を考察する。
　3か国は、ほぼ同等の領海・EEZを有するが、陸域面積はセーシェルが最も少なく、人口も約 10万人
と最小となっている（表 8）。一方、一人当たりのGDPは 2万 9千ドルと最も高く、1日 1.9ドル以下の収
入の人口の割合は、1.1％となっており、小さい人口で比較的高い所得水準を維持している。観光業は小
規模ながらも主要産業と位置付けられる一方、漁獲量は限定的である。こうした状況からすると、MPA設
定において、漁業者との調整は比較的容易であった可能性がある。国内利害調整や合意形成は更に分
析が必要である。

図 3　セーシェルの EEZ境界線と MPA
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表 8　西インド洋 3か国の概況および MPAと漁業の現状

総人口 
百万人, 
2019年

国内総生
産 GDP, 

2017 PPP, 
10億ドル, 
2019年

一人当た
りのGDP  

2017 
PPP ドル, 
2019年

1日PPP1.9
ドル以下
の収入の
人口の割
合 

2008-
2018年

人間開発
指標

陸域 
面積 

(km2)

領海・EEZ 
面積

(km2)

海洋 
保護区 
面積 

(km2)

領海・EEZ 
に占める 
海洋保護
区の割合
（%）

漁獲量 
(トン, 2018
年)

観光客 
(千人, 

2018年)

観光収入 
(2017年, 
 百万ドル)

マダガスカル 27 44.4 1,646 77.6 0.528 594,719 1,205,825 11,018 0.91 10,334 257 671 

モーリシャス 1.3 29.1 22,989 0.2 0.804 2,062 1,280,068 50 0 2,066 1,399 1,748 

セーシェル 0.1 2.8 29,056 1.1 0.796 487 1,340,839 439,997 32.82 0 362 483 

UNDP Human Development Report (2020）http://hdr.undp.org/en/data
Protected Planet https://www.protectedplanet.net
FAO FishStatJ http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en より著者作成
上記の3つのURLは2021年10月31日参照 

3.3　生物圏保護の評価とセーシェルの進捗報告
　ここで先の 2.3で議論した 2030年 30%目標を支える科学的知見で用いられている生物圏保護の評
価基準に対して、セーシェルが 2020年に生物多様性条約事務局に提出した第 6次国別報告書の内容
を分析してみる。セーシェルでは生物多様性保全のための各種施策が実施されているものの、生息地の
連携性の確保や魚類・海洋生物枯渇の回避などについての施策の効果にまでは言及がない（表 9）。
国別報告書作成のガイドラインは、愛知目標に沿ったものとなっているが、生物圏保護の評価基準との対
応関係が明確ではない 27。モニタリング結果の報告を国別報告作成に盛り込む更なる工夫が望まれる。

表 9　生物圏保護の評価基準とセーシェル 2020年第 6次生物多様性国別報告書の概要
番号 項目 頁 概要

1 生物多様性保全 19

2014年漁業法による共同管理の許容。海洋空間計画の作成。
ブルー・エコノミー・ロードマップの作成。革新的・新規資金供与
制度の創設作業。漁獲量・漁獲管理・生態系の状況は劣化傾
向。

2 生息地の連結性の確保 184
陸域保護区は47%を達成。海洋保護区は15%を達成し、追加
的な15%の計画を2020年までに実現予定。海洋空間計画や
革新的資金供与制度により取り組みを推進。

3 魚類・海洋生物枯渇の回避 247, 20

補助金供与による漁業活動の増大が漁業資源量を減少させ
ている。乱獲により底魚が枯渇の危機になる。零細漁民が受け
ている燃料・凍氷補助金の撤廃を検討。IUU漁業者の所有者
の補助金・優遇措置からの排除。漁業法による底引き網の禁
止。

4
漁業がもたらすの生物進化の 
影響の緩和 51, 75, 143, 197, 205  

進化論的・形態学的に固有な生物圏、陸上生物・植物相・内水
の進化論的歴史

5 漁業資源の保全 --- 1, 3と同趣旨

6
多様なステークホルダーの 
便益確保 11, 12,  187,　247, 253

アクセス・便益共有政策の立案。地域流水域委員会の女性の
参加。女性の漁業参加は限定的。名古屋議定書の締結。環
境・エネルギー・気候変動省（MEECC）内で遺伝資源アクセス
への承認手続きに関し女性が主導的役割。遺伝子資源アクセ
スについては特段の不均等の検知なし。

セーシェル2020年第6次生物多様性国別報告書 ttps://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/sc-nr-06-en.pdf （2021年10月31日参照）より著

者作成



53

日本海洋政策学会誌　第11号

4．展望と課題
　2030年の生物多様性保全目標の設定は、陸域および海域を含め少なくとも30%を保全すべきとの提
案を中心に主要国や関係団体が取り組みを強化している。それに加えた国内・国際的制度設計が今後
重要となる。
　また、我が国においても、領海・EEZ内のMPAの割合の更なる引き上げに繋がる戦略の議論や取り
組みを推進する必要がある。環境保全や持続可能性を経済や外交政策の基盤と位置付け意思決定を可
能にする制度も強化していかなければならない。
　セーシェルの事例は特有の成功要因が見られるものの、制度設計および国際団体や民間投資銀行など
との連携などについては学ぶべき点がある。汎用性・応用性がある有効な革新的資金供与制度の模索
は重要な課題である。
　MPAの構築とその便益共有のあり方の改善に向けては、国際協力が重要であり、研究機関やNGO

等が連携して国際的に最適なMPAの構築、運用に向けた協力を進めていくことが重要である。

1 コロナ禍での交渉の遅れにより、最終合意を 2022年 5月の再開会合まで持ち越す案が示唆されている。共同通信（2021）「多
様性目標採択 10月は見送り」2021年 7月 11日 https://nordot.app/788958163280461824?c=302675738515047521 (2021
年 8月 10日参照 )。

2 United Nations General Assembly (UNGA). 66/288. The future we want. 11 September 2012, para. 177, p. 34. http://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288 (2021年 4月 26日参照 ).

3 United Nations (2015) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1, para. 
14.2, p. 23. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (2021年 4月 26日参照 ).

4 Protected Planet. Marine Protected Areas. https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/marine-protected-
areas (2021年 4月 26日参照 ).

5 環境省（2020）「沖合海底自然環境保全地域の指定について」令和 2年 12月 3日 http://www.env.go.jp/press/108741.
html (2021年 4月 27日参照 )。

6 成魚の漁獲を継続することで、世代交代を重ねる中で、魚類の小型化、回遊パターンの変更、成魚となる期間の変化など生物進
化上の影響が指摘されている。Hard, J.J. et al.  (2008) Evolutionary consequences of fishing and their implications for 
salmon. Evolutionary Applications , pp. 338-408. Miethe, T. et al.  （2010） Marine reserves and the evolutionary 
effects of fishing on size at maturation. Journal of Marine Science , 67, pp. 413-425. 

7 O‘Leary, et al.  (2016) Effective Coverage Targets for Ocean Protection, A journal of the Society for Conservation 
Biology . https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/conl.12247 (2021年 4月 27日参照 ).

8 Woodley, S. et al.  (2019) A Review of Evidence for Area-based Conservation Targets for the Post -2020 Global 
Biodiversity Framework. Parks , Vol.25, pp. 31-46. 

9 Micronesia Challenge (2020) Micronesia Challenge Evaluation. https://drive.google.com/file/d/1e503p9takhxTRRH7
6oD6Gdri7AYhsbNA/view (2020年 4月 28日参照 ).

10 European Commission (2020) EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives. https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
(2021年 4月 29日参照 ).

11 Halleux, V (2021) EU Biodiversity Strategy to 2030. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-
european-green-deal/file-new-eu-biodiversity-strategy (2021年 4月 29日参照 ).

12 White House (2021) Remarks by President Biden in Address to a Joint Session of Congress. April 29, 2021. https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/29/remarks-by-president-biden-in-address-to-a-
joint-session-of-congress/ (2021年 4月 30日参照 ).

13 White House (2021) Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. January 27, 2021. https://
www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-
at-home-and-abroad/ (2021年 4月 30日参照 ).
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14 High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel, 2020) Transformation for a Sustainable Ocean 
Economy. https://www.oceanpanel.org/ocean-action/files/transformations-sustainable-ocean-economy-eng.pdf 
（2021年 4月 30日参照） 日本語版は「持続可能な海洋経済のための変革」https://oceanpanel.org/ocean-action/files/
transformations-sustainable-ocean-economy-jpn.pdf (2021年 4月 30日参照 ). 

15 笹川平和財団海洋政策研究所（2020）「開催報告 国際ウェビナー 持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル政策
提言―持続可能な海洋経済と国際連携推進に向けて」https://www.spf.org/index.php?prev=1&d=opri&c=news
&p=20201211.html （2021年 4月 30日参照） 菅義偉（2021）「持続可能な海洋経済と国際連携に向けて~国際ウェビナービ
デオメッセージ」笹川平左財団海洋政策研究所 Ocean Newsletter 第 490号 https://www.spf.org/opri/newsletter/490_1.
html?latest=1 （2021年 4月 30日参照） 外務省（2020）「持続可能な海洋経済の構築に向けたハイレベル・パネル 首脳文書
の国内発表イベントにおける菅総理大臣のビデオメッセージ」https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page6_000484.html （2021
年 4月 30日参照） 国際ウェビナーは笹川平和財団ユーチューブ・チャンネル https://www.youtube.com/watch?v=zpOEnYJoR
1s&feature=youtu.be にて録画視聴が可能。

16 Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science and Marine Management Organisation (2017) Introducing 
the Blue Belt Programme. https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2021/04/27_OCT_Introducing_
Blue_Belt_FINAL-_updated1-002.pdf  (2021年 5月 30日参照 ).

17 Department for environment, Food & Rural Affairs (2019) Marine Strategy Part One: UK updated assessment and 
Good Environmental Status. 本海洋戦略は、2012年に発表された海洋戦略を発展させたものとなっている。https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921262/marine-strategy-part1-
october19.pdf (2021年 4月 30日参照 ).

18 Gov.UK (イギリス政府、2020) Prime Minister’s speech at the UN High-Level summit on biodiversity: 30 September 
2020. https://www.gov.uk/government/speeches/preserving-global-biodiversity (2021年 4月 30日参照 ).

19 Ministry of European and Foreign Affairs (2021) One Planet Summit – Commitments to act in favor of biodiversity. 
12 January 2021. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/climate-and-environment/the-one-planet-
movement/article/one-planet-summit-commitments-to-act-in-favor-of-biodiversity-12-jan-2021 (2021年 4月 30日参
照 ).

20 IPS News (2018) Seychelles Issues World’s First Blue Bond to Fund Fisheries Projects. http://www.ipsnews.net/
blueeconomy2018/portfolio/seychelles-issues-worlds-first-blue-bond-to-fund-fisheries-projects/ (2021年 5月 1日参
照 ).

21 Rojid, S. et al.  (2013) Seychelles: How Classic Policies Restored Sustainability. World Bank, p. 21. https://www.
worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Seychelles/sc-how-classic-policies-restored-sustainability.
pdf (2021年 5月 1日参照 ). 

22 Blended Finance Task Force (2020) Seychelles Debt Swap, p. 1. https://www.blendedfinance.earth/sustainability-
linked-debt/2020/11/16/seychelles-debt-swap (2021年 5月 1日参照 ).

23 Nature Vest (2020) Investing in Nature https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/NatureVest-
2020-Impact-Report.pdf (2021年 5月 2日参照 ).

24 Blended Finance Task Force, op.cit., p. 1 (note 50).

25 World Bank (2018) Seychelles Achieves World First with Sovereign Blue Bond. https://www.worldbank.org/en/news/
feature/2018/10/29/seychelles-achieves-world-first-with-sovereign-blue-bond (2021年 5月 2日参照 ).

26 State House, Seychelles (2020) Seychelles Designates 30% of its EEZ as Marine Protected Area. https://www.
statehouse.gov.sc/news/4787/seychelles-designates-30-of-its-eez-as-marine-protected-area (2021 年 5月 1日参照 ). 
State House, Seychelles (2020) Speech by President Danny Faure on the occasion of 30% of Seychelles’ EEZ 
Designated as Marine Protected Area. https://www.statehouse.gov.sc/speeches/4786/speech-by-president-danny-
faure-on-the-occasion-of-30-of-seychelles-eez-designated-as-marine-protected-area-26-march-2020 (2021年 5月 1
日参照 ).

27 Convention on Biological Diversity (2016) Decision XIII/27 National Reporting. https://www.cbd.int/doc/decisions/
cop-13/cop-13-dec-27-en.pdf (2021年 5月 2日参照 ).
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国家管轄権外区域の海洋生物多様性の 
保全と持続可能な利用に関する新協定策定に向けた

国連における交渉過程の分析と展望  
－ 能力構築及び海洋技術移転の議論を中心に

Toward Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of 
Areas Beyond National Jurisdiction: 

Analysis and Prospects for Negotiation Process at the United Nations with a 
Focus on Capacity Building and the Transfer of Marine Technology

前川　美湖1 、藤井　巌1

Miko Maekawa1, Iwao Fujii1

1 公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所／The Ocean Policy Research Institute of the Sasakwa Peace Foundation

原稿受付日：2021年5月6日、受理日：2021年9月20日

広大な海洋は人間活動により影響を受けており、世界の海の約六割を占める「公海」における海洋生態

系や生物種の保全と持続可能な利用について、既存の国際法の枠組みでは明確な規律が欠如している。

その認識に立ち、国連海洋法条約（UNCLOS）のもと「国家管轄権外区域の海洋生物多様性」の保全

と持続可能な利用について、新しい法的拘束力を有する文書（実施協定）を策定するため、国連におい

て正式な交渉が開始した。この政府間会議では、海洋遺伝資源（利益配分の問題を含む）、区域型管

理ツール（海洋保護区を含む）、環境影響評価、能力構築・海洋技術移転の 4点について議論がなさ

れている。多くの先進国は、「公海自由の原則」に依拠し、公海や深海底の生物資源の自由な利用を主

張しているのに対し、開発途上国はいわゆる「人類の共同財産の原則」に基づき、特に海洋遺伝資源か

ら得られる利益についても人類全体で管理配分するべきとの立場を取っており、多くの論点で各国の主

張は対立している。本稿では、BBNJに関する国連加盟国の主要な立場と論点を整理し、特に能力構

築・海洋技術移転に着目し今後の交渉の課題と展望を提示する。

キーワード：BBNJ、UNCLOS、能力構築、海洋技術移転

A�vast�area�of�the�ocean�is�being�affected�by�a�variety�of�human�activities.�However,�existing�frameworks�of�
international�laws�lack�clear�rules�for�the�conservation�and�sustainable�use�of�marine�ecosystems�and�
species�in�the�high�seas,�which�account�for�about�66%�of�the�world’s�oceans.�Having�recognized�this�issue,�
formal�negotiations�have�begun�at�the�United�Nations�to�develop�a�new�legally�binding�instrument�
(implementation�agreement)�under�the�United�Nations�Convention�on�the�Law�of�the�Sea�(UNCLOS),�which�
is�also�known�as�a�constitution�of�the�ocean.�In�order�to�develop�a�new�agreement�on�the�conservation�and�
sustainable�use�of�marine�biological�diversity�of�areas�beyond�national�jurisdiction�(BBNJ),�three�sessions�of�
the�Intergovernmental�Conference�have�been�convened�so�far�pursuant�to�UN�Resolution�adopted�by�the�
UN�General�Assembly�in�2017,�with�the�fourth�session�postponed.�The�Intergovernmental�Conference�is�
discussing�four�elements:�marine�genetic�resources,�including�the�sharing�of�benefits;�area-based�
management�tools,�including�marine�protected�areas;�environmental�impact�assessments;�and�capacity�
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解説

１．はじめに
公海は、いずれの国家も管轄権を行使することができない「国家管轄権外区域」（Areas Beyond 

National Jurisdiction: ABNJ）であると同時に、グローバル・コモンズの認識のもと、全ての国家に等し
く解放された海域である 1。しかし、公海に存在する豊かな海洋生物資源、特に深海底の遺伝資源に関
する法的位置づけ等を対象とした取決めは未だ不明瞭である 2。また、公海の海洋生物多様性の保全と
いう観点からも、海の憲法ともいわれる「海洋法に関する国際連合条約」（United Nations 

Convention on the Law of the Sea: UNCLOS）を含む既存の枠組は不十分とされている 3。例えば、
UNCLOS第 192条は「いずれの国も、海洋環境を保護し及び保全する義務を有する」と規定しているも
のの、公海における具体的な海洋保全の取組みは部分的に留まる 4。しかし、2019年に発表された
「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム」（IPBES）による報告書は
最新の科学的知見をもとに、「生物多様性の減少は公海域を含め全球的にかつてないほど進んでおり、
その保全には革新的変化が求められる」と警鐘を鳴らしている 5。したがって、これらの制度的なギャップ
あるいは欠缺を補完することは、海洋生物多様性を保全し、持続的に利用するために必要不可欠である
と同時に、国連持続可能な開発目標（SDG）の「海の豊かさを守ろう」（SDG14）を達成するうえでの鍵
となる 6。
国家管轄権外区域の海洋生物多様性（Marine Biological Diversity of Areas Beyond National 

Jurisdiction: BBNJ）の保全と持続可能な利用をめぐる議論は 2004年の国連総会以降、国連の場で
長年にわたり実施されてきた。現在の政府間で議論されている「BBNJの保全と持続可能な利用に関す
る協定」（以下、BBNJ新協定という）の草案は、その目的を「UNCLOS関連規定の効果的な実施とさ
らなる国際協力と調整を通じて、BBNJの長期的な保全と持続可能な利用を確約すること」7としている。
本協定の交渉では、国家管轄権外区域である公海及び深海底の海洋生物多様性に関連して 4つの主
要なテーマについて議論が進められている。これらは、① 海洋遺伝資源（Marine Genetic 

Resources: MGRs）（利益配分の問題を含む）、② 区域型管理ツール（Area Based Management 

Tools: ABMTs）（海洋保護区を含む）、③ 環境影響評価（Environmental Impact Assessment: 

EIA）、 ④ 能 力 構 築 及 び 海 洋 技 術 移 転（Capacity Building and the transfer of marine 

technology: CB&TT）である。本協定が成立すれば、1995年に採択された国連公海漁業協定に続く
UNCLOSにおける 3つ目の実施協定となり8、四半期ぶりのUNCLOSの改訂となる。しかし、BBNJ新
協定の内容について未だ政府間の意見はまとまっておらず、多くの論点について根本的な合意は確立して

building�and�the�transfer�of�marine�technology.�Conflicting�views�still�persist�among�the�participating�states.�
Many�developed�countries�insist�on�the�free�use�of�biological�resources�in�the�high�seas�and�the�deep�
seafloor�(the�Area),�citing�the�concept�of�“the�freedom�of�the�high�seas.”�In�contrast,�developing�countries�
have�taken�the�position�that�the�benefits�of�marine�genetic�resources,�in�particular,�should�be�managed�and�
distributed�across�mankind�based�on�the�principle�of�“the�common�heritage�of�mankind.”�This�paper�
examines�the�major�positions�of�the�UN�member�states�on�the�BBNJ�agenda,�presents�the�challenges�and�
prospects�for�future�negotiations,�and�examines�the�interface�between�UNCLOS�implementation�and�
sustainable�development,�with�a�focus�on�capacity�building�and�the�transfer�of�marine�technology

Key�words:��BBNJ,�UNCLOS,�capacity�building,�marine�technology�transfer
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いない 9。そのため、本交渉がさらに長期化することは必至というのが、多くの加盟国の見方である 10。
本稿はこれまでの 16年におよぶ協議を振り返り、その到達点及び課題、ボトルネックとなっている論点に

ついて整理したうえで、特に能力構築及び海洋技術移転（CB&TT）に関する考察を加えることにより、
合意のための道筋を探るための材料を示すことを目的とする。とりわけ 2016年の準備委員会設立以降、
現在の政府間会議までの交渉過程では、BBNJ新協定成立に向けた動きがより加速化したことから、直
近 5年間の議論の内容に焦点を当てることとする。また、CB&TTに関する議論は、BBNJの他の 3つ
のテーマにそれぞれ関連し、BBNJ新協定の効果的な適用には、各国の海洋科学の実施等に関する能
力構築あるいは開発が不可欠であるとされている 11。なお、本項におけるBBNJ新協定の交渉過程に関
連する記述は、筆者が BBNJ関連会議に参加した際に、各国の発言を記録したノートを基に、政府間会
議の議長声明の文書 12等を参照しながら取りまとめた。
本稿では、まずBBNJ新協定の制定に向けた交渉の流れについて解説し、BBNJのCB&TTの議論に

おける課題の抽出を行い、最後に海洋分野における能力構築の現状とBBNJへの応用について論じる。

2. BBNJ 新協定の制定に向けた交渉のこれまでの流れ
2.1　BBNJ 政府間会議に至るまでの経緯

BBNJの保全と持続可能な利用については、UNCLOSや生物多様性条約（CBD）等の既存の国際
法の枠組では明確な規律がない 13,14。これに対して国際自然保護連合（IUCN）は、1995年に開催され
たCBDの第 1回科学技術補助機関会合（SBSTTA1）に提出した報告書を通して、特に深海底の遺伝
資源へのアクセスに関する法的位置づけに関して、問題提起を行った 15。その後 CBD事務局は国連法務
部海事海洋法課（DOALOS）との共同研究を実施し、深海底の遺伝資源の保全と持続可能な利用に関
するCBDとUNCLOSの関係に関して、2003年の SBSTTA8において研究報告書を提出した 16。本研究
報告書では、UNCLOSのもと「人類の共同財産」の原則を深海底の遺伝資源に適用すること、あるい
はCBDのもと、その枠組みの適用対象としてABNJの遺伝資源を追加することが推奨された 17。本研究
を受けて 2004年に開催されたCBDの第 7回締約国会議（COP7）は、国連総会に対して当該問題に
関するさらなる検討を要請した 18。これ以降は国連総会のもと設置されたUNCLOS関連フォーラムへと議
論の場が移されることとなった 19。
かかる状況において、BBNJの保全と持続可能な利用を包括的に議論するための国連総会非公式公
開特別作業部会が、2004年の国連総会決議により設置された 20。当初の議論の争点はUNCLOSの枠
組内で新しい実施協定を策定するか否かに置かれた 21。本議論に上った意見は、主に「人類の共同財
産」の原則に則り深海底の生物資源を管理すべとし新協定を求める見解（主に開発途上国）、公海の海
洋生物多様性の保全そのものを強化すべきとし新協定を求める見解（主に欧州連合＜EU＞）、そもそも
海洋遺伝資源には公海自由の原則が適用されるべきとし新協定策定に反対の見解（一部の先進国）に
分類される 22。しかし、2011年に開催された第 4回 BBNJ作業部会以降、新協定策定に向けた動きが
加速した。特に、2012年に開催された国連持続可能な開発会議（リオ＋20）の成果文書では、BBNJ

の重要性が改めて認識され、国連総会第 69会期末（2015年開催）までにUNCLOSの下で国際文書
を策定するか否かを決定することが求められた 23。なお、本作業部会は 2006年から 2015年までに計 9

回開催された。
その後、2015年の国連総会決議 69/292により準備委員会が設置され 24、2016年から 2017年まで
計 4回の BBNJ準備委員会が開催された。これら 4回の議論においては、引続き深海底の生物資源に
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適用すべき概念（人類の共同財産の原則または公海自由の原則）に関する議論を中心に、各国の見解
に隔たりが見られた。BBNJ準備委員会の議論の結果を受け、2017年の国連総会決議 72/249では、
2018年から 2020年まで計 4回の政府間会議（Intergovernmental Conference: IGC）開催が決定
された 25。IGCにおいて、BBNJ準備委員会の勧告を検討し、可能な限り早期に文書を作成することを
念頭に、BBNJの保全と持続可能な利用に関する国連海洋法条約に基づく国際的な法的拘束力のある
文書のテキストを精緻化することとなった。2020年 8月時点で、IGC3まで終了しているが、2020年開
催予定であった IGC4は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期された 26。IGC4の開催時期は、
2022年の可能な限り早い時期、できれば当該年の上半期とされている 27。

条約草案の要素及び政府間会合の
開催に関する早期の決定を勧告

2004年～2015年：
　国連総会非公式公開特別
　作業部会（9回開催）

2015年6月：第69回国連総会にて準備委員会の開催を決定（国連総会決議69/292 ）
　テーマ：
　①海洋遺伝資源（利益配分に関する問題を含む） ③環境影響評価
　②区域型管理ツール（海洋保護区を含む） ④能力構築及び海洋技術移転

準備委員会
　第1会期：2016年3月-4月 第3会期：2017年3月-4月
　第2会期：2016年8月-9月 第4会期：2017年7月

2017年12月：第72回国連総会にて政府間会議の開催を決定（国連総会決議72/249 ）

2018年4月：BBNJ政府間会議（IGC）の組織的事項を取り決める会合
2018年9月：第1回BBNJ政府間会議 2019年3-4月：第2回BBNJ政府間会議
2019年8月：第3回BBNJ政府間会議 2020年3-4月：第4回BBNJ政府間会議・延期

2012年：国連持続可能な開発会議（リオ+20）
「第69回国連総会終了までに国連海洋法条約の下で
国際文書を作成する決定」等を成果文書に明記

図 1. 国家管轄権外区域の海洋生物多様性（BBNJ）交渉の流れ
（国連総会決議などをもとに筆者作成）

2.2　国連における能力構築及び海洋技術移転（CB&TT）の取り扱い
まず、UNCLOSを含めて国連での海洋分野におけるCB&TTに関する議論を振り返りたい。1967年
の第 3次国連海洋法会議において、「国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底を人類の共同の財産
の一部であると宣言しよう」というアルビド・パルド大使によるマルタ提案が提起され、同時に先進国が海底
の開発で支配的立場に立つのを回避するため海洋技術の移転が議題に上げられた。その後、継続的に
本テーマが議題に上り、1982年のUNCLOS採択時に、本条約の第 14部として、本テーマが取り込ま
れた。UNCLOSは、第 14部「海洋技術の発展及び移転」第 266条において、「いずれの国も、開発
途上国の社会的及び経済的開発を促進することを目的として、（中略）海洋科学及び海洋技術の分野に
おいて、技術援助を必要とし及び要請することのある国（特に開発途上国（内陸国及び地理的不利国
を含む。））の能力の向上を促進する。」と規定していえる。本条文が取り込まれた背景には、当時の海洋
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技術はごく限られた国でしか開発されていなかったため、UNCLOSの宣言原則に含まれる約束を効果的
なものにするためには、世界の他の国に「公正かつ衡平な条件」で海洋技術を迅速に移転する過程を確
立し、かつ推進することが必要であるという考えがあった 28。この約束とはすなわち、国の管轄権の及ぶ
区域の境界の外の海底及びその下と定義される「深海底」の探査及びその資源の開発は、国の地理的
位置にかかわりなく、人類全体の利益のために、かつ、開発途上国の利益及びニーズを特に考慮して、
実施されなければならないという考え方を指す。
「能力構築」（Capacity Building）の概念は時代とともに発展したが、UNCLOSでは、能力構築の
明確な定義は示されていない。しかし、能力構築は、海洋技術移転を含むより広い概念であると捉えられ
ている。一方、開発の文脈では個人や組織の能力を主な対象とする能力構築から、さらに制度や政策の
整備をも含む「能力開発」（Capacity Development）へと発展している。国連開発計画（UNDP）は、
能力開発を「個人、組織、制度や社会が個別にあるいは集合的にその役割を果たすことを通じて、問題
を解決し、また目標を設定してそれを達成していく能力の発展プロセス」（1998）と定義している 29。さら
に、UNDPは、能力構築は「支援対象者・国にもともと能力がなく、ゼロから能力を構築していく」という
前提があること、一方で能力開発は「支援対象者・国がもともと有する能力をさらに発展させていく」とい
う概念が前提となっていることを指摘している 30。また、国際協力機構（JICA）は能力開発を「途上国の
課題対処能力が、個人、組織、社会などの複数のレベルの総体として向上していくプロセス」であると定
義している 31。
また、海洋技術及び海洋技術移転の定義についても、UNCLOSでは明確な規定はない。そのため、

2005年には、海洋技術の発展及び移転を促進する目的で、「海洋技術の移転に関する IOC基準・ガイ
ドライン」が、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）専門家諮問委員会により公表された。当ガイドライン
は、海洋技術を「海洋及び沿岸域の自然及び資源に関する研究及び理解の向上を目的として、知識を
生出しかつ利用するために必要な器具、設備、船、過程及び方法論のこと」と明記している。また、その
具体的内容を（a）海洋科学及び関連する海洋活動並びに役務に関する、ユーザーに使いやすい形態
の情報及びデータ、（b）手引書、ガイドライン、基準、参考資料、（c）標本及び分析機器、（d）観測施
設及び機器、（e）現場及び研究室での観測、分析及び実験のための機器、（f）コンピュータ及びコン
ピュータソフトウェア、（g）海洋の科学的調査及び観測に関連する専門知識、知見、技能、技術的・科
学的・法律的ノウハウ並びに分析方法、と規定している。IOCは技術移転の仲介役を担い、そのための
申請用紙や窓口を用意したものの、実際には海洋技術移転の取組みはなかなか進まなかった。

2014年の国連総会「海洋と海洋法に関する決議」（69/245）では、国家、特に発展途上国が条約
（UNCLOS）を実施し、海洋と海の持続可能な開発から利益を享受できることができるようにするために、
能力構築や海洋技術の移転を含む協力が不可欠であることが改めて強調された。また、途上国、特に
後発開発途上国、小島嶼開発途上国、アフリカ沿岸国が、条約（UNCLOS）を実施し、海洋の持続可
能な開発から利益を享受できるようにするとともに、海洋と海洋法の問題を扱う世界的、地域的なフォーラ
ムやプロセスに十分に参加できるようにするべきことが指摘された 32。そして、この方向性は 2015年に採
択された持続可能な開発目標（SDGs）として統合された。

2.3　BBNJ 交渉における能力構築及び海洋技術移転の位置付け
能力構築及び海洋技術移転（CB&TT）は、前述の通りUNCLOS 第 14 部やその他の関連する条文

において、努力義務または一般的な国際協力義務として既に定められている要素である（第 143条 3
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項、第 144 条、第 243 条、第 244 条、第 266 条、第 273 条、第 276 条等）33。そして、CB&TT

については、上記の BBNJ主要テーマであるMGRs、ABMTs及び EIAに関する取り決めの実効性にも
関わる分野横断的テーマであり、かつUNCLOSの衡平性を追求する観点からも重要な論点であることが
多くの国連加盟国、特に開発途上国により指摘されている。CB&TTが、UNCLOSと持続可能な開発の
結節点になるとの見方もある。CB&TTの交渉の行方が BBNJ交渉の妥結の鍵を握っている側面も強い。
かねてより開発途上国側からはUNCLOSの海洋技術移転の実施がなかなか進まないことに対する不満が
ある。そして、BBNJにおける利益配分の問題を解決するために、非金銭的利益配分の対象として、海
洋分野での能力構築プログラムが検討されている。ただ、既存の海洋関係の能力構築プログラムに関す
る具体的な情報や到達点に関する情報が不足していることも交渉をより困難にしている。そして、開発途
上国側は、先進国が ABMTsやEIAなどに関するCB&TTを支援するのであれば、それと引き換えに、
MGRsの開発や海洋科学調査をある程度自由に行うことを容認する姿勢を示し、ある種の「取引」になっ
ている側面もある。実態としては、条約案の交渉の過程で、CB&TTの対象範囲や条件についても依然、
見解の相違点が多く残っている。

2.4　BBNJ 準備委員会の成果
本項では、準備委員会における議論の進展について述べる。本準備委員会は、UNCLOSの下で実

施されているBBNJに関する議論において、2015年に採択された国連総会決議 69/292を受けて、計 4

回実施された（2016年～2017年）。同決議において、準備委員会は、政府間会議を開催するに先立
ち、BBNJの保全及び持続可能な利用に関する問題を検討するための非公式作業部会の作業や、共同
議長による様々な報告を考慮した上で、新協定の草稿の構成要素について、国際連合総会に対して実
体的な勧告を行う、とされた。BBNJ準備委員会第 1回会合は 2016年 3月下旬から 4月上旬まで開催
され、参加国からの一般演説や BBNJに関連する 4つのテーマ（要素）、すなわちMGRs、ABMTs、
EIA及び CB&TTについての各国の見解や立場が表明された。そして、後日、議長による総括文書が公
開された。同第 2回会合は 2016年 8月下旬から 9月上旬まで開催され、上記 4つのテーマに加え、
「分野横断的問題」についても非公式部会が立ち上がり、議論が行われた。さらに、「意見の収斂が見ら
れる領域」「更なる議論が必要な領域」という分類のもと、各国の立場が整理され、後日、議長による総
括文書が公開された。同第 3回会合は 2017年 3月下旬から 4月上旬まで開催され、MGRsに関わる
利益がどの段階から発生するのかを整理するための「段階的アプローチ」の提示や、CB&TTのテーマ
の下、情報交換を促進するためのクリアリングハウス機能の重要性や必要性について賛意が集まった。最
後の同第 4回会合は 2017年 7月中旬に開催され、事前に公開された議長素案をもとに、次に続く政府
間会議の開催時期についての表現や勧告案の文言調整が行われ、最終的にはコンセンサスによって、国
際的な法的拘束力のある文書の草案作成のための要素案が合意された。第 1回から第 4回の BBNJ

準備委員会の議論の成果について、テーマ毎に解説する。
（1）海洋遺伝資源（MGRs）（利益配分の問題を含む）

MGRsについて、その定義、アクセス、利益配分等に関する議論が行われた。MGRsの定義について
は、CBD第 2条及び名古屋議定書中の定義に必要な変更を加えたうえで規定する方法とする意見が大
勢を占めた。特に大きな争点になったのは、MGRsが「人類の共同財産」か否かという点であった。開
発途上国の多くは、MGRsが同原則に基づき扱われるべきと主張したのに対し、多くの先進国は反対の
立場をとった。例えば米国は、海洋遺伝資源は「公海自由の原則」で扱われる問題であり、すなわち深
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海底には含まれない 34、従って利益配分の対象にもならないとの主張を展開した。一方、開発途上国は、
UNCLOS及び同条約第 11部の実施協定の規定により、深海底は、「全ての沿岸国の大陸棚の外側に
あっていずれの国の管轄権も及ばない海底及びその下」と規定され、「人類の共同財産」として、深海底
における鉱物資源開発から得られる利益は国際的な利益配分の対象となっており、この原則を新協定にも
適用するべきとの見解を示した。他方で「人類の共同財産」と「公海自由の原則」は相互に排他的では
ないという見解も国連の地域グループとしては最大の「アフリカ諸国グループ」（Group of African 

States: GAFS）、通称アフリカグループ（African Group）から示された。MGRsの利益配分の形態とし
ては、金銭的なものと能力構築及び海洋技術移転、海洋科学調査の促進等に資する非金銭的なものが
議論された。また、本準備委員会は知的財産権について議論する場ではなく、世界知的所有権機関
（WIPO）や世界貿易機関（WTO）が本問題を扱うべきという見解も示された（スイス等）。
（2）区域型管理ツール（ABMTs）（海洋保護区を含む）

ABMTsについて、その定義、目的と原則、制度的枠組等について議論が展開された。開発途上国
（G77＋中国）は、ABMTsを用いた管理活動を調整する世界的な制度的仕組みを構築する必要性を訴
えたのに対して、先進国は現存の制度や機構を活かし、かつ科学的根拠に基づいたルールや判断を適
用すべきという発言が目立った。ABMTsについて、各国より予防原則、海洋保護区のネットワーク化、最
良の科学的知見の適用、公平性、近隣性、統合的アプローチ（複数の使途を管理するために海域全体
を統合的・総合的に管理する）等の原則やアプローチについておおむね賛意が集まった。ABMTsを用い
る際に、近隣諸国との協議が必要とされるか、いわゆる「隣接性の原則」（adjacency）という表現を用
いてインドネシア等の島嶼国が協議の必要性を主張したのに対して、反対の意向を示す国々があった。ま
た、ABMTsについては、本ツールを世界的に適用する場合の統治機構や意思決定の仕組みについて議
論が深まり、グローバル型、地域型、複合型アプローチの分類が提案された。グローバルなレベルで一元
的な管理を行うのか、既存の地域機関に依拠する分散統治型のシステムを導入するのか、またはその両
方の利点を取り入れた複合型が望ましいのかという視点で多くの参加国が各々の立場を表明した。

（3）環境影響評価（EIA）
EIAについて、EUやメキシコ、カリブ共同体（CARICOM）等により、UNCLOS第 206条、慣習国
際法、CBDへの言及が主張された。太平洋小島嶼開発途上国（P-SIDS）や CARICOMは、ABMTs

と同様に隣接国との協議義務を主張した。EIAのアプローチについて、G77＋中国は、その予防的性質
を強調した。アフリカグループは、戦略的環境アセスメント（Strategic Environmental Assessment: 

SEA）に言及し、「戦略的環境アセスメントに関するキエフ議定書」（2003年）の定義に基づき、SEAを
通じて初期段階で潜在的な累積影響に対処し、合意された基準に照らして代替案を評価することの重要
性を強調した。SEAは、一般的に計画案やプログラム案の環境上の影響を評価する仕組みで、EUや
P-SIDS等も累積的損害に備えて戦略的環境評価を提案したほか、セネガル等が越境環境影響評価へ
の言及を主張したが、日本やアメリカ、中国等はこれらの原則を適用することに慎重な姿勢を見せた。さら
に、G77＋中国は、EIAは開発途上国にとり簡便であるべき、特に小島嶼開発途上国（SIDS）に対して
はしかるべき技術的・資金的支援が必要であると主張した。

（4）能力構築及び海洋技術移転（CB&TT）
CB&TTについては、主に、共通のアプローチや実施のための制度・組織、資金について議論が行わ

れた。共通のアプローチに関してG77＋中国は、能力構築の対象となる国の主体性に基づき、包括的か
つ国の個別のニーズや優先的課題・関心に対応したものであるべきと主張した。多くの開発途上国からの
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参加国が UNCLOSの中でも最も実施が遅れている条項であるとの認識を示した。ネパールなどの内陸国
を含む多くの開発途上国は、能力構築を義務化することを提案した。G77＋中国は、特に SIDS等の特
定のニーズに呼応するよう能力構築を実施すべきことを主張した。CARICOMは、IOCの技術移転ガイド
ラインに言及し、既存の枠組を尊重し、それらの取組みを強化するかたちで能力構築を展開すべきと主張
した。EUは、国のオーナーシップ、ジェンダー平等、二国間及び多国間アプローチの有効な組合せが重
要であるとの立場をとった。独立した基金設置の必要性や資金拠出を義務化するか否かについて、先進
国と開発途上国との間で対立し、G77＋中国は、地球環境ファシリティ（GEF）等を例にとり、任意の拠
出金のみでは、能力構築の資金的課題を解決するのは難しいことを主張した。

2.5　政府間会議における議論
BBNJ準備委員会後に実施された 2017年の国連総会では、決議 72/249の採択により、計 4回の政
府間会議（IGC）の開催（2018年～2020年）が決定された。IGCは、BBNJ新協定の文書策定に向
けた本格的な政府間交渉となる。なお、本決議第 6項は、「政府間会議を経て得られる結果（新協定）
は、UNCLSOと完全に一貫性のあるものでなければならない」と明記している。各国は IGC1（2018年
9月上旬開催）及び IGC2（2019年 3月下旬から 4月上旬開催）において、参加国政府の様々な見解
をBBNJ新協定に反映させるべく、草案に盛込むべきあらゆる選択肢について議論を行った。その結果、
草案の骨子となる文章（Draft Text of an Agreement）35が完成し、IGC3（2019年 8月下旬開催）
では、この草案をもとに、政府間の協定文書そのものについての議論が行われた。各国の意見対立の構
造は、準備委員会会合とあまり大きな変化が見られない。IGCにおける交渉の内容と対立点について解
説する。

（1）海洋遺伝資源（MGRs）（利益配分の問題を含む）
本要素における議論の焦点は、MGRsの適用範囲、アクセス及び利益配分である。まず、適用範囲

について、深海底で発見されたMGRsに「人類の共同財産」の概念が適用されるべきか、または「公
海自由の原則」が適用されるべきかについて、多くの開発途上国は前者を支持し、遺伝資源を共同で管
理し同資源から得られる利益を公平に配分することを求めている。一方、多くの先進国は後者を支持し、
意見の相違は未だに根強く、一部の関係者の間では、IGC4年以降も交渉が続くのは避けられないとの
指摘もある 36。

MGRsへのアクセスに関して、海洋科学調査は規制の対象外とする方向で、各国の意見は概ね収束し
た。しかし、商業目的のアクセスに関しては、主に開発途上国から「許可制」あるいは「通知制」を採
用するべきとの主張がなされた。多くの先進国は、事前の許可あるいは通知に全面的に反対、または簡
易的な許可・通知制度に留めるべきとしている。利益配分に関しては、開発途上国の多くからは、「人類
共同の財産」の概念を遺伝資源の利用・開発に、「公海自由の原則」を遺伝資源のアクセスに適用し、
遺伝資源から得られる金銭的・非金銭的利益の両方の利益配分を義務化すべきと主張している。対照
的に先進国は、利益配分は非金銭的利益のみとし、その実施は任意とすべきとしている。

MGRsの議論では上記の論点に加え、その「物理的適用範囲」についても各国の見解が分かれてい
る。これは現場で採取された遺伝資源（in situ）のみに新枠組が適用されるか、あるいは実験施設内に
持ち込まれた遺伝資源や標本（ex situ）、遺伝データ（ex silico）等にも適用されるかをめぐる議論であ
るが、開発途上国は全てを、先進国は in situ のみを適用範囲とすべきと主張している。物理的適用範
囲の議論を含め、遺伝資源における全ての議論の対立の背景は、自らが遺伝資源の開発を進める先進
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国の「余計な規制を設けたくない」という警戒感と、開発途上国の「先進国による利益独占に対する危
機感」がある。

（2）区域型管理ツール（ABMTs）（海洋保護区を含む）
本要素における主な争点は、ABMTsの設立方法及び設置基準である。前者の設立方法について各
国は、その過程が包括的かつ透明で、既存の枠組（地域漁業管理機関で既に設定された水産資源管
理区域等）との整合性が図られるべきであるとの見解で一致した。しかし、その具体的な方法については
グローバル型、地域型、複合型の提案が再び示された。ABMTsの設置基準については、簡便で柔軟
であるべきとの指摘があったものの、その具体的な内容については、各国は異なる見解を示した。例え
ば、P-SIDSを中心に気候変動や海洋酸性化等の累積的・越境的影響を設置基準として明記すべきと
し、開発途上国を中心に社会的経済的要素を考慮すべきとの主張がなされた。しかし、主に先進国は、
これらに消極的な見解を示した。BBNJ新協定のもと設置されるABMTsと既存の枠組との整合性につい
ては、新協定は既存の条約や国際機関との連携を図るべきであるとの見解で、各国が一致した。

（3）環境影響評価（EIA）
本要素における主な争点は、EIAの実施基準、実施が必要とされる（海洋環境に影響をもたらす恐れ

のある）活動及び適用範囲である。はじめに実施方法について各国は、BBNJ新協定のもとで実施される
EIAは、その実施に関する決定を国が行うこと、また、環境影響評価に関する既存の枠組と重複すべき
でないとの意見で一致した。また、多くの国が、最良の科学データの活用や伝統的知識の活用を支持し
た。次に、争点となる実施基準について各国は、「相当な汚染や害のある変化を海洋環境にもたらす潜
在的（potential）な影響」が生じた場合としつつ、その多くは、実施基準は必要最低限にすべきと主張
した。しかし、実施基準の詳細は、今後さらなる議論が必要とされた。実施基準と既存の枠組との関係
性について、①新協定は必要最低限の閾値（EIA実施が必要となる条件）を設定するに留まる、②既
存の枠組で実施された活動に関してはEIAの実施を求めない、③既存の枠組が存在する場合、新協定
におけるEIAは適用されない、④既存の枠組で実施されたEIAは、新協定のもとで実施されるEIAの実
施条件を満たす、という4案が提案された。

EIAの実施が必要とされる活動について多くの国は、完全に網羅的でないものの、その内容を直接明
記しつつ、更新可能な「活動内容一覧」の作成を求めた。しかし、具体的な活動内容については実施
基準における議論と同様に、今後さらなる議論が必要とされた。EIAの適用範囲について、気候変動や
海洋酸性化等の累積的・越境的影響の考慮を求める主張が多くの国から上った。しかし、沿岸国の社
会的・経済的・文化的背景の考慮をめぐり、議論の対立が生じた。多くの開発途上国がこれらの背景を
考慮すべきと主張した一方、先進国はこれらについて明確に示すことは困難とし、消極的な見解を示し
た。

（4）能力構築及び海洋技術移転（CB&TT）
CB&TTに関する主な争点の一つは、BBNJ新協定におけるCB&TTの様態（義務化また任意、等）

である。新協定のその他 3つの要素を実施するためにも能力構築は重要であり、そのニーズは高いという
のが、各国の共通認識である。さらに、能力構築支援を行う際には、裨益国のニーズや状況を丁寧に把
握し支援を実施するべきであること、能力構築の具体的な実施内容を一覧化する際は、裨益国のニーズ
の変化や技術の進歩にも柔軟に対応できるよう、新しい項目を追記できるリストにすべきであること等が広く
同意されている。このリストには、現時点での新協定草案骨子では、共同研究・調査による科学技術支
援や、ワークショップを含む各種訓練を通じた人材育成、科学データと知識の共有、制度設計に関する能
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力構築等が含まれている 37。
各国の主張の隔たりが見られるのは、特に、CB&TTの実施について多くの開発途上国は義務化を支
持する一方で、多くの先進国は任意制を支持している。資金支出について、多くの開発途上国は、自発
的及び義務的メカニズムを織り交ぜた資金支出メカニズムの設置を希望し、一部の先進国も同見解を支持
しているが、義務的な資金支出は、BBNJの新たな制度構築及びクリアリングハウスメカニズムの費用に
限定されるべきであるとしている。対照的に多くの先進国は、自発的な資金支出が優先されるべきと主張し
ている。この意見の相違は、MGRsにおける議論と同様に、BBNJ新協定の合意形成をより困難なものに
している。

3. 能力構築及び海洋技術移転（CB&TT）の議論における課題
本節及び第 4節では、他 3要素の実施に共通して必要とされるCB&TTに焦点を当て、それらの議論

における問題点の詳細及び BBNJに関連する能力構築の現状を概観する。CB&TTにおいては、論点と
して収斂しているのは、能力構築がニーズに基づいて実施されるべきであること、特別な状況 38を考慮
（特に SIDS）するべきであること、情報共有のためのクリアリングハウス機能の必要性である。依然、収斂
していない論点としては、CB&TTの目的及び適用範囲、CB&TTを先進国側の義務としてその実施を確
保（ensure）するのか、あるいは任意として促進（promote）するという表現に留めるのかという点であ
る。支援の内容についても、金銭的支援または非金銭的支援に重きを置くのか、支援や資金供与に関し
ても義務化するのか、または自発的（任意）の拠出とするのかで、意見の相違が際立っている。その他、
さらに議論が求められる点として、能力構築及び海洋技術移転の定義、CB&TTを提供する民間部門に
義務を課すことへの懸念、CB&TTにおける各国の協力の在り方、誰が CB&TTの恩恵を受けるべきか、
関連する様式を策定する上での締約国会議（COP）の役割、CB&TT実施のモニタリングとレビューに関
する規定等が挙げられる 39。以下、CB&TTの収斂していない論点について、課題を整理する。

BBNJをめぐる議論では、能力構築の定義について未だ合意がなされていない。一方で、海洋技術移
転については、IOC基準・ガイドラインを参照する国が多い。また、CB&TT実施の「目的」については、
見解の相違が見られる。途上国は、CB&TTの実施範囲をあえて限定せず、広範な解釈の余地を残そう
としている。特に、P-SIDSは、CARICOM、バングラデシュ、モルディブ等とともに、支援を必要とする締
約国、特に途上国の能力構築を促進するため、より一般的な規定を提案している 40。一方でEUや米国
は、これらの実施範囲を新協定達成のため、しかもABMTs及び EIAのテーマに絞り実施するべきと主張
している。ただし、海洋科学を習得する上で、沿岸域で役立つ技術や知識は公海域でも汎用性があり、
それらを明確に切り離すことは困難であることにも留意が必要である。

IGC3では、G77+中国は海洋技術の移転により技術へのアクセスを「確保する」（ensure）という強
い表現を希望した。一方で、日本、米国、ノルウェー及びロシアは、海洋技術の移転により技術へのアク
セスを「促進し、奨励する」（promote and encourage）という表現を支持した。また、多くの先進国か
らは、能力構築の名目のもとにMGRsのアクセスや開発から得られる情報の共有及び利益配分が義務化
された場合に、公海域での海洋科学調査や探査・開発を行う研究機関や民間企業の開発意欲を低減さ
せてしまう懸念が示されている。また、CB&TTの費用負担の課題に関する議論では、開発途上国による
さらなる能力構築支援への要求が強調された。しかし、既存の国際機関や類似の資金メカニズムの仕組
みについて確認してみると、義務的拠出金は、加盟国等が定められた額や負担を求められた額を義務的
に支出する国連分担金や国連平和維持活動（PKO）分担金が該当する。しかし、それ以外の国連開
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発計画（UNDP）等の国際機関、地球環境ファシリティ（GEF）、緑の気候基金（GCF）、世界エイズ・
結核・マラリア対策基金（GFATM）等の特定分野の基金の多くは、各国が自発的に支出する任意拠出
金により組織運営されている 41ことも事実として認識しておくことが重要であろう。

CB&TTの協力のあり方について、IGC3において日本と韓国は、締約国がそれぞれの能力に応じて協
力を「促進」することを強調したが、ノルウェーと EU は「条約に則って」協力することを提案した。オース
トラリアとツバルは「協定と加盟国の能力に応じて」と提案した。さらに、恩恵を受ける主体についてEU

は、全ての締約国が保全と持続可能な利用に関するCB&TTの規定から利益を得られる可能性があると
強調し、CB&TTの様式も含めてCOPで議論されるべきだと強調した。米国は、全ての途上国締約国が
CB&TTの受益者になるわけではないと指摘し、「被援助」開発途上締約国という表現を求めた 42。さら
に、De Santo et al .（2020）が指摘するように、草案文中の「開発途上の中所得国」への言及も争点
になっており、米国やカナダは、中所得国までもが後発開発途上国（LDCs）のように、特別な扱いを受け
るべきだとは思わないとけん制している。

CB&TTに関する各国の見解が収斂しない背景の一つとして、既存の海洋関係の能力構築プログラム
に関する具体的な情報や到達点についての情報不足も挙げられる 43。能力構築に関する需要と供給に関
しては、地域や国のニーズも非常に多種多様であり、その詳細をタイムリーに把握することは容易ではなく、
そのようなニーズと能力構築プログラムのマッチング機能を有する仕組みとしてクリアリングハウスメカニズム
設置への要望が各国により提示されているのは、前述した通りである。既存の仕組みで類似の機能を有
し IOCが管理している「海洋バイオジオグラフィック情報システム」（OBIS）についても、議場で IOCによ
り紹介がなされた。課題としては、クリアリングハウスで公開するデータや情報に関して、どのように知的財
産権を保障するのか、データを公開するだけではその活用には至らず、その公開の仕方、特に SIDSの
特別な状況の考慮も重要であり、データベースの設置に加え対面形式の研修プログラムや丁寧な対話と
マッチングが必要であることも指摘された。データベースの構築・維持、活用には適切な資金的・人的手
当てが必須であり、OBISの運用においてもその点が課題になっていることが、OBIS担当者により言及さ
れた。
一方でCB&TTの項目については、更新可能な活動リストを作成し新協定に添付すること、より具体的

な実施方法等については、新協定の締約国会議を設置しその判断に委ねることについて、大方の合意が
形成されている。米国の非営利組織グローバルオーシャンフォーラムが能力構築支援に関して開発途上国
の政策決定者・行政官を中心にアンケートを通じて実施したニーズ調査では、国レベルで、「国家管轄権
を越える区域」における管理上の制約を軽減するために必要な能力として、科学 /技術（23%）、政策 /

法関連（18％）、意識 /理解（18％）、人的資源（17％）、財政金融（13％）が、上位となった 44。
CB&TTが個別のニーズに基づいて実施されるべきであることは、先進国及び途上国の双方から繰り返し
主張されたものの、多様なニーズを詳細にかつ定期的に把握するための仕組みは不在であり、新協定のも
とあるいは当該 COPにおいて国や地域におけるニーズアセスメントの方法、それに基づくCB&TTの実施
やモニタリング・評価等について検討されることが求められる。

4. 海洋分野における能力構築の現状とBBNJ への応用
世界の海洋経済の規模は、世界の総付加価値の 2.5パーセントと推定され、急速に成長している 45。

ABNJに限定しなければ海洋分野におけるCB&TTは、政府や国際機関、民間、市民社会など多様な
主体により提供されており、一定の実績が認められる 46。これらの支援は、BBNJの能力構築支援におい
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ても応用可能なものが多く含まれると同時に、多くのノウハウや教訓を示している。国際機関においては、
IOC等の国連関連機関が海洋科学の分野において、IOC Capacity Development Strategyのもと 47、
開発途上国に対する研究助成等の支援を行っている（例：IOC西太平洋地域小委員会における海洋科
学トレーニング調査センター）。また、世界自然保護基金やグリーンピース等は、海洋分野を含む大学生・
大学院生への奨学金やフェローシップ（給付型奨学金付きの研究員の資格）の支給、開発途上国政府
の交渉官に対するBBNJに関連する知識の強化等を目的としたワークショップを開催している 48。国レベル
ではアメリカの国際開発庁やドイツの経済協力開発省、イギリスの国際開発省が代表的な能力構築支援
機関として挙げられる。
さらに、日本の取組みを例に具体的なプログラムについて概観したい。笹川平和財団海洋政策研究所
が、2010年から 2020年まで日本政府関連機関が実施した海洋分野におけるCB&TT関連の情報を、
公開情報やインタビューをもとに集計・分析した結果、能力構築実施の合計件数は 157件、総額は約
4,493億円と推定された。実施組織は、環境省（14件）、文部科学省（3件）、水産庁（2件）、国際
協力機構（45件）、海洋研究開発機構（23件）、科学技術振興機構（6件）、石油天然ガス・金属
鉱物資源機構（1件）、海外漁業協力財団（9件）、東京海洋大学（33件）、東京大学（9件）、日
本財団（12件）で、支援の対象国は 60カ国近くに上った。件数が最も多かった国際協力機構
（JICA）が実施するODAのスキームは、1) 技術協力、2) 無償資金協力、3) 円借款（低金利及び長
期間の返済期間が設けられた開発資金の貸付け）の 3つに大別され 49、海洋分野に特化した取組みは、
資源管理を含む漁村開発系及び海洋保全系等の複数の分野に類別された。JICAによる支援は、支援
対象国の要望を慎重に検討し実施するいわゆる要請主義に基づくもので、これは対象国のニーズの反映
の結果であるともいえる。環境分野のプロジェクトでは、ABMTs（JICAのパプアニューギニアに対する
MPA政策強化プロジェクト等）やEIA（環境省のMOYAIイニシアチブ等）のための能力開発等、特筆
すべきものが含まれている。なお、民間財団として人材育成プログラムの規模が突出している日本財団によ
る支援では、海事行政や国際海洋法に関する様々な人材育成プログラムが提供されている。
従来の CB&TTの実施、特に日本政府関連機関が行った海洋分野におけるCB&TTの経験から導くこ

とができるいくつかの教訓は、科学に基づいた政策立案の重要性、共同研究を通じた長期的な現地パー
トナーとの連携の波及効果、多様なアクターによる貢献の重要性、研修後のフォローアッププログラムの効
果等が挙げられる。ただ、既存の取組みの多くはワークショップ等の個人レベルのものが多く、長期的な視
点を欠いているという分析がある 50。BBNJに関連する政策を効果的に実施するためには、組織レベルの
能力向上も不可欠である。

Vierros and Harden-Davies（2020）によると、海洋関連の CB&TTを実施するための複数の政策
的マンデートが存在しており、CBD（名古屋議定書）、ワシントン条約、南極条約、地域海条約等に基づ
き多くの活動が既に実施されており、適切に実施されれば、 BBNJ協定案と相乗効果が高くなる可能性が
ある。一方で、BBNJ新協定を締結するには、既存の CB&TT活動に深海・外洋の側面を加えることが
必要とされ、EIA及び SEAや MGRs 等、まだ十分にカバーされていないテーマにも重点を置く必要がある
と分析している。BBNJ新協定は、より全体的で生態系に基づく海洋ガバナンスを促進するかたちで
CB&TTを実施する機会を提供し得る、さらに沿岸域での活動と公海での行動を結びつける機会をも提供
できると、その可能性に言及している 51。今後は、公海の地理的・法的特殊性に鑑み、これに特化した
取組みが求められると考えられる 52。さらに、新協定の実効性を高めるためには新規の資金的、組織的な
措置が不可欠であることは明白である。
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5. おわりに
2年間にわたるBBNJ準備委員会により、国連総会に対する勧告までこぎつけた意義は大きい。しか

し、実質的な交渉は政府間交渉に持越されるかたちとなった。現在、国連決議に基づき開催が決定され
ている政府間会議は残り一回となったものの、各国、特に開発途上国と先進国の間で、未だ埋まらない
溝が見られる。そして、新協定やそれに基づく新制度は従前の取組みの経験や実績、反省に基づき設
計、実施されることが望ましい。CB&TTに関しては、UNCLOSにおける技術移転は努力義務であり強
制力はないものの、より促進的な仕組みが求められていることは明らかであり、新協定実施の成否にも関わ
る重要な課題である。また、既存の能力構築支援の枠組間の調整も肝要である。

BBNJの適切な管理を実現するためには、能力構築支援間の繋がりを強め、既存の取組みの到達点
を振り返り、またその教訓を生かしてBBNJの能力構築へと発展拡大することが、今後の CB&TTに関す
る議論で求められてくる。このような議論が、SDG14に掲げられている「海の豊かさを守ろう」という目標
達成に寄与し、海洋生態系及び生物多様性の保全に寄与する。世界の生物多様性の保全と持続的な
利用を実現するためには、BBNJ新協定の早期の成立、そして加盟国による条約への普遍的な参加が
期待される。次世代に健全な海洋が引き継がれることにより、人類が享受する福利が損なわれないことが
重要であり、そのための不断の努力が、BBNJの議論において、各国に、さらに全人類に求められる。
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1872 年から76 年にHMS�Challenger 号は世界一周探検航海を行い、その成果であるChallenger�

Report�50 巻は近代海洋学の基礎とされるが、その航海途上の1875（明治 8）年に日本に立ち寄り、

横須賀造船所での船体補修工事や太平洋側沖合、東部瀬戸内海で海洋調査観測を行った。艦長や科

学調査員らはハリー・パークス駐日公使とともに明治天皇と拝謁した。同艦の海洋調査観測活動は今

日でいえば「領海内海洋科学調査」に当たるが、この概念は当時はまだない。他方、日本は1870（明

治 3）年に領海設定は宣言していた。そこで、英国側と明治政府との間でどのような折衝がなされたの

かを分析することとした。その結果、船体補修工事や天皇拝謁については日本政府との間で外交上の

手順を踏んで折衝がなされていたことが判明したが、海洋調査の実施については通知するのみであった。

当時は今日の国際海洋法よりはるか以前の大英帝国の時代であり、他国に海洋調査の許可を求めるこ

となど考慮外だったと推察される。なお、この時期は日本の海洋関連政策にとって、外交上は日露樺太

交換条約交渉、内政上は海面国有化とその撤廃等の時期に重なる。

キーワード：�HMS�Challenger、Challenger�Reports、駐日英国公使ハリー・パークス、領海内海洋科学調査、明
治政府の海洋政策

HMS�Challenger�made�its�historic�expedition�around�the�world�during�1872-1876.�The�result�of�this�
expedition�was�publicized�as�the�Challenger�Reports�in�50�volumes,�which�are�well�known�as�forming�the�
basis�of�modern�oceanography.�During�the�expedition,�HMS�Challenger�visited�Japan�in�1875�for�ship�repair�
work�and�for�a�marine�survey�in�the�Pacific�Ocean�side�of�Japan�and�in�the�Seto-Inland�Sea.�The�captain�
and�research�staff,�with�the�British�Ambassador,�Harry�Parkes,�had�been�granted�the�honor�of�a�meeting�
with�the�Meiji�Emperor.�With�regard�to�the�marine�survey�activity,�it�can�be�said�as�the�concept�of�Marine�
Scientific�Research�in�the�Territorial�Sea�in�a�current�perspective�of�international�law�of�the�sea.�But�such�a�
concept�was�beyond�consideration�at�that�time.�On�the�other�hand,�Japan�set�up�its�Territorial�Sea�in�1870.�
This�paper�highlights�how�negotiations�were�made�between�the�British�and�Japanese�at�that�time.�It�is�found�
that�the�British�asked�the�Japanese�Government�to�carry�out�ship�repair�work�at�Yokosuka�Shipyard�on�the�
basis�of�diplomatic�procedure,�as�well�as�obtaining�the�grant�of�meeting�with�the�Emperor.�However,�with�
regard�to�the�marine�survey�activity,�the�British�only�gave�occasional�notice�on�its�execution�through�such�
procedure.�This�is�understandable�because�it�was�far�before�the�age�of�current�regime�of�the�international�
law�of�the�sea.�Also,�since�this�was�in�the�age�of�Great�British�Empire,�the�British�had�no�recognition�of�the�
necessity�to�ask�other�countries�for�a�permit�to�conduct�marine�survey�activity�at�all.�This�period�overlaps�



71

日本海洋政策学会誌　第11号

1．はじめに
　英艦 HMS（Her Majesty Ship）Challenger号が、大英帝国の発展期に当たるビクトリア女王の時代
の 1872年 12月 21日から 1876年 5月 24日にかけて世界一周の海洋探検航海を行い、その研究成果
が 1880年から 1895年の年月をかけてChallenger Report全 50冊として刊行され、これが近代海洋
学の基礎となったことは内外で広く知られているところである。1

　この世界一周航海の途上、同艦は 1875（明治 8）年に日本に立ち寄った。同年 4月 11日に横浜港
に入港し、同月 26日から５月３日まで横須賀造船所での船体補修工事をした後、5月 12日から 6月 5日
まで相模湾をはじめ太平洋側の沖合や神戸港に寄港しつつ東瀬戸内海の海洋調査観測を行った。横浜
港に戻った後、6月 10日には駐日英国公使パークスの要請が実って、同公使と艦長・科学調査隊員らが
明治天皇に拝謁している。謁見日は、既刊の文献資料や収集した英国側文献では不明であった。そして
6月 16日に横浜港からサンドイッチ諸島（現ハワイ諸島）に向けて離日した。
　我が国では、同艦の日本滞在中の諸活動に関する関連文献がほとんどなく、わずかに西村（1992）が
あるのみと言ってよい。2同書はChallenger号の海洋探検世界一周の全体像を分かりやすく解説した新
書版の書籍であり、日本での出来事を含むエピソード類も紹介されているが、それらの多くは、Spry

（1880）3、Campbell（1880）4、Linklater（1972）5に依るものである。本稿でも、これらの原典にあ
たってまとめることとする。
　さらに、当時の駐日英国公使ハリー・パークスの伝記にもChallenger号の件は取り上げられていない
（ディキンズ、1984）6。また、この Challenger号の日本寄港および周辺海域での海洋調査観測活動に
ついては、我が国の対外関係を詳細に記した文献（対外関係史総合年表編集委員会、1991）7や、幕
末維新期の年表（大石学、2018）8においても触れられていない。西村（1992;140）においても、当
時、横浜で刊行されていた『横浜毎日新聞』に同艦の来航については見出すことができないと記してお
り、筆者も横浜開港資料館でこのことは確認した。
　同艦によるこの海洋調観測査活動については、今日でいえば、「領海内における海洋科学調査」に当
たると言える。しかし、この捉え方は、あくまで現代の視点から見た解釈であって、国連海洋法条約にお
いて沿岸国の管轄権の対象として打ち出された今日の海洋科学調査（MSR）という概念はまだまったくな
い時代のことである。また、19世紀の当時は今日のような主権平等の時代ではなく、大英帝国が七つの
海を支配する時代であり、同国の艦艇が開国したばかりの日本に立ち寄っての活動であった。ただし、領
海については、我が国は既に 1870（明治 3）年の普仏戦争中立宣言および 1872（明治５）年の太政
官達においてその設定を表明している。したがって、Challenger号の来日時の諸活動についても英国側
と明治政府との間で何らかの折衝がなされたものと推測される。
　そこで、本稿では、Challenger号および英国側と当時の明治政府との間で、どのような折衝がなされ
ていたのかについて、その周辺事情としての明治政府にとっての海洋問題に関する当時の取組を含めて、
取りまとめることとする。

the�time�during�which�the�Japanese�Government�had�to�deal�diplomatically�with�the�Japan-Russia�Sakhalin�
Kuril�Exchange�Treaty�issue,�and�domestically�with�the�sea�areas�nationalization�issue�in�ocean-related�
policy.

Key�words:���HMS�Challenger,�Challenger�Reports,�Ambassador�Harry�Parkes,�Marine�Scientific�Research�in�the�
Territorial�Sea,�Ocean�Policy�of�Meiji�Administration
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２．HMS Challenger 号の世界一周探検と日本周辺海域での海洋調査観測
2.1．HMS Challenger 号の概要と世界一周航海
　英艦 HMS Challenger号は、英国海軍のコルベット艦（帆船時代末期にみられたフリゲート艦）より小
型の航洋艦で、海洋調査船というよりは軍艦でもあるので、海洋観測艦と呼称するのが適切と思われる 9。
　同艦の排水量は 2,306トン、全長 220ft、幅 30ft、1,234馬力 2筒補助蒸気機関を搭載しているが、
通常は三本マストで帆走する。海軍艦艇としての装備としては、前装式滑腔砲 20門等を装備していた。
同艦の外観とChallenger Report復刻版や同 Reportの一部をまとめて一つの図にして紹介しているもの
を図 1に示す。

図１．Challenger号船影スケッチ、Challenger Reportおよび同 Report収録の生物スケッチ
（注：出典書籍の注書きによれば、左は 1895年刊行の Challenger Report第 1巻より。
右は 1965年の同 Report復刻版で東海大学海洋学部図書館所蔵の写真。右下は同 Report

第 18巻の放散虫類のスケッチ。）
（出典：豊田恵聖監修、東海大学海洋学部編、2003；2）10

　表１にChallenger号の世界一周探検調査航海の全体の動き、およびその前後の日本の海洋関連の
出来事を示した。また、図 2にその航海ルートマップを示した。



73

日本海洋政策学会誌　第11号

表 1　HMS Challenger 号の動きと日本の主な出来事

年 HMS Challenger号の動き 日本の主な出来事

1870 
（明 3）

・普仏戦争局外中立宣言

・ 英国海軍測量艦シルビア号、日本の海図作成支援業
務着手（以降 13年間継続）

1871 
（明 4）

・ 兵部省海軍部に水路局設置（旧海上保安庁水路部
の前身）

1872 
（明 5）

・岩倉使節団、外遊

・新橋－横浜間鉄道開通

・太政官達、領海宣言

12.21 英国ポーツマス港出航 ・日本初の海図「陸中國釜石港之圖」刊行

1873 
（明 6）

1月 リスボン寄港 ・徴兵令施行（1月）

2月
カナリア諸島（カナリア海盆で海洋調査史上初の
3,000ファゾム以深で深海ドレッジ）

3-5月 ハリファックス（カナダ）とバミューダ海域を往復

9-10月 ブラジルから喜望峰へ ・征韓論政変（10月）

1874 
（明 7）

3-6月 オーストラリア周辺海域 ・台湾出兵（5-12月）

6-11月 トンガ、フィジー、パンダ海、フィリピン海域

11月 香港寄港
・�太政官布告 120 号「地所名称区別」（海は国有地）
（11月）

1875 
（明 8）

3月 アドミラルティ諸島から日本へ

4.11
横浜入港。その後、江戸湾を出て相模湾から本州
沖合を経て東瀬戸内海で海洋調査観測。

・�千島樺太交換条約調印（5.7）（8.22 批准、11.10
公布）

6.5 横浜港着

6.10 船長・科学調査員、明治天皇拝謁

6.16 横浜出港、サンドイッチ諸島（ハワイ）へ

9月 タヒチ

11月 バルパライソ（チリ）着 ・太政官布告 195 号「海面国有化宣言」（12.19）

1876 
（明 9）

1月 マゼラン海峡通過

2月 モンテビデオ（ウルグァイ）着

4月 大西洋を北上

5.24 ポーツマス帰港
・�海面国有化反対運動が激化し、太政官達 74 号で撤回
（7月）

1880 
（明 13）

Challenger Report刊行開始。

1895 
（明 28）

Challenger Report全 50巻完結

（注：左欄は、Challenger Report（1895）、Spry（1880）、Campbell（1880）等から作成。日本滞在の 4月 11日から 6月 16日 

までの詳細は表３を参照。なお、右欄に、後述４．の参考のために、当時の日本の海洋をめぐる主な出来事を記した。 
また、本稿の内容に直接関係する事項を太字で示した。）
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図 2　HMS Challenger号世界一周探検調査航海のルートマップ
（出典：西村、1992；目次の後、頁表記なし）

　同船の乗員構成は以下のようである。ここで、乗船した民間人の科学調査員のことをScientistではな
くNaturalistと記されている点が表現として注目される。

表２　HMS Challenger号の乗員構成

区分（英文） 氏名、職名等

艦長（Captain）* George S. Nares

民間乗員の長（Director of Civilian Staff） Professor, Charles Wyville Thomson

民間乗員（Members of the Civilian Staff）

John Young Buchanan, Chemist 

Henry Nottidge Moseley, Naturalist 

John Murray, Naturalist 

Rudolph von Willemoes-Suhm, Naturalist** 

John James Wild, Secretary and Artist

乗員（Crew） 航海士、機関士ら士官および水兵237名

（注１：* Commanding Officerとも記されている。** ドイツ人、太平洋で病死）
（注２：中段の「民間乗員の長」および「民間乗員」欄の右欄「氏名、職名」は、Challenger Report, Summary, Vol, I, p.19, 

Naval and Scientific Staff of the Expeditionより作成）

2.2．日本周辺海域での調査観測活動等
　同艦は、1875年 4月 11日に横浜港に入港した。その後、4月 26日から 5月 3日まで、横須賀造船
所で船体補修工事を施した後、相模湾→石廊崎→（潮岬・大島港→神戸港→（明石海峡、瀬戸内
海）→横浜港と海洋調査観測活動を行った。11横浜港へ戻った後、6月 10日に当時の駐日英国公使ハ
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リー・パークス卿と艦長・上級士官・科学調査員の一行が明治天皇に拝謁している。そして 6月 16日に
横浜港を出港してサンドウィッチ諸島（現在のハワイ諸島）へ向かって離日した。日本訪問時における調査
観測の活動状況を時系列的に整理したものを表３に、また、その航海マップを図３に示す。

表３．HMS Challenger号の日本滞在中の活動

1875（明治8）年 観測点（別図参照）

月日 記事 No.
水深

Fathom m（×.83）

4.11 横浜入港

4.13 港外に出てコンパス誤差の確認。

4.？ 海軍水路寮の柳楢悦権頭ら同号視察（日付不明）

4.26 横須賀港へ回航。横須賀造船所で船体補修

5.3 横浜港へ戻る

5.12 江戸湾を離れ太平洋岸を南下、瀬戸内海へ

5.13 相模湾内で観測 No.232 345 631 m

5.14 紀伊半島の大島港着

5.15 同、出港

神戸沖で観測 No.233 8 14.6 m

明石海峡で観測 No.233a 50 91.5 m

備後灘で観測 No.233b 15 27.5 m

備後灘のさらに西方で観測 No.233c 12 22 m

6.2 神戸港を出て、横浜港へ向かう

6.3 横浜港への帰途、潮岬沖太平洋上で観測 No.234 2675 4895 m

同、遠州灘沖太平洋上で観測 No.235 565 1034 m

同、相模湾の三浦半島沖で観測 No.235a 775 1418 m

同、相模湾の三浦半島沖で観測 No.236 420 768 m

6.5 横浜港着

610 明治天皇拝謁

6.? 横浜港沖船上パーティ、観測作業デモ（日付不明）

6.16 横浜港出港、サンドイッチ諸島（ハワイ）へ

6.17 離日後、房総半島東南沖太平洋上で観測 No.237 1875 3431 m

（注：Challenger Report（1895）、Spry（1880）、Campbell（1880）等から作成）

　ちなみに、６月の離日前（日付不明）に、在日欧州人、日本政府高官、駐日公使ハリー・パークス夫
妻、米仏および日本の海軍士官等を招待、乗船させて、横浜港沖数マイルでドレッジやトロール作業等を
実演して披露したうえ、昼食後にはダンスなどを含めて船上パーティが催されたことも記されている。12
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図 3．HMS Challenger号の日本周辺海域での海洋調査観測ルートと観測点 

（注：表 3に示した観測点№を分かりやすくするため、その番号を吹き出しで加えた。）

（出典：Challenger Report, Narrative, Vol.2, 1895）

３．明治政府との折衝　
3.1．両国間の折衝記録の探索
　横浜港入港後、日本周辺海域での海洋調査観測活動に先立って、同艦の側では、まず傷んだ船体の
補修工事を横須賀造船所で実施することになった。同造船所は我が国初の洋式造船所で、幕末に徳川
幕府がフランスの指導のもとに建設したものであり、当初は横須賀製鉄所と称していたが、明治政府に引
き継がれた後、1871（明治 4）年に横須賀造船所と改称され、大型船舶の建造、補修能力を持つ当時
東洋唯一の造船所だった。
　そこで、筆者は、2020年 4月 6日に横須賀市教育委員会に対して、横須賀造船所と同船側との折
衝記録の有無について問い合わせたところ、5月 27日に同市役所文化振興課より、「当市博物館・有識
者にも確認をしてみたのですが、残念ながら情報がありませんでした。」との連絡を受けた。
　さらに、同年 7月 20日、国立公文書館に対して「当時の駐日英国大使パークスも間に立って明治政
府との折衝をしたはずだが、その時の折衝や届け出、許認可等に関する記録や文書等を確認したい。」と
の問い合わせをしたところ、9月 8日に「チャレンジャー号と明治政府の、海洋調査に関する折衝や届け
出、許認可等に関する記録や文書等について当館所蔵資料中に、該当文書は確認できませんでした。」
との回答があった。（ただし、天皇謁見については資料ありとの指摘あり。）その後念のため、筆者は 10

月 26日に再び同公文書館に対して、当たっていただいた該当所蔵リストを問い合わせたところ、翌日に次
のような回答があった。
　『当館デジタルアーカイブでの検索キーワード：「Challenger 号」「チャレンジャー号」／「調査
船」／「海洋調査」／「英船　調査」／「英船　明治 8 年」／「英国軍艦」／「チャルエンデル」

234

232

237

235

236
235a

233233a
233b

233c
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（日本語での船名）／「パークス」。以上につき、検索の結果、当館には該当する資料がないと判断
いたしました。』

　加えて、9月 18日に外務省外交史料館に対しても「Challenger号と明治政府の同海洋調査に関す
る折衝や届け出、許認可等に関する記録や文書等を確認したい」旨を問い合わせた。9月 24日にこれに
対する回答が次のようにあった。
　「ご照会の件につきまして、以下ファイルを探してみましたが該当しそうな史料は見当たりませんでし
た。このたびは、お役に立てずに申し訳ございません。」

　との添え書きとともに、以下のリストが記されていた。

表４．外務省外交史料館にて当たっていただいた史料リスト。

番号 件名

3.6.3.14 航路開設関係雑件　第１～7巻

3.6.4.24 航路関係情況報告　第1・2巻

3.6.4.28 外国航路調査一件

3.6.4.37 航路関係雑件　第1～3巻

3.6.5.13 外国船舶不開港場寄港及沿岸航海許可通牒雑纂　第1～8巻

3.6.5.25 外国船舶不開港場ニ寄港関係雑件

3.6.5.28　 測量関係雑件

5.1.8.2-1 各国艦船帝国領水内ニ寄港関係雑件　英国ノ部 　第1・2巻

5.1.8.22 各国軍艦移動報告　第1・２巻

5.1.8.39 英国支那艦隊横浜来航一件

5.1.8.41-2　 各国艦隊週航関係雑件　英国ノ部

5.1.8.46　 外国軍艦各国訪問関係雑纂

5.1.8.57 各国艦船籍関係雑件

5.1.10.1 外国海軍測量関係雑件

5.1.10.5-2 各国陸海軍情況報告雑纂　露英ノ部

5.1.10.10-2　 軍事調査及報告雑件　本邦ノ部

5.1.10.10-3 軍事調査及報告雑件　外国ノ部

6.4.3.1 謁見記

6.4.3.2 各国公使水師提督貴族御雇外国人等参朝ノ節勅語勅答並公使等言上奉答

6.4.3.18 本邦皇族ヘ外国人謁見雑件附新任外国代表者我皇族へ謁見並大臣ヘ名刺配布ノ件

6.4.4.2-2 外国人ノ来朝関係雑件　英国人之部　第1、2巻

（注：外務省外交史料館から送信されてきたリストをそのまま表示。また、表中の太字は中原によるもので、11月 6日
に同史料館を訪問して直接調べたもの。しかしながら、特段の記載は見当たらなかった。）

　以上のように、ほとんど成果のないまま折衝記録の探索を続けていたところ、11月 30日に海上保安庁
海洋情報部の専門家から文献・史料検索の手法について非常に有用な助言を得ることができた。その
後、その助言に基づいて探索を行ったところ、英国側と日本外務省との間の折衝に関する多くの文献、
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史料、記録類を発掘するに至った。13

　以下、それらに基づいてまとめることとする。

3.2．横須賀造船所における補修工事をめぐる折衝
　発掘した史料等の中から、まず、横須賀造船所での補修工事に関して、ここでは明治 8年 4月 22日
付けの記録を次に示す。

図４．横須賀造船所での補修工事に関する折衝記録
（注：寺島外務卿と英国一等書記官ブランケットとの応接記）
（出典：アジア歴史資料センター、REEL № 1-0020、0136－ 37）

　この記録の文面を、現代語風に記すと次のようになる。
　「チャルレーヂ号の横須賀造船所入渠について、先日書簡をもって問い合わせた件につき10日付
で返事をもらったので、14日に艦長より海軍卿へ入渠願いの書類を出した。それは受け取ったとの返
事はあったが、未だに入渠許可の決裁がない。そこで艦長が昨日（21日か？）横須賀まで出向いて
打診をしたところ、良い返事をもらってきた。ドックは空いているのだから26日までに入渠出来るよう取
り計らってほしい。そうすれば艦長も安心するので、まず入渠の決裁をだしてほしい。」

　これに対して、日本側は、「了解した。海軍省に催促しておく」とある。そして、英国側は、「右軍艦は
測量その他調査すべきことがあり、かつ、ロンドン博覧会へ陳列のため海草採取する。」と結ばれている。
　したがって、日本周辺海域での調査観測活動については実施予定であることを通知しているものの、明
治政府に対して許認可を求める姿勢は伺われない。なお、ロンドン博覧会に同艦が採集するとしていた海
草が、実際に、出展されたのかどうかは確認できなかった。
　さらに、発掘した記録類のなかから注目される別の記録を図 5に示す。この文面を同じく現代語風に記
すと、おおよそ次のようになる。
　「先日、横須賀に入渠し、にわかに進水した我が国のチャレンジル船も海軍所轄の軍艦たるも、今
般、海底測量をなしたらんと･･･（以下、不詳）」

　ここでは、同艦のことをチャレンジルと記し、海軍の艦艇であると明言しつつ、海底測量を実施しに来た
と記しており、海洋調査観測活動に関してはあくまで通知するかたちを取っていると読むことができる。
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図５．Challenger号が英国海軍艦艇として海洋調査観測を行うことを通知した記録
（注：英国公使館トマス・マクラチから日本外務省あての書状。明治 8年 4月 24日）

（出典：アジア歴史資料センター、5-0215、0038）

　その横須賀造船所での船体補修工事の様子を示す写真を図６に示す。

図６．横須賀造船所での補修工事の様子を記した写真
（注：原典巻末の掲載図出典リストによれば、この写真は「HMS Challenger in dock at Yokosuka near Yokohama. 

From Prof. Moseley’s albums, Dept. of Zoology, Univ. of Oxford」と記されている。Prof. Moseleyとは表 2に示し
た Challenger号に乗船の科学調査員の一人、H. N. Moseleyのこと。）

（出典：Linklater, 1972；210）14

　前出の Spry（1880；242）によれば、「The docks are excellent specimens of work」と、東洋の
端にある開国したての国にこのような近代的な造船所があることに感嘆と賞賛を示している。さらに続けて、
「Challenger号がおかれたドックは一番長いもので、395フィート（約 118m）あり、第 2ドックはもっと小
さい規模だが、米国から購入したという不思議なかたちをした、かの stonewall号の補修工事がなされて
いた。」とある。15

　これらの文書で、英国側は海洋調査観測に関しては明治政府に許可の伺いを立てるという姿勢ではな
く、淡 と々通知するかたちをとっている。これは、横須賀造船所での補修工事については外交的手順を踏
んで正式に要請するかたちを取っているのとは対照的である。大英帝国海軍艦艇の海洋における諸活動
は、そうした手続きの範疇外と解釈される。
　Challenger号側は、在日英国公使館を通じて明治政府の外務省との間できちんとした文書をもってし
ての外交折衝をしていたことが把握できたが、英国側ではどのように公文書あるいは記録として残されてい
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るかという文献・史料について、英国国立公文書館等での online探索を試みたものの、発掘には至らな
かった。この点は、残された大きな課題である。

3.3．明治天皇との謁見に関する折衝
　Challenger号の横浜入港後、駐日英国公使のハリー・パークスは、外務省を通じて天皇への謁見を
願い出ている。下に示す図７右の記録は、宮内卿徳大寺實則の太政大臣三條實美あて書状で、天皇
謁見の件を 10日午後 2時とする旨の書状である。同左の 6月 8日付け外務省の記録で、「寺島外務卿
･英国公使パークス応接記」の冒頭に「チャルレンヂル号船将以下謁見の件」が記されているが、その
概要は次のようである。
　「皇帝陛下へ謁見を願い出て艦長以下の人名を提出したところ、天皇閣下も逢おうとのご意向であ
るとのこと、では15日に横浜で海底調査を行うのでその際にお出ましいただくのはどうかと言上したが、
結局、10日に参内することになった。」

　こうして、西村（1992）や乗員たちの航海記等でも日付が明確ではなかった天皇謁見が、6月 10日で
あることが判明した。そこで、明治天皇紀第 3巻で確認したところ、次のように記載されていた。
　「英吉利國特命全権公使サー・ハーリー・パークス、白耳義國辨理公使シャール・ド・グルート等を
引見したまふ、（中略）、次に同國軍艦チャルエンデル號艦長トムソン以下六人に謁を賜ふ、是れ公
使の請に由りて拝謁を聴し、同伴せしめたまへるなり、（以下、略）」16

　この謁見は、白耳義（ベルギー）大使と一緒で、先に白耳義大使、その後、英国側がパークス公使
以下のイギリス組が進み出て、という順序だった。しかも、パークス公使が、駐英日本公使寺島宗則の外
務卿への昇任を了解したというビクトリア女王の親書を天皇に手交する際に、チャレンジャー号の士官を同
道させてもらいたいと要請したのにもとづくものであった。つまり、天皇謁見は明治政府側からの要請したも
のではなく、逆に、駐日英国公使パークス側からの要請に基づくものであったことが分かる。
　なお、謁見の様子としては、明治天皇の衣服についての記述や、英国側の参内者が何度もお辞儀をし
ながら進み出て挨拶の儀式が進んだけれども、天皇は一言も発しなかったと書かれている。（Campbell、
1881；370-371）。17なお、Campbell（1881）では、天皇はMIKADOという語で記されている。

図７　明治天皇との謁見関係折衝記録
（注：右は明治８年６月５日の宮内卿徳大寺實則の太政大臣三條實美あて書状。 
左は同 6月 8日の外務省記録で寺島外務卿と英国公使パークスの応接記）

（出典：アジア歴史資料センター、REEL No.1-0020 0220）
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3.4．日本海軍水路寮との間の折衝
　日本海軍水路局は 1871（明 4）年の創設で、1872（明 5）年に海軍省は主船寮、兵学寮、軍医寮
とともに水路局を水路寮とした。そして 1876（明 9）年に再び水路局となり1886（明 19）年に海軍水路
部となった。したがって、Challenger号来日当時は、水路寮である。その筆頭幹部である柳楢悦（やな
ぎ ならよし）は、当時 41歳で海軍大佐兼任の水路権頭（ごんのかみ）の職にあった。その柳が、同じく
海軍中佐の相浦紀道（後に水路寮の測量課長に任じられる）と九等出仕の石川洋之助を伴って、入港
早々の 4月に横浜港の同艦を視察している。英国海軍の軍艦でもあるChallenger号の横浜入港にあた
り、日本海軍もこれを機会に英国海軍の海洋調査観測の機器や技術に大いに関心を持ったと言えよう。そ
の関連記事が、海上保安庁水路部（1916）に記載されている。18

　図８の右に示したのがそれであり、同図中央は役職名簿の抜粋であるが、右に記載の内容は、海軍水
路寮の柳楢悦らによる視察記録で次のとおりである。しかし、日付が不明である。
　英国測量及探究艦（サーベイイング・エンド・ジョスカバリーシップの振り仮名）「チャーレンジャー」
ハ、世界各海探究ノ途次横濱ニ来着ニ付英人雇員オッサラバント共に柳大佐、相浦中佐、石川九
等出仕同艦ニ赴キ測器其他ノ視察ヲナセリ　同艦ハ深海測量ノ結果世界最深ノ海底ヲ発見シ地学
ニ一新紀元ヲ與ヘタルモノニシテ後年當寮ニ於て其探究報告ナル二大書籍ヲ請求セリ」
　なお、同図左に示した、明治 8年 6月 8日外務省での寺島外務卿と英国公使パークスとの間の測
量作業の見学希望に関するやり取りの記録のおよその内容は次のようである。
（日本側）右海底測量の実際を見分出来ないだろうか？
（英国側）それは難しい。海底にて得られたものはそのまま仕舞って本国で･･･（不詳中略）････、英
語が分からないとダメである。
（日本側）我が海軍にも士官には英語が出来るのがいるが。
（英国側）士官衆が出来るとあらば切手を差し出すように。（切手の意味不明）
（日本側）海軍省へ伝える。

　なお、結果的に、同船に同乗しての作業体験には至らなかったようである。

図８　日本海軍水路寮との折衝記録
（注：右は水路寮の柳楢悦らによる視察記録。中央は水路寮の役職名簿の抜粋。左は 6月 8日の寺島外務卿と英国公使パー
クスとのやり取りの外務省記録）

（出典　右：海上保安庁水路部、1916、水路部沿革史；121）
（同　中央：海上保安庁海洋情報部所蔵、水路寮名簿）

（同　左：アジア歴史資料センター、REEL No. 1-0020 0221）
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　ところで、日本海軍水路局では、日本周辺海域の海図作成について、英国海軍水路部の指導と協力
を得て進めていたが、そのために英国海軍のHMS Silvia号が長く日本に滞在して作業を行っていた。
（前出、表１右欄、1870（明 3）年の項を参照。）Challenger号の来日時において、同じ英国艦艇とし
て相互のコンタクトがあったかどうかについても調べてみた。Silvia号は 1868年（明治元年）には既に日
本に来ており、1880年までの長きにわたって滞在し、各年の航海記録が残されているが、1875年の航
海記録を確認してみたところ、大島、下関、的矢・伊良湖崎、夷隅海峡などでの活動が記されているも
のの、Challenger号との接点は見当らなかった。19

４．当時の明治政府による海洋問題への取組状況
4.1．日本の領海設定
　わが国が領海を設定したのは 1870年（明治 3年）の普仏戦争に関する中立宣言時である。その公
式文書 2点を図９に示した。同図右の 7月 28日付けの太政官布告第 492号では、「港内及内海ハ勿
論ニ候ヘ共外海ノ儀ハ距離三里以内両国交戦ニ及ヒ候儀ハ不相成尤軍艦商船共通行ハ是迄通差許候
事」と記されており、文字通り中立宣言と言えるもので、外海三里内では交戦してはならず船舶航行はこ
れまでどおり差し許す、とある。また、同図左の 7月 27日付けの兵部省あての太政官達では、「諸港内
井諸湾内海ハ勿論周囲ノ外海島嶼岬角ヨリ以外三里ハ我所轄ト相心得可申事」と記されており、三里内
は所轄範囲であることを示している。いずれも、3海里ではなく“3里”との表現になっている。20

　したがって、Challenger号が来日した時期には、既に明治政府は領海という認識は持っていたと言え
るが、領海内での海洋調査観測についての許認可等の手続きについてはまだ措置を講じるはるか以前の
段階であったと考えられる。大英帝国の艦艇としては、開国したばかりの途上国日本に対して、調査観測
を含む海洋における諸活動に関しては通知等をする程度であって、いわば自由に実施していたものと推察
される。
　なお、図 3に示した日本周辺海域での海洋調査観測のマップを見れば、瀬戸内海の中は当然領海内
として、領海 3里とすれば、Challenger号の観測ポイントのうち№ 234（潮岬沖合）および№ 235（遠
州灘沖合）は明らかに領海外と言えるのに対して、№ 232（相模湾内）、№ 235aと№ 236（相模湾三
浦半島沖）は領海内かその外側であるかは判然としない。

兵部省宛太政官達（明治 3年 7月 27日）　　太政官布告第 492号（明治 3年 7月 28日）
図９　普仏戦争中立宣言および領海設定に関する記録

（注：右は領海に関する 7月 28日付けの太政官布告第 492号。左は同 7月 27日付けの兵部省あての太政官達）
（出典：内閣記録局編、法規分類大全、外交門四；右 .707、左 710）
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4.2．日露の樺太千島交換条約の締結
　Challenger号の来日時は、日露間の国境に関して、樺太と千島の交換条約を締結しようとする最中で
あった。事実、4月 11日の来日の後、艦長らが明治天皇と謁見した 6月 10日の約 1ヶ月前の 5月 7日
に、明治政府は天皇に同条約の締結の報告をしている。21

　日露間の国境は、歴史的にこれまで 4度にわたって変更されてきているが、この時は、幕末の 1855年
に続いて 1875年の 2度目の条約交渉であった。日本側の全権大使は、函館戦争で旧幕府海軍を指揮
し、黒田清隆の支援で明治政府高官として迎えられた榎本武揚である。当時の明治政府にあって、同条
約交渉は今日でいう海洋政策として外交上の中心的課題であったことは想像に難くない。

図 10　日ロ国境線の変遷
（注：右上図の樺太千島交換条約の締結時が 1875年の Challenger号来日時期と重なる。 
左上図のサハリン島の斜線は、日ロ両国民の混住地として国境を定めなかったもの。）

（出典：外務省、2021）22

4.3．海の官有地化と海面国有化をめぐる動き
　1875年（明治 8年）は、明治政府の国内海洋政策として海面国有化の政策に打って出た年であり、
これを翌年に撤廃するという、重大な海洋政策の渦中にあったと言える。これは、前年の 1874年（明治
7年）に太政官布告により「地所名称区別」を発したのが発端である。これにより、「第三種官有地＝山
岳丘陵林藪原野河“海”湖沼沢沢溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地ニアラザルモノ」（“”は引用
者）として、海は官有地であるとした。これは、課税対象となる民有地と、そうではない官有地の区別を明
確化するためのものであった。翌 1875年（明治 8年）12月 19日に太政官布告第 195号で海面国有
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化を宣言し、海面を利用するにあたっては借用の許可願を出すべしとした。太政官布告原文は次のようで
ある。
　「従来人民ニ於テ海面ヲ区画シ捕魚採藻等ノ為メ所用致居候者有之候処右ハ固ヨリ官有ニシテ本
年 2月第 23 号布告以後ハ所用ノ権無之候条従前ノ通所用致度者ハ前文布告但書ニ準シ借用の
儀其管轄庁ヘ可願出此旨布告候事」

　つまり、海面借区制度ともいえるもので、陸上の土地における借地権制度あるいは鉱業法の鉱区制度
に似た制度と言える。これは、漁業者に対して、海面漁業を続ける場合は海面利用権の許可を得て操業
せよというものであった。陸上では古くから農民には年貢を課税していたが、漁業者も海を無料で使うので
はなく許可制度に変更して税収増を図ったものと推察される。
　しかし、この施策に対して漁業者の猛烈な反対運動が全国に広がり、明治政府は翌 1876年（明治
9年）にその全面撤廃を余儀なくされた。この後、明治漁業法から始まる我が国の漁業法制度の流れが
進んでいくが、この時の海面国有化、海面利用料制度が活きていれば、今日の漁業法制度の根幹が変
わっていた可能性がある。Challenger号来日時は、それだけ重要な国内的海洋政策に取組んでいた時
期とも重なる。

５．むすび
　1875（明治 8）年のHMS Challenger号来日時における日英間の折衝内容については先行研究がほ
とんどない。したがって、本研究についても困難が伴ったものの、国内の公文書や記録をある程度発掘で
きたので、次のようなことが分かった。
　Challenger号の英国側と当時の明治政府との間では、横須賀造船所での補修工事と天皇拝謁に関
する折衝は英国大使館と日本の外務省間で外交的手続きを踏んでいた。その天皇拝謁は日本政府の側
から招聘したものではなく、駐日英国公使ハリー・パークスからの要請を受け入れたものであることが分かっ
たほか、日付も6月 10日であることが判明した。さらに、日本海軍水路寮と同艦との接点についてもある
程度把握することができた。
　他方、海洋調査観測活動については、明治政府との間の外交的折衝等を通じて通知の形跡はあるも
のの、訪問国たる日本に対して許可を求めるという姿勢は見られない。当時は、国際海洋法が発達するよ
りもはるか以前の大英帝国の時代であり、今日でいう主権平等下での許認可、届出等の手続き等とは無
縁の時代であった。しかも、日本は開国したばかりの途上国であり、領海の認識はあったものの、外国船
舶による領海内での海洋調査観測活動に関して何らかの措置を講じることとも無縁の時代であったと言え
る。もとより、Challenger号は大英帝国海軍の艦艇であり、海洋における調査観測を含む活動は何らの
制約も受けずに自由になされていたものと推察できる。
　なお、Challenger号訪日の時期は、明治政府においては、外交的には日露樺太千島交換条約の締
結がまったく同じ時期になされており、内政的には海は官有地・海面国有化（翌年撤回）等の取組がなさ
れていた時期と重なる。
　今後は、英国側の公文書や記録の原文を収集して分析を進め、日本側との折衝の内容をさらに肉付け
していくことが大きな課題と言える。
　なお、本稿は、2020年 12月 3日の日本海洋政策学会第 12回年次大会における同じタイトルでの発
表内容をベースに、必要な補正を加えて論文化したものである。
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謝辞

　本稿のまとめにあたっては、横須賀市教育委員会、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所図書館の協力を得た。
このほか、とりわけ海上保安庁海洋情報部には、明治初期の文献・史料の検索方法について貴重な助言を受けた。ここに深甚なる感
謝の意を表する次第である。また、Challenger Reportの実物については、東海大学海洋学部図書館、東京海洋大学品川キャンパ
ス図書館、海上保安庁海洋情報部にもご協力をいただき、原典からのコピー等をさせていただいたので、ここに改めて厚くお礼申し上げ
たい。

１ S i r.  C .  Wyvi l le Thomson, 1880 年－ 1895 年 ,  Report on the Scient i f ic Results of  the VOYAGE OF H.M.S. 
CHALLENGER during the years 1873-76 under the command of Captain George S. Nares, R.N.,F.R.S. and Captain 
Frank Turle Thomson, R.N. 

 なお、Wyville Thomson没後は、同航海に乗船のNaturalistの一人であるJohn Murrayが監修の指揮にあたった。全 50冊の
内訳は次のとおり。

 第 1部「航海記編」2巻 3冊

 第 2部「物理・化学編」2巻 2冊

 第 3部「深海堆積物編」1巻 1冊 

 第 4部「植物学編」2巻 2冊

 第 5部「動物学編」32巻 40冊

 第 6部「総括編」1巻 2冊　

２ 西村三郎、1992年 10月 15日、チャレンジャー探検：近代海洋学の幕開け、中公新書 1101、中央公論社、本文 264頁。日本
関係については、序章：横浜沖に翻るユニオンジャック（pp.3-14）、およびⅤ章：ホリディズ・イン・ジャパン（pp.133－160）に記さ
れている。その序章において、同艦のことを、「さながら船全体が＜浮かぶ王立研究所（ロイヤル・インスティチューション）と呼んで
さしつかえなかった＞。」（p.7）と記している。

３ William James J. Spry, 1880, The Cruise of Her Majesty’s Ship Challenger, Voyages over many seas, scenes in many 
lands, London, Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 全 393頁。229頁にENTER THE BAY OF YEDOとして、4
月 11日早朝、Kuwanon Sakiの灯台の光を見ながら横浜入港との記載があり、CHAPTER XIV : Japanがある。

４ Lord George Campbell, 1881, LOG-LETTERS fromThe Challenger, New Edition, London, Macmillan and Co、全 560
頁。日本については、Chapter VI: A PEEP INTO JAPAN, pp.323－383に記載されている。370頁に明治天皇との謁見の様
子が活写されているが、日付が記されていない。

５ Eric Linklater, 1972, The Voyage of the Challenger, John Murray (Publishers) Ltd. John Murray (Publishers) Ltd. 全
288頁。日本については、16. The Pleasure of Japan, pp.193－212に記載されている。208－209頁に明治天皇との謁見の
様子が記されており、209－211頁に横須賀造船所での補修工事の記載がある。

６ F.V.ディキンズ、1984年 1月 10日初版第 1刷、高梨健吉訳、パークス伝、東洋文庫 429、平凡社、A5判、本文全 371頁。
全 18章のうち、第 13章：七十年代の新日本 1874－77年のなかで、1875年については pp.236－237に記されている。横浜に
何年間も駐在していた英仏海兵隊が撤退で離日する際に、2月に司令官リチャーズ大佐と将校たちがパークス公使の案内で天皇に
謁見を賜ったことが記されているにもかかわらず、6月 10日の Challenger号艦長や科学調査員をパークス公使が引き連れての天
皇謁見についてはまったく触れられていない。

７ 対外関係史総合年表編集委員会編、1999（平成 11）9月 11日第１刷、2001年（平成 13）7月 20日第４刷、対外関係史総
合年表、吉川弘文館、本文全 1093頁。紀元前の古代から 1879年（明治 127年）まで扱っており、1875年（明治 8年）につ
いては、pp.990－992で扱われているが、前年からの明治政府による台湾出兵に関して 5月 29日に清国が日本国公使柳原前光
に台湾出兵は条約違反と抗議した等の記載はあるが、Challenger号関係については記載がない。

８ 大石学編、2018年 11月 10日初版発行、幕末維新史年表、東京堂出版、全 294頁。明治 8年（1875）については pp.262－
264にあり、5月 7日にロシアと樺太・千島交換条約が調印されたこと、5月 29日にマリア・ルーズ号事件（※）で日本政府に賠償
責任がない旨の判決が下されたことが記載されているのみであり、Challenger号関係の記載はない。

 ※マリア・ルーズ号事件：1872年（明治 5年）7月、横浜港に入港したペルー船マリア＝ルース号から一人の中国人が脱走して日
本側に保護され、虐待されていると訴えた。中国人は実質的には奴隷として扱われ、虐待されていることが判明した。日本政府はマ
リア＝ルース号の出港を禁止し、船長を訴追、神奈川県権令大江卓は中国人に対する虐待を有罪とした。マリア＝ルース号船長と移
民業者は中国人に契約履行を求め提訴したが、大江卓は、奴隷輸出契約は公序良俗に反するとして請求を却下。ペルーは日本の
措置を国際法に違反するとして真っ向から対立。両国は交渉の結果、1873年にロシア皇帝アレクサンドル２世を裁判官とする仲裁
裁判に付託することで合意し、75年にアレクサンドル２世は日本側の主張を認める裁定を下し、決着した（世界史の窓、https://
www.y-history.net/appendix/wh1303-118.html、最終閲覧日：2021年 8月 2日）。
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解説

９ Challenger号を海洋調査船と呼称するのは必ずしも適切ではないように思われる。なぜなら、今日、海洋調査船と言えば純然たる
科学研究のための船舶のことであるのに対して、同艦はあくまで英国海軍所属の艦艇であって、実際、砲門等を装備しているからで
ある。ちなみに、現在、日本の官庁所属の海洋調査船とも呼ぶべき船舶は、気象庁では海洋気象観測船、海上保安庁では測量
船、水産庁では漁業調査船、海上自衛隊では海洋観測艦という呼称を用いている。したがって、英国海軍の艦艇たる同艦は、も
し呼称を考えるとすれば、海上自衛隊の場合に倣って、海洋観測艦と呼称とするのが妥当と言えよう。なお。図 8中央に示した水路
部沿革史では、英国測量及探究艦とし、サーベイイング・エンド・ジョスカバリーシップとの振り仮名が付されていることは興味深い。

10 豊田恵聖監修、東海大学海洋学部編、2003年、改訂宇宙から深海底へ－図説海洋概論、全 164頁、講談社。

11 近代海洋学の基礎を築いたChallenger Reportのなかで、日本周辺海域で採集した生物の学名に yokohamaの文字が取り入れ
られた例が二つある。1つはマコガレイでPleuronectes yokohamaeと命名されている。このことは、神奈川県水産総合研究所の
メールマガジン、2004（神奈川県水総研メルマガ、Vol.041、2004.04.23）上で高間浩氏が指摘、紹介している。なお、マコガレ
イの学名を環境省の資料で調べると、Pseudopleuronectes yokohamae  と出てくる（http://www.env.go.jp/chemi/report/
ierac18/1-ref3.pdf。2021.8.1最終閲覧）。

 もう一つは、Worm（蠕虫（ぜんちゅう）、環形動物）で、シリダシウロコムシ、学名Lagisca yokohamiensisという生物である。採
集されたのは 1875年 5月 6日で横浜沖の水深 5-50fathomと記されている（Challenger Report, 1885、Zoology Vol. Ⅻ、
pp.89-90）。

12 前出３、pp. 247-248。なお、日本側の関係記録は未発掘である。

13 公文書所蔵機関での各種文献を検索する際に、当初、チャレンジャーという船名をキーワードとして検索に当たったが、本文に記載
のように当初はほとんど発掘できなかった。しかし、海上保安庁海洋情報部の専門家から、当時は船名も今のようには記されていな
い可能性が大なので例えば最初の文字である「チャ」をキーワードにすると発掘可能ではないかとの助言を得た。実際、この検索
手法によって貴重な記録が発掘できるようになった。実際、発掘された記録の中で船名については、チャレンジャーという語はほとん
ど使われていず、チャルレーヂ、チャルエンデル、チャレンジル、チャーレンジャーなどと記されていることが分かった。

14 前出 5。

15 Stonewall号は、幕末に徳川幕府が米国に発注した軍艦で、船体上部に亀甲型に鋼板装甲を施した特殊艦であり、後に「甲鉄」
と呼ばれる。戊辰戦争の際に、米国が当初日本の内戦には中立の立場にたっていたため、旧幕府海軍の再三の要求にもかかわら
ず引き渡されなかったが、その後、米国が、英国と同様に薩長軍支援の立場に転換して新政府軍へ引き渡された。同艦をめぐって
は、榎本武揚率いる旧幕府艦隊が函館まで移動した後、岩手県の宮古湾まで北上してきた新政府海軍から同艦を奪取する目的
で、函館から 3隻を南下させて奇襲攻撃を仕掛けたものの失敗に終わった。この時の海戦は宮古湾海戦として歴史に残る。
Challenger号の補修工事をしたメインドックの隣接ドックに入渠している船がそうした来歴のある特殊艦艇だったという事実を英国側
が認識していたことが窺える。

16 国会図書館所蔵、明治天皇紀、明治 8年 6月、第 3巻、pp.444-445。なお、同じ第 3巻の p.444に、5月 7日、日露樺太千
島交換条約の締結について、天皇への上奏が記載されている。

17 前出４．なお、この原文に典拠して、西村三郎著の「チャレンジャー号探検」でも詳細な訳が収録されている（pp.147―148）。し
かし、謁見の日付はどこにも記されていない。

18 海上保安庁水路部、1916年 1月 1日、水路部沿革史（明治２至 18年）。

19 L.N. PASCOE,OBE, 昭和 47年３月、海上保安庁水路部監修、財団法人日本水路協会発行、水路研究論文集、pp,355-386、
The British Contribution to the Hydrographic Survey and Charting of Japan, 1854 TO 1883, p.377。なお、HMS Silvia
号は全長 166m、約 700トンの木造小砲艦（小型の沿岸警備艇）で、150馬力、100人乗り。海図作成室を有する測量用舟艇。

20 海里でなく里との表記について、両者では実際の距離が異なるわけだが、8月 29日には太政官布告第 546号を、7月 28日の第
492号の改定版として発しているもののなかで、「凡三里」の後に細かな字で 2行、「陸地ヨリ砲丸ノ達スル距離」との記載がある
点が注目される。

21 前出 16を参照。

22 外務省、2021、われらの北方領土 2020年版資料編、表紙裏掲載図。
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第12回年次大会概要
Summary of the 12th Annual Meeting

　日本海洋政策学会第12回年次大会が、『パンデミックが変える海の世界―海洋政策・産業・科学技術のゆく
え―』という統一テーマのもと、新型コロナウイルス感染症拡大のため、初めてオンラインにより2020年12月3日 

（木）及び４日（金）両日、いずれも午後から開催された。基調講演、研究発表、パネル・ディスカッション各発表
は笹川平和財団ビル国際会議場からオンラインで配信した。二日間にわたる初のオンライン開催には延べ
約230名が参加し、学生小論文の受賞発表も併せて行われた。

　12月3日は、坂元茂樹・第12回年次大会実行委員長の司会により、奥脇直也会長の開会挨拶に続いて同
会長による「新たな海洋法の科学的基礎」と題する基調講演が行われた。
　続いて、次の研究発表3件が行われた。（発表者敬称略）

1. 「1875（明治8）年のHMS Challenger号による日本周辺海域における海洋観測活動と明治政府の
 対応について」　（中原裕幸）
2. 「国際海運のGHG排出規制におけるプライベート・スタンダードの動向―社会ネットワーク
 分析を用いたガバナンス構造の検討―」　（坂井伸行）
3.「衛星VDESを利用した海洋ディジタル社会の創出に関する検討」　（渡辺忠一）

　続いて学生小論文表彰として優秀賞受賞者2名及び奨励賞受賞者１名を発表した。

　12月4日は、総合海洋政策推進事務局長の一見勝之氏による「我が国の海洋政策～海洋　大いなるフロ
ンティア～」と題する基調講演が行われた。続いてパネル・ディスカッション『ポストコロナにおける海洋の未来』
が行われた。

モデレータ：兼原敦子（上智大学）
パネリスト： 窪川かおる（帝京大学）、佐藤徹（東京大学）、柴崎隆一（東京大学）、 

中田薫（水産研究・教育機構）
　なお、パネルの討議内容は、日本海洋政策学会ニューズレター第12号（2021年2月号）に掲載されている。

　最後に寺島紘士副会長が挨拶を行い、年次大会は閉会となった。
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編集委員会より

第 10 号（2020 年 11 月）発行では、次の専門家の方 に々査読をお願いしました。
阿部 克則、猪又 秀夫、加々美 康彦、小松 輝久、佐々木 剛、鶴田 順、西本 健太郎、 
許 淑娟、山地 哲也、吉江 宗生、和田 良太、和仁 健太郎　（五十音順）

編集委員会
委員長	 兼原 敦子（上智大学）［国際法］
副委員長	 西村　　弓（東京大学）［国際法］
	 藤倉　克則（海洋研究開発機構）［海洋生物学］
	 早稲田卓爾（東京大学）［海洋情報］
委員	 小松　輝久（日本水産資源保護協会）［海洋生態学］	 三浦　大介（神奈川大学）［行政法］
	 佐藤　慎司（高知工科大学）［海岸工学］	 森川　幸一（専修大学）［国際法］
	 佐藤　　徹（東京大学）［海洋環境工学］	 八木　信行（東京大学）［水産政策］
	 下迫健一郎（沿岸技術研究センター）［海岸・海洋工学］	 良永　知義（東京大学）［水産増養殖・魚病学］
	 高木　　健（東京大学）［船舶海洋］	 （五十音順）
	 中村　秀之（日本海事センター）［国際海事法・海事政策］
オブザーバー	 窪川かおる（帝京大学）［海洋生物学］

編集後記
Editorial Note

　昨年は、「コロナ（COVID-19）禍真っ只中」であるにもかかわらず投稿論文を頂戴したこと
や、慣れないリモートワークによって、本誌 10号の出版ができたことを、投稿者やすべてのご関
係者に本当に感謝申し上げた。その時には、まさか、11号の編集においてもコロナ禍が続いてい
るとは、想像だにしなかった。昨年 10号の編集後記では、「いまだ収束しないコロナ禍を乗り越
えていきたいと思っている」と結んだ。そして、11号でも、コロナ禍の厳しい状況にありながら、貴
重な投稿論文を頂戴し、依然としてリモートワークであったが編集委員会も開催して、つつがなく
編集作業を終了することができた。その意味では、わたくしたちの「日本海洋政策学会コミュニ
ティ」は、すでに、コロナ禍をはっきりと「乗り越えた」といえると思う。こうした力強い成果を、投
稿者、査読者、3名の副編集委員長を含む編集委員、新しく編集補佐となり確実な作業を進め
てくれた小林哲さん、その他のご関係者とともに達成できたことに、心より御礼申し上げたい。
　コロナ禍であったために、本誌「10号」という本誌の一つの節目にあたる号であったにもかか
わらず、昨年は、それについては考える余裕もなかった。学際的な学会として日本海洋政策学
会が設立され、着実にその歩みを続けてきた。学会の一つの営みとして本誌が 11号を迎えた
ことは、本当に特筆すべきであるし、心より喜ばしく思う。この学会を立ち上げられ、今日まで学
会の活動を育んでこられた先輩たちや、本誌の在り方を一から作り上げられた前任者たちのご
尽力に、あらためて敬意を表したい。そして、学会誌という貴重な財産をお預かりする者として、
質の高い海洋政策の研究を発信し、そのために、投稿を頂戴して査読から編集へと進む過程
を、一層ゆるぎないものへとすることに、みなさまともに力を尽くしていきたい。みなさま、ありがとう
ございました、そして、これからもよろしくお願い申し上げます。

編集委員長　兼原　敦子
Atsuko Kanehara
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